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一

論

説

一

一
中
世
後
期
・
近
世
に
お
け
る
パ
イ
エ
lレ

ン

-
ラ
ン
ト
法
史

研
究
序
説

ハ
平
和
・
ポ
リ
ヅ
ァ
イ

ハ
一
二
)

-
憲
法
)

ー
ー
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
を
中
心
に
|
|

和

田

序

論

第
一
章
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
編
纂

第
二
意
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
の
発
展
と
そ
の
体
系
的
分
化
(
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
編
纂
・
前
史
〉

小
序
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
史
概
観
の
基
本
的
視
角

第
一
節
中
世
後
期
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
の
発
達

第
一
項
『
ル

l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
書
』
の
基
本
的
特
徴

第
二
項
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
裁
判
(
支
配
)
権
の
生
成
と
体
系
化

第
三
項
『
バ
イ
エ
ル
ン
改
革
ラ
ン
ト
法
書
』
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
の
組
織
化
の
進
展

卓

朗
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説

第
二
節
近
世
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
の
再
編
成

第
一
項
一
六
世
紀
に
お
け
る
法
発
展

第
二
項
マ
グ
シ
ミ
リ
ア
ン
の
法
典
編
纂

第
三
項
勅
法
に
よ
る
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
立
法
活
動

小
結
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
史
の
集
大
成
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
学
活
動
(
以
上
三
三
巻
三
号
)

補
説
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
貴
族
支
配
(
〉

e
r
z
q
R
E
r
g〉
の
生
成
・
展
開
と
ラ
ン
ト
法
史
の
基
本
構
造
(
以
上
三
四
巻
二
号
〉

第
三
章
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
理
論

小

序

問

題

の

所

在

第
一
節
私
人
の
行
為
規
範
の
体
系
と
し
て
の
「
私
法
」
(
以
上
本
号
)

第
二
節
支
配
権
の
体
系
と
し
て
の
「
国
法
(
公
法
)
」

小
結
「
国
法
(
公
法
〉
」
の
解
体
と
憲
法
・
行
政
法
の
成
立
(
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
近
代
法
の
形
成
過
程
へ
の
展
望
〉

結

論

論

北法34(6・2)952 



第
三
章

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
理
論

序

問
題
の
所
在

(3) 中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
九
点
の
法
学
作
品
は
、
「
国
法
(
公
法
)
(
吉
田
司
ロ

z
w
g
H
Y
E
g
g諸
島
む
」
と
「
私
法

C
g
H
d
S
E
E
-
∞
苦
肉
2
・

〈

1

)

(

2

)

z
n
Z印
刷

N
R
Z
)」
の
両
体
系
を
包
摂
し
て
い
る
。
前
者
は
更
に
、
「
一
般
国
法

C
E
H】
C
E
n
gロ
E
-
4
2
g
F
包

-
m
g
M
m
g
g
ω
g同
g
z
-

〈

3
〉
nZ)」
・
「
ド
イ
ツ
国
法

(
U
E
g
n
r
g
ω
s
a
a
o
n
E〉
」
・
「
バ
イ
エ
ル
ン
国
法

(
E
1
-
R
r
g
ω
S
B
Z
B
n
E〉
」
の
三
部
に
分
か
れ
る
。
こ
の

そ
れ
ぞ
れ
を
「
一
般
国
法
」
・
「
特
別
国
法

(
C
E
切手ロ
g
g
若
宮
町
田
F
〕
ゲ
冊
目
。
ロ
仏

R
g
g
g
g
H
o
n
Z〉
」
・
「
最
特
別
国
法

C
g
M
E
5
2
g

(

4

)

〔

5
)

門
戸

b
v

4
2
E
Z
-
B
C
B〉
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
、
ド
イ
ツ
の
国
法
は
、
「
ド
イ
ツ
一
般
国
法
(
一
般
ド
イ
ツ
公
法
〉
(
古
田
匂
cir・

〈

5
〉

(
6〉

-山口口

B
C
2
S
E
W
C
S
ぬ
m
S
E
F〉
」
と
「
ド
イ
ツ
個
別
国
法
(
特
別
ド
イ
ツ
公
法

)
O
g
u
z
E
n
g
u
の
R
自
由
巳

2
5
名

R
U
F
)」
と
に

〈

7
)

分
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
「
〔
ド
イ
ツ
〕
特
別
国
法
」
は
こ
の
前
者
、

そ
し
て
彼
の
「
最
特
別
国
法
」
は
後
者
に
対

応
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
上
の
名
称
の
ず
れ
は
、
さ
し
あ
た
り
、

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
が
国
法
総
論
と
で
も
い
う
べ
き
部
分
を

独
立
の
篇
と
し
、
こ
れ
を
「
一
般
国
法
」
と
呼
ん
で
、
(
広
い
意
味
で
の
)
ド
イ
ツ
国
法
の
叙
述
の
前
に
置
い
た
結
果
、

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
国
法
(
公
法
ど
の
体
系
を
素
描
す
る
た
め
、
『
国
法
論
』
が
著
わ
さ
れ
た
。

生
じ
た
も
の
と
思

一
方
、
『
綱
要
』
に
略
述
さ
れ
る
「
私

法
」
は
、
「
刑
事
法

C
E
わ
同
即
日
広
田
戸
?
の
巴

B
E包
lmmnr仲
間
)
」
(
刑
事
実
体
法
と
刑
事
訴
訟
法
を
含
む
〉
・
「
訴
訟
法

C
E
τ
岳

n-RES-

C
2
w
r
z。
邑
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
」
・
「
〔
市
〕
民
法

C
E
C
i
g
-
F
S骨
R
Z
)」
の
一
ニ
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
「
私
法
」

の
以
上
の
各
領
域
を
規
律
し
確
定
し
詳
述
す
る
の
が
、
三
つ
の
『
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
典

(
h
o
円
凶
器
』
日
U
P
E
Z
)』
と
そ
の
『
註
釈
』
で

1ヒ法34(6・3)953 



説

あ
る
。
こ
の
パ
イ
エ
ル
ン
私
法
と
先
の
パ
イ
エ
ル
ン
国
法
(
公
法
)
と
を
合
わ
せ
て
、
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
〈
Q凶
5
同司PιJ州

〈

9
)

と
が
で
き
よ
う
。
但
し
、
こ
の
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
ど
は
、

決
し
て
自
己
完
結
的
・
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
。

バ
イ
エ
ル
ン
国
法
(
八
ム

5命

法
)
は
一
般
国
法
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
国
法
と
相
似
的
構
造
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
後
二
者
と
密
接
な
連
繋
を
保
ち
つ
つ
機
能
す
る
(
後
述
)
。

「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
」
の
私
法
部
分
に
し
て
も
、
そ
れ
は
〔
ロ
!
?
〕
普
通
法
・
ラ
ン
ト
の
法
律
・
ラ
ン
ト
内
局
地
法
な
ど
が
織
り
成
す
大

き
な
ネ
ッ
ト
・
ヮ
l
ク
の
中
で
、
そ
の
有
機
的
構
成
部
分
と
な
っ
て
機
能
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
従
来
の
法
学

l
!刑
事
法

に
つ
い
て
は
ベ

1
マ
I
C
o
r
gロ
ω白
HEm--日
包
広
島
切
o
r
g四
円
)
(
一
七

O
四
年

l
一
七
七
二
年
)
に
よ
っ
て
一
応
の
集
大
成
を
見
た

普
通
刑
事
法
学
、
民
事
法
に
つ
い
て
は
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用
」
法
学
の
成
果
を
法
典
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
私

法
は
内
容
的
に
は
逆
に
ド
イ
ツ
私
法
を
取
り
込
ん
で
さ
え
い
た
。
そ
の
場
合
の
ド
イ
ツ
私
法
と
は
ロ
l
マ
普
通
法
〔
学
〕

Q
E
C
u
s
s
g
m

m
。S
白
ロ
ロ
包
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
故
に
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
イ
ン
ゴ
l
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
お
け
る
ロ
l
マ
法
の
講

義
を
「
国
法
つ
フ
ン
ト
法
)
」
の
講
義
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
た
の
で
か
出
。

(

日

〉

法
は
、
「
国
際
法
(
〈
包
宮
同

l
m
R
E
"
』
ロ
閣
の

g岳
E
)」
・
「
国
法
(
八
ム
法
)
」
・
「
私
法
」
と
い
う
三
つ
の
体
系
で
叙
述
さ
れ
る
。
後
二
者

は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
一
般
法

(
H
法
学
総
論
)
」
・
「
特
別
法

(
H
ド
イ
ツ
法
)
」
・
「
最
特
別
法
(
日
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
」
)
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

そ
し
て
原
理
的
に
は
、
ラ
ン
ト
の
数
に
等
し
い
「
最
特
別
法
」
の
叙
述
が
存
在
し
う
る
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
学
活
動
は
、
バ
イ
エ
ル
ン

国
法
(
ラ
ン
ト
法
〉
以
外
の
「
最
特
別
法
」
と
「
国
際
法
」
を
除
外
し
た
、
「
国
法
(
公
法
)
」
・
「
私
法
」
の
全
領
域
に
及
ん
で
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
う
ち
法
典
化
さ
れ
た
の
は
、

イ
ツ
法
)
」
を
法
典
化
し
な
か
っ
た
の
は
、

法
(
公
法
〉
が
法
典
化
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
第
一
章
の
末
尾
で
指
摘
し
て
お
い
た
「
国
法
(
公
法
)
」
の
「
法
〔
律
〕
」
的
性
格
な
ら
び

に
「
国
法
(
公
法
ど
と
「
私
法
」
と
の
関
係
と
い
う
問
題
と
の
脈
絡
で
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

「
最
特
別
私
法
」
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
私
法
だ
け
で
あ
っ
た
。

彼
が
「
一
般
法
」
・
「
特
別
法

(
H
ド

当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。

だ
が
、
「
最
特
別
国
法
(
公
法
と
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
国

北法34(6・4)954 



品

f
ス
・
グ
プ
リ
グ
ム

「
伝
統
的
な
法
観
念
に
お
い
て
は
、
国
法
は
行
政
法
を
含
ま
ず
、

法
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
、
と
村
上
教
授
は
い
わ
れ
る
。

む
し
ろ
民
事
法
と
と
も
に
君
主
の
立
法
権
の
所
産
と
し
て
の
行
政

シ
ュ
ロ
ッ
サ

l
(
H
O
E
S
の

g晶
ω
n
E
2
8乙
は
、

法
律
を
「
憲
法

(ω
丹田町
WHmro
ロ丘町己昨日
0
ロ)」、

「
民
事
法
(
わ
な
日
紅
白
8
R
)」、

「
刑
事
法
窃
可
田
町
宮
田
町
定
)
」
お
よ
び
「
行
政
法
(
同
州
諸
問

m
Eロ
宮
宮
田
2
N
)」
の
四

(3) 

つ
に
分
類
し
、
統
治
者
の
諸
権
利
に
つ
い
て
の
法
で
あ
る
「
憲
法
」
は
、
法
律
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
契
約
」
と
し
て
の
性
質
を
も
ち
、

ー
ス
・
デ
プ
リ
ク
ム

と
し
た
。
こ
の
「
憲
法
」
こ
そ
、
当
時
一
般
に
「
国
法
(
公
法
)
」
と
呼
ば
れ
て
い

他
の
す
べ
て
の
法
律
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
、

門

出

〉

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
行
政
法
」
は
、
「
国
法
(
公
法
〉
」
と
「
私
法
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
法
体

中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

と
す
れ
ば
、

系
の
ど
こ
に
も
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
に
も
、
「
国
法
(
公
法
〉
」
も
し
く
は
「
私
法
」

『
勅
法
・
条
令
裳
纂
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、

の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
著
作
と
な
ら
ん
で
、

そ
の
体
系
的
地
位
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
ま
工
ミ
つ
こ
。

吋

t
'
t
φ
I
，

刀

ふ
J

「
国
法
(
公
法
〉
(
】
E
P
H
E
W
Z
5・∞宮内伊丹良市
nZ)」
が
、

(
州
四
)

(
佐
官
印

P
E
2
5
E
E
)」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
1

1
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

か
ら
の
解
放
が
推
し
進
め
ら
れ
、
行
政
法
が
民
事
法
と
対
等
も
し
く
は
こ
れ
に
優
越
す
る
独
立
の
法
領
域
に
発
展
し
て
い
る
中
で
成
立
し
た

近
代
的
「
公
法

(
O
R
g
岳
各
自
白
河
R
Z
)」
の
系
譜
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
者
に
は
、
憲
法
と
並
ん
で
民
事
訴
訟
法
・
刑
事

(

忽

〉

訴
訟
法
を
含
む
刑
事
法
が
属
し
て
お
り
(
サ
ヴ
ィ
ニ
l
)
、
更
に
は
、
今
よ
う
や
く
「
法
門
律
〕
」
的
性
格
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
行
政
法

〈
制
品
】

a
I
ス
・
プ
プ
リ
タ
ム

も
含
ま
れ
る
。
一
方
、
「
国
法
(
公
法
ど
な
い
し
「
公
法
」
に
対
置
さ
れ
る
「
私
法
」
の
方
も
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
刑
事
法
ハ
刑
事
訴
訟

門
的

ω〉

法
を
含
む
)
・
民
事
訴
訟
法
・
政
治
社
会
(
由
o
i
g
g
n
F
i
-
-回
)
の
法
と
し
て
の
「
市
民
法
(
民
事
法
)
P
E
n
-
i
r〉
」
を
包
摂
し
て
い
た
の

〈

M
V

に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
の
「
私
法
」
の
内
容
を
構
成
す
る
の
は
、
自
律
的
な
経
済
社
会
の
私
的
自
治
の
法
と
し
て
の
民
事
法
で
あ
る
。
勿

こ
の
よ
う
に
、

シ
ュ
ロ
ッ
サ
l
の
「
憲
法
」
1

1
伝
統
的
に
「
基
本
法
〔
律
〕

一
九
世
紀
の
後
半
、
行
政
の
司
法

論
、
新
旧
二
つ
の
「
国
法
(
公
法
)
」
な
い
し
「
公
法
」
概
念
の
聞
に
は
、

以
上
の
よ
う
な
相
違
も
し
く
は
断
絶
面
の
み
な
ら
ず
、

共
通
点

北法34(6・5)955 



説

ユ
ー
ス
・
ブ
d
Y
9

な
い
し
連
続
面
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
。
即
ち
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
l
の
「
憲
法
」

l
l村
上
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
伝
統
的
「
国
法
(
公

法
ど
に
ほ
か
な
ら
な
い
ー
ー
か
「
民
事
法
」
を
含
む
「
私
法
」
の
前
提
た
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ

7
の
場
合
に

(
お
)

も
、
「
国
法
(
公
法
〉

(ω
窓白神田町
m
n
z
・。
F
E
F
E∞
河
町
口
宮
)
」
に
対
す
る
私
法
の
依
存
性
と
国
家
に
よ
る
私
法
の
定
立
可
能
性
は
原
理
的

〈
お
〉

に
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
公
法
」
に
対
す
る
「
私
法
」
の
自
律
性
(
「
国
家
か
ら
独
立
し
た
純
粋

eA 
n岡

な
る
私
法
」
)
を
説
く
ツ
ァ
イ
ラ
l
(
明
日
ロ
N
4
0
ロ

N
Z
F乙
の
よ
う
な
例
も
存
在
し
て
い
る
。

彼
の
主
張
は
、

一
見
、
「
国
法
(
公
法
)
」

(
H
「
憲
法
」
〉
と
「
私
法
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
伝
統
的
理
解
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、
「
行
政
法
」
に
対
す
る

司
法
へ
の
行
政
の
従
属
を
眼
目
と
す
る
「
司
法
事
項

G
E
Z
N
g
n
r
m〉
」
と

(幻〉

「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
(
句
。

-EOURZ)」
の
理
論
の
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ツ
ァ
イ
ラ
l
の
「
公

「
民
事
法
」
の
優
位
を
強
調
す
る
シ
ュ
ロ
ッ
サ
!
の
議
論
や
、

法
(
国
法
)
」
観
の
こ
の
よ
う
な
二
百
性
は
、
「
憲
法
」
の
み
な
ら
ず
「
行
政
法
」
を
も
「
公
法
」
に
含
め
て
考
え
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
る
。
だ
が
、
行
政
の
司
法
へ
の
従
属
と
、
「
民
事
法
」
な
い
し
「
私
法
」
の
「
行
政
法
」
に
対
す
る
優
越
を
主
張
す
る
の
な
ら
ば
、
「
民

事
法
」
と
「
行
政
法
」
の
混
滑
を
嫌
う
以
上
に
、
「
国
法
ハ
公
法
)
」
H
「
憲
法
」
と
「
行
政
法
」
と
の
混
清
を
嫌
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ

5
1
λ

・
ヅ
J

J

P

タ
ム

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
「
行
政
法
」
を
も
「
公
法
(
国
法
)
」
に
含
め
て
い
る
の
は
、
伝
統
的
な
「
国
法
(
公
法
)
」
が
実
は
「
憲
法
」
な

い
し
「
基
本
法
〔
律
〕
」
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
行
政
法
」
な
い
し
い
わ
ゆ
る
「
ポ
リ
ッ
ァ
イ
条
令
」
、
も
し
く
は
そ
の
一
部
を
も

含
む
も
の
で
あ
っ
た
か
、
少
な
く
と
も
ツ
ァ
イ
ラ
l
の
時
期
ま
で
に
は
そ
う
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る。
と
こ
ろ
で
「
公
法
(
国
法
)
」
と
「
私
法
」
の
区
分
は
、

裁
判
所
の
管
轄
権
の
帰
属
(
有
無
な
い
し
分
配
)
に
と
っ
て
、

常
に
こ
の
よ
う

に
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

件
。
同
〉
」
に
関
わ
る
事
案
は
、

伝
統
的
法
理
論
に
お
い
て
は
、
「
私
人
の
権
利
。
己
印
刷
】
吾
、
三
OBB-HNmnrgHVHYS・

ヲ
イ
ヒ
ス
グ
リ
国
ヒ
ト

そ
れ
が
「
ポ
リ
ッ
プ
イ
事
項
」
に
属
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
全
て
「
司
法
官
苧
項
」
を
構
成
し
、
帝
国
裁
判
所

北法34(6・6)956 



円
相
岨
」

な
ら
び
に
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
ラ
ン
ト
の
司
法
裁
判
所
の
管
轄
に
服
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
当
該
「
私
人
の
権
利
」
が
「
公
法

(
国
法
)
」
上
の
も
の
か
「
私
法
」
上
の
も
の
か
、
当
該
「
私
人
の
権
利
」
が
い
か
な
る
局
面
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
事
案
が
果
た

〈
抽
出
)

し
て
「
公
法
(
国
法
〉
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
か
「
私
法
」
に
属
す
る
も
の
か
|
l
l
こ
れ
ら
は
そ
の
際
全
く
問
題
に
さ
れ
な
い
。
「
公
法
(
国

(3) 

法
)
」
と
「
私
法
」
の
区
別
で
は
な
く
、
「
私
人
の
権
利
」
の
侵
害
に
つ
い
て
の
訴
の
み
を
基
準
と
し
て
「
司
法
事
項
」
か
否
か
を
判
断
し
、

〔
司
法
〕
裁
判
所
の
管
轄
権
を
決
定
す
る
こ
の
原
理
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
区
別
は
、
主
と
し
て
、
講
学
上
の
分
類
に
と
ど
ま
っ

円
相
判
」

て
い
た
。
そ
し
て
両
者
は
、
体
系
的
に
も
交
錯
す
る
こ
つ
の
法
領
域
を
構
成
し
て
お
り
、
内
容
的
に
も
共
通
の
規
律
の
上
に
大
幅
に
立
脚
す

る
も
の
で
あ
っ
た
(
一
般
法
な
い
し
普
通
法
と
し
て
の
「
私
法
」
と
特
別
法
と
し
て
の
「
国
法
〈
公
開
)
」
)
。

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説

一
八
世
紀
の
後
半
以
降
、
〔
司

法
〕
裁
判
所
の
管
轄
権
の
基
準
が
「
私
人
の
権
利
」
か
ら
「
私
法
」

へ
と
移
動
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
国
法
ハ
公
法
)
」
と
「
私

法
」
の
区
別
は
実
践
的
・
政
治
的
に
も
重
大
な
意
味
を
持
つ
に
至
り
、
両
者
は
、
体
系
的
に
も
実
体
的
に
も
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
っ
た
。
ツ
ァ
イ
ラ
ー
や
サ
ヴ
ィ
ニ

l
は
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
中
で
、
〔
理
性
法
論
や
〕
カ
ン
ト
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
「
公
法

(
国
法
)
」
と
「
私
法
」
と
を
範
鴫
論
的
に
区
別
す
問
。
自
律
的
経
済
社
会
の
私
的
自
治
の
法
と
い
う
新
し
い
「
私
法
」
(
民
事
法
〉
概
念
と
、

「
私
人
の
権
利
」
で
は
な
い
純
粋
に
「
私
法
」
上
の
権
利
で
あ
る
「
私
権
」
概
念
は
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
問
。
そ
れ
は
ま
た
、
近

世
初
頭
ま
で
に
成
立
し
て
き
て
い
た
法
u
権
利
(
H
N
o
n
-
民
〉
の
二
重
概
念
の
実
体
門
法
H

権
利
〕
的
理
解
が
一
段
と
徹
底
的
に
推
し
進
め
ら
れ
、

「
国
法
(
公
法
)
」
と
「
私
法
」
と
の
区
別
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
極
め
て
新
し
い
時
代
の
出

来
事
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は
、
近
世
の
大
半
を
通
じ
て
「
国
法
(
八
ム
法
〉
」
と
「
私
法
」
は
、
「
単
に
事
物
に
即
し
た
部
分
的
区
別
の
た
め

(
回
調
)

の
帰
属
点

(
N
g
Eロ
ロ
ロ
噂
匂

E
E白
〉
を
構
成
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。

「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
」
と
「
司
法
事
項
」
と
い
う
概
念
も
、

必
ず
一
し
も
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
条
令
」
の
法
〔
律
〕
的
性
格
を
否
認
す
る
も
の
で

主

主

追

っ

こ

o

t
f
カ

+J

「
ポ
リ
ッ
ァ
イ
事
項
」
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
「
司
法
事
項
」
に
も
該
当
す
る
可
能
性
を
否
定
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、

あ
る

北法34(6・7)957 



説

「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
」
が
「
司
法
事
項
」
と
認
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
」
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

5命

「
私
人
の
権
利
」
〔
の
主
張
〕
は
一
種
の
「
訴
え
の
利
益
」
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
主
張
す
る
者
は
、
「
司
法
事
項
」

と
認
定
さ
れ
た
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
」

ill「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
条
令
」
や
行
政
行
為
の
効
力
ー
ー
を
裁
判
上
争
う
「
当
事
者
適
格
」
と
で
も
い
う

べ
き
資
格
を
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
「
司
法
事
項
」
で
あ
る
と
の
認
定
は
、

あ
く
ま
で
裁
判
所
の
管
轄
権
に

つ
い
て
の
手
続
法
な
い
し
訴
訟
法
上
の
判
断
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
事
案
(
「
ポ
リ
ッ
ァ
イ
事
項
」
を
含
む
)
に
関
す
る
実
質
的
・

実
体
法
的
評
価
を
下
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
実
体
的
判
断
の
際
の
基
準
法
規
を
指
定
す
る
「
法
律
関
係
の
性
質
決
定
」
で
も
な
い
。
そ

ヒ
ス
カ
ム
マ

i
グ
リ
ヒ
ト

た
と
え
ば
帝
室
裁
判
所
は
、

れ
ゆ
え
、

ラ
ン
ト
君
主
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
の
た
め
の
最
高
の
配
慮
権
〈
2
5
E
H
U
B
B陪
句
。
-
E
B
)」
と
そ
こ

か
ら
流
出
す
る
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
的
改
革
権

C
5
5
F
E
M
E
e
M
5
E
W
E
H
)」
を
根
拠
と
し
た
管
轄
権
の
排
除
(
原
告
の
訴
え
の
却
下
)
の

主
張
こ
そ
認
め
な
い
が
、
相
手
方
の
「
既
得
権

C
E
古
島
氏

E
5・
4
司

O
E
2君
。
同
宮
口

g
H川
町
口
宮
)
」
の
主
張
を
斥
け
て
ま
で
そ
の
実
体
法

的
効
力
を
認
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
「
国
法
(
公
法
)
」
・
「
私
法
」
・
「
ポ
り
ツ
ァ
イ
条
令
」
・
ラ
ン
ト
君
主
の
命
令
・
既

郎
ち
、

得
権
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
法
源
を
考
慮
し
な
が
ら
、
自
主
的
・
創
造
的
に
実
体
的
判
断
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
一
六
世
紀

の
中
葉
に
は
、

「
法
(
岡
山
由
ロ
宮
)
」
と
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ

(
M
J
L
w
q
と
と
の
区
別
に
対
応
し
て
、

永
続
的
な
「
法
律
(
の
町
田
山
片
岡
〔
問
〕
〉
」
と
、
そ

(
鈎
〉

の
時
々
の
状
況
に
応
じ
た
公
共
の
利
益
に
奉
仕
す
る
一
時
的
な
「
条
令
(
。
包
ロ

E
m〔
目
〕
)
」
と
を
対
比
す
る
考
え
方
が
出
現
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
や
は
り
、

近
世
の
初
頭
ま
で
に
法
H

権
利
の
二
重
概
念
が
実
体
的
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
結
果
、
ラ
ン
ト

の
客
観
的
法
の
伝
統
的
秩
序
が
大
幅
に
組
み
替
え
ら
れ
る
に
至
つ
問
、
と
い
う
事
実
と
の
脈
絡
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即

ち
、
そ
れ
は
、

い
わ
ば
法
律
の
機
能
的
下
位
区
分
で
あ
っ
て
、

「
法
律
」
な
い
し
「
条
令
」
と
し
て
異

規
律
対
象
領
域
の
相
違
に
よ
っ
て
、

な
っ
た
属
性
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
一
七
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
〔
条
令
〕
(
同
MO--E

g
u
U」
と
呼
ば
れ
る
諸
「
〔
条
〕
令
(
。
E

Eロ
∞
〉
」
と
「
ラ
ン
ト
法
〔
書
〕

(
F
E骨
R
Zゆ

F
S門
片
岡
仰
向
島
乙
」
と
が
ほ
と
ん
ど
同
一
の
手
続
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ν
ギ
1
ル
Y
グ

と
経
過

l
lポ
リ
ツ
ァ
イ
参
議
会
の
指
導
的
役
割
、
統
治
府
へ
の
諮
問
、
ラ
ン
ト
等
族
色
〔
代
表
者
会
〕
の
協
働
、
町
廷
法
院
の
鑑
定
、
勅

令
に
よ
る
採
択
・
公
布
ー
ー
を
経
て
制
定
さ
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
も
両
者
の
関
係
は
な
お
流
動
的
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
に
は

勅
法
に
よ
る
君
主
の
立
法
活
動
も
ま
た
活
発
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
法
律
」
と
「
条
令
」
な
い
し
「
布
令
(
〈
2
0
E
-

E
ロ
m
-
U叩
E
g
)」
と
の
差
異
が
質
的
相
違
と
し
て
い
よ
い
よ
強
く
意
識
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
は
な
っ
た
。
だ
が
そ
れ
が
す
ぐ
に
実
体
法
と
し

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説 (3) 

て
の
優
劣
関
係
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
「
法
律
」
・
「
条
令
」
・
「
布
令
」
を
勘
案
し
な
が
ら
、
実
質

そ
の
他
の
法
源
や
君
主
の
行
政
行
為
に
対
す

的
に
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
既
得
権
」
の
法
源
と
し
て
の
性
格
も
同
じ
で
あ
っ
て
、

(
H
M
〉

る
そ
の
対
抗
力
は
、
必
ず
し
も
万
全
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
近
世
の
ド
イ
ツ
国
家

i
!神
聖
ロ

i
マ
帝
国
な
ら
び
に
そ

(

川

叫

〉

(

正

日

〉

れ
を
構
成
す
る
諸
ラ
ン
ト
ー
ー
は
、
法
H
権
利
維
持
国
家
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
法
H
法
律
国
家
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
「
法
治
国
家

(
必
〉

(
同
州
自
口
町
仲
間
印
宮
田
丹
ど
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
「
警
察
国
家
(
司
o-K丘
三
国
主
)
」
で
は
ま
し
て
な
く
、
ま
さ
に
「
司
法
国
家

C
g
t
N凹
富
三
)
」
と

(

円

引

)

(

川

崎

)

で
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
法
定
立
的
色
彩
を
強
く
帯
び
た
中
世
以
来
の
裁
判
観
の
伝
統
が
、
こ
こ
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
可

〈

前

回

)

ハ

印

)

法
が
学
同
化
さ
れ
て
き
て
い
た
限
り
で
、
法
学
が
国
家
"
社
会
生
活
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
の
末
に

「
自
然
的
自
由

(
E
Z同
-wro
間

同

2
Z
X
)
」
を
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
臣
民
の
保
護
が
「
私
人
の
権
利
」
な
い
し
「
既
得
権
」
の
範
囲
を
越

え
て
拡
大
さ
れ
た
こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
法
構
造
そ
れ
自
体
に
変
動
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
法
構
造
が
そ
れ

を
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
も
し
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
が
「
行
政
法
令
(
初
白
色
町

E
ロ
宮

5
8丘
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
」
に
対
す

る
「
民
事
法
〔
律
〕
」
の
実
体
法
的
優
位
を
説
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
H

権
利
の
二
重
概
念

(HNRE)
の
実
体
法
的
把
握
を
更
に
徹
底
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
議
論
を
一
歩
推
し
進
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
身
分
制
的
伝
統
と
の
連
続
性
は
否
定
で

き
な
い
に
し
て
も
、

や
は
り
歴
史
的
に
は
新
し
い
段
階
に
属
す
る
も
の
で
、

伝
統
的
な
「
国
法
(
公
法
)
」

l
「
私
法
」
観
や
「
法
〔
律
〕
」

l

「
条
令
(
布
令
〉
」
観
を
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

北法34(6・9)959 



説

以
上
を
要
す
る
に
、
「
国
法
(
公
法
ご
と
「
私
法
」
は
、
伝
統
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
の
「
憲
法
」
も
し
く
は
「
民
事
法
」
を
中
心
的
な

も
の
と
し
て
含
み
つ
つ
も
、
厳
格
な
意
味
で
の
「
法
律
」
・
「
〔
ポ
リ
ツ
ァ
イ
〕
条
令
」
・
「
布
令
」
・
「
既
得
権
(
特
権
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま

論

の
法
源
か
ら
織
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
体
系
的
・
内
容
的
の
み
な
ら
ず
法
〔
律
〕
的
性
格
の
点
で
も
必
ず
し
も
相
互
に
峻
別
さ
れ
う

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
場
合
も
、
そ
の
『
国
法
(
八
ム
法
)
論
』
は
、

フ
ラ
イ
ハ
イ
ト

ン
ト
の
特
権
の
宣
言
』
や
勅
法
・
条
令
を
内
容
と
し
て
お
り
、
「
私
法
」
も
中
世
以
来
の
「
ラ
ン
ト
法
〔
書
〕
」
や
ポ
リ
ツ
ァ
イ
条
令
・
勅
法

〈

臼

〉

を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
彼
の
法
学
体
系
は
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ

l
以
前
の
伝
統
的
法
観
念
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
だ
、

〈
刷
出
)

と
言
え
る
。

一
連
の
特
権
付
与
状
や
『
ラ

彼
の
「
国
法
〈
八
ム
法
)
」
と
「
私
法
」
は
単
な
る
講
学
上
の
便
宜
的
区
分
に
甘
ん
じ
て
は
お
ら
ず
、

般
的
・
理
論
的
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
理
性
法
論
の
影
響
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の

し
か
し
そ
の
一
方
で
、

法
学
体
系
は
、

シ
ュ
ロ
ッ
サ

1
以
後
の
発
展
の
萌
芽
を
潜
在
さ
せ
た
構
造
を
備
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
以
上
の
視
角
か
ら
、

グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
理
論
の
構
造
を
分
析
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
法
学
体
系
が
一
九
世
紀
に
な
っ
て
更

に
ど
の
よ
う
に
分
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
、
そ
の
過
程
の
見
通
し
を
立
て
て
み
た
い
。

(

1

)

(

U

Y

向
図
。
-
H
-
N
・
由
・
吋
は
、
し
g
M
M
S
Z
F
n
c
B
Z
と
=
∞
皆
岡
町
長
n
r
g
m
m
n
r片
2

と
を
等
置
し
て
い
る
。

ハ2
)

本
稿
ハ
円
『
北
大
法
学
論
集
』
一
ニ
コ
一
l
l
三
(
一
九
八
二
年
〉
第
一
章
参
照
。

(
3〉
〈

悶

}
-
F
o
E
E予
の
H
S
E
E
L
B
邑]間

g巴
S
P
U
E
g
n
r
i
ロ
E

F
百円
U
S
3
2
8
5
0
n
E
2・
宮
E
S
S
E
-
C
S
N
日間口
S
-
m・

]「

ω・N
・

(
4
〉
〉
・
白
・

0
・明・

ω
?
ω
・
3
は
「
一
般
国
法
と
並
ん
で
:
:
:
そ
れ
ぞ
れ
の
国
(
盟
国
阻
む
に
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
〔
国
法
〕
〈
由
巳
ロ

g
g昆
o
g〉

が
あ
る
0

・
:
:
今
日
の
「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
1
マ
帝
国
企
g
出
色
前
山

o
m
α
g
u
n
y
o
問

a
n
r
u
g
g
n
y
R
Z己
目
。
ロ
〉
」
に
固
有
の
そ
れ
を
ド
イ
ツ

国
法
と
い
い
、
成
文
・
不
文
の
帝
国
基
本
法
律
(
河
包
口
Z
悶

E
口止
2
2
8〉
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
述
べ
、
白
-
同
・

0
・叩・

5
r
ω
-
H吋
唱
は
ま
た
「
ド
イ

北法34(6・10)960 



(3) 

ツ
に
は
一
般
国
法
の
み
な
ら
ず
、
二
つ
の
特
別
国
法
公

Z
N唱
a
p
n
y
Z
B
E
R
g
g
s
z
g
n
r
c
が
あ
る
。
一
つ
は
ド
イ
ツ
帝
国
全
体

E
R

問。

8
5
B芯

r
z
g
n
Z
刃
包

nr目
円
安
官
『
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
最
特
別
国
法

(ym
吉
区
日

2
5
田
宮

n
E
5
5
z日
)
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
よ
う
が
、
各
選
定
侯
な
い
し
帝
国
の
等
族

3
s
E
与
目
印
刷
山
由
主
岡
田
〉
と
そ
の
ラ
ン
ト
と
の
関
係
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
皆
そ

れ
ぞ
れ
が
ま
た
一
個
の
国

3
g
p
a
2
2
4
c
z
r乙
で
あ
っ
て
、
剰
え
そ
の
強
大
な
も
の
に
あ
っ
て
は
、
ク
ラ
ェ
ソ

((USED)
の
ユ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
(
』
ロ

E
E
m
)
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
王
宮
も
し
く
は
王
宮
の
格
式
に
匹
敵
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
公
三
思
開

E
E・
2
件
活
性
宮
島
加
三
宮
巳

同

vgHFB量
出

ι
E
H
-
a
o
t
g
g
)
と
い
う
の
が
実
情
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

〔
5
〉
村
上
淳
一
『
近
代
法
の
形
成
』
ハ
.
九
七
九
年
〉
一
回

O
な
い
し
一
四
一
一
良
の
訳
語
。

ハ
6

)

F
・
ハ
ル
ト
ウ
ン
グ
、

R
-
ブ
ィ

1
ア
ハ
ウ
ス
他
著
(
成
瀬
治
編
訳
)
『
伝
統
社
会
と
近
代
国
家
』
ハ
一
九
八
二
年
〉
六

0.頁
の
訳
語
。

(

7

)

司
H-oL2nyy向。同
Nσ
同
nyoFω
冨
包
己
ロ
仏
』
己
田
空
回

σ-rHEロ岡山
S
L
2
g
n
r巾
ロ
〉

go-丘町田
B
Z
P
E
い
の
色
体
ロ
7
5
2
R
r丘
町
門
出
血
ロ
凹
司

20g-

回。吋
-5・
同
色
合
】

σ。
吋
間
口

-zodqJ円
D
H
r
sミ・

ω・
5ω
〔
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
メ
ル
ツ
バ
ッ
ハ

l

「
ド
イ
ツ
絶
対
主
義
に
お
け
る
国
家
と
ユ
ス
・
プ
プ
リ

ク
ム
」
成
瀬
前
掲
編
訳
書
六

O
頁〕・

(
8
〉

〉
-
P
。
・
〔
前
掲
〕
に
お
け
る
「
極
め
て
特
別
な
公
法

C
E
H
U戸
Hr--25
名

m
n
u
-
-
E
B
E
B〉
」
の
説
明
は
、
こ
れ
と
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す

る。

(

9

)

本
稿
付
第
二
章
小
序
参
照
。

(
凶
〉
〈
札
・
《
UZω(U-H・
M-m-H斗
-H
「
以
上
の
制
定
法
(
項
目
ロ
冨
岳

nro
嗣

N
R
E
ι
が
相
互
に
一
致
し
な
い
と
き
は
、
ま
ず
既
得
権
(
任
命
唱
。
こ
百
円
四

0・

オ

ル

ト

r
g
n
y
H
o
g
g
E
2
0
】12M『
7
5
2〉
、
次
に
各
自
治
体
の
賞
讃
す
べ
き
慣
習
、
条
例
・
法
令
〈

ω民
Nigι
。
同
仏
国
民
口
開
。
己
、
次
に
一
般
ラ
ン
ト
条
例

3

8叩
S
-
l
F
g含
l
g
E
Z
S
)、
最
後
に
普
通
法
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
法
廷
地
・
不
法
行
為
地
法
・
物
の
所
在
地
・
契
約
地
・
住
所
地
公
ロ

]
D
S
F告
n
F
ロ
岳

n
F
H
N丘
ω
5
0・
n
O
5
5
2
D回

E
L
U
D
E
-
n
E
C
の
法
、
す
な
わ
ち
条
例
や
慣
習
が
異
な
る
場
合
、
訴
訟
方
式
に
関
し
て
は
(
』
忌

オ
ル
ト

包
問
。
吋
ヨ
白
ヨ

p
o
n
s回
世

ω)
事
件
の
係
属
す
る
当
の
法
廷
で
行
な
わ
れ
て
い
る
法
、
犯
罪
の
処
罰
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
犯
さ
れ
た
地
の
法
、
こ
れ
に
対

し
て
あ
る
行
為
(
民
自
己

E
巴
の
方
式

aorロ
巳
押
阻
む
に
だ
け
関
わ
る
場
合
は
そ
の
よ
う
な
行
為
が
死
者
や
生
者
の
問
で
行
な
わ
れ
て
き
た
地
の
法
、

純
然
た
る
人
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は

(
Z
5
2
p
-
5
2
8佐
吉
乙
住
所
地
の
条
例

G
E
E
S
-ロ
ゲ

8
U
D
E
n
-
-
5、
最
後
に
物
法
な
い
し
混
合

法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は

(
E
B佐
吉
田

a
-
s
w
E
)
動
産
・
不
動
産
、
有
体
物
・
無
体
物
の
別
な
く
物
の
所
在
地
〈

S
F
8
5
-
Z
B
O〉
の
法

に
し
た
が
っ
て
審
理
し
て
判
決
す
る
も
の
と
す
る
」
。
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説

但
し
、
『
刑
事
法
典
』
公
布
勅
令
は
、
「
朕
は
:
:
:
こ
の
新
し
い
制
定
法
窃
え
N
i
z
E
O丘
ロ
ロ
ロ
も
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
な
ら
び
に
上
プ
フ
ア
ル
ツ
の
朕

の
選
定
侯
領
全
域
、
及
び
朕
に
帰
属
す
る
そ
の
他
の
全
て
の
貴
族
領
(
出

ORω
与
え
む
と
ラ
ン
ト

(
E
E
2ミ
g
)
に
お
い
て
、
万
人
に
よ
っ
て
忠
実

に
遵
守
さ
れ
寸

s
r
L
2
5山口ロ
E
-
n
r
m
2
2
5
5
n
z
o
r
r乙
、
そ
し
て
裁
判
所
に
お
い
て
、
犯
罪
人
の
処
罰
な
ら
び
に
訴
追
の
際
公
C
者

D
E

E
∞2
円門出向

l
E
r
H
V
S自
由
巳

2
ロ
ぬ
仏

2
C
F
5
0円
任
問
昨
日
乙
、
唯
一
の
準
則
ハ
列
。
四

E
C
に
し
て
目
安
ハ

E
n
r
z
n
r
g
H〉
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、

そ
し
て
朕
は
他
方
、
守
」
れ
ま
で
通
用
し
て
い
た
古
い
法
と
地
方
条
例
法
と
条
令
は
全
て
、
選
定
侯
な
ら
び
に
ラ
ン
ト
君
主
と
し
て
の
権
力
を
も
っ
て
、

こ
れ
よ
り
の
ち
完
全
に
廃
止
し
廃
棄
し
廃
絶
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
〔
本
制
定
法
令
は
〕
今
後
至
る
と
こ
ろ
で
い
よ
い
よ
忠
実
こ
の
上
な
く
義
務

と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
」
と
述
べ
て
、
同
法
典
の
排
他
的
通
用
力
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
第
一
法
典
は
、
第
二
・
第
三
法

典
と
多
少
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
公
布
勅
令
の
以
上
の
文
言
に
つ
い
て
〉
ロ

B
R
r
g
m
2
5
2
Q切の
-kr品

B
B
e
g
g
色町

n
S
S
F

匂

5
0
5
U
E
F
N
F
R
r
は
、
「
今
日
の
実
務
百
円
曲
阿
佐

y
a
w
g乙
は
:
:
:
各
選
定
侯
な
い
し
帝
国
の
等
族
が

?
l
マ
法
そ
の
他
の
帝
国
普
通
法
律
を
、

後
者
が
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
家
体
制

G
E
R
2
R
p
g
gも
に
関
す
る
事
柄
を
取
り
扱
う
の
で
な
く
、
私
法

9
5
t
己

E
V口同
m
o
H
Z
n
z
o
o急円
N
)

の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
自
ら
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
こ
れ
を
適
宜

P
R
r
の
E
σ
o
m
E
S
)
変
更
し
、
も
し
く
は
別
の
も
の
を
導
入
す

る
権
限
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
疑
問
視
し
な
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
『
刑
事
法
典
』
に
お
け
る
と
同
様
の
ラ
ン

ト
君
主
の
立
法
権
は
、
実
は
『
市
民
法
典
』
の
場
合
に
も
矢
張
り
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
〉
ロ

B
R
r
g
m
g
E
Z円
。
呂
田
(
U
-
H

・
N
・
聞
・
由
-

N
-
R
N
N

に
、
「
各
選
定
侯
な
い
し
帝
国
の
等
族
が
自
ら
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
格
別
の
配
慮
を
な
し
、
ユ
帝
法
か
ら
役
立
つ
も
の
を
抜
き
出
さ
し
め
で
は

ど
う
か
、
と
い
う
今
一
つ
の
提
案
は
:
:
:
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
:
:
:
し
か
し
、
一
七
四
九
年
に
日
の
目
を
見
た
プ
ロ

イ
セ
ン
王
国
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
法
典
は
、
:
:
:
こ
の
よ
う
な
企
て
が
実
現
可
能
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
我
が
国
も
新
し
い
『
市
民
法
典
』
・
『
刑
事

法
典
』
・
『
訴
訟
法
典
』
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
大
い
に
賞
讃
さ
る
べ
き
先
例
に
直
ち
に
し
た
が
っ
た
の
で
あ
る
:
:
:
」
と
い
う
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
た
の
冨
図
。
・
H

・
M
-

間
・
唱
は
、
ロ

l
マ
法
の
補
充
的
効
力
を
認
め
た
条
文
で
あ
っ
た
(
「
ロ

l
マ
法

は
、
は
じ
め
は
な
る
ほ
ど
ロ

l
マ
人
に
だ
け
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
後
は
他
の
国
々
、
こ
と
に
ド
イ
ツ
な
ら
び
に
本
ラ
ン
ト
(
バ
イ
エ
ル
ン

及
び
上
プ
フ
ア
ル
ツ
)
(
弓
吋

2
z
n
y
l
E
L
E
g
-
m
g
戸

g
e己
に
も
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
固
有
法
(
命
日
ロ

rag-ω
口
r
o
m
m
R
E
)
な
ど
が
十

分
に
規
定
し
て
い
な
い
事
案
で
は
、
う
ま
く

(2haMrr--S
ロロ《ご

E
己
主
百
戸
1
2
2〉
補
助
と
し
て

(
N
E

門
出
口
広
〉
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
」
)
。
こ
れ
に
対
し
て
『
刑
事
法
典
』
公
布
勅
令
は
な
る
ほ
ど
『
市
民
法
典
』
と
は
異
な
り
、
法
の
欠
飲
の
場
合
に
つ
い
て
も
法
典
外
の
法
源
の
適

ゲ
ハ
イ
マ
ー
ラ
ー
ト

用
を
認
め
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
枢
密
参
議
会
へ
の
報
告
を
義
務
付
け
た
上
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
衡
平
と
法
の
類
推
に
よ
っ
て
知
識
を
尽
し
良

ーさ;A
H冊
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中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説 (吟

心
に
し
た
が
っ
て
」
裁
判
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
一
法
典
と
第
二
・
第
三
法
典
は
、
一
見
し
た
ほ
ど
に
は
そ
の

法
律
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
何
れ
も
ラ
ン
ト
君
主
の
立
法
権
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
法

学
的
営
為
に
対
し
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
聞
か
れ
た
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
後
者
に
よ
る
法
体
系
の
継
続
的
発
展
を
予
想
し
か
っ
そ
れ
を
期
待
し
て
い

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
『
刑
事
法
典
』
の
法
源
論
の
独
自
性
は
法
律
と
し
て
の
基
本
的
性
格
の
相
違
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
刑
事
法
の
法
領
域
と

し
て
の
特
殊
性
に
鑑
み
た
立
法
技
術
の
所
産
と
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
付
一
一
一
四
頁
註
(
お
〉
の
ほ
か
、

差
・
当
。

-
E
B
F
-
g
n
y
F
5
5
丘三
E
r
E
回目
3
5
5
5
r同
の
め
】
言
語
含
凹

(uaz吉岡山印
(UHEE--∞
切
望
包
口

I
Cロ
ロ
日
記
口
ロ
a

nroロ]戸甲町∞・

ωω
・品己

-NO
『:

(
日
〉
司
巾
伊
丹
N

∞
ny
白
-
P
O
-
-
ω
・
5
R
:
因
み
に
、
コ
ッ
ク
ツ
ェ

l
イ
の
法
改
革
は
一
七
四
入
年
の
訴
訟
法
典
に
始
ま
り
、
民
事
法
の
一
部
を
公
表
し
た
と

こ
ろ
で
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
法
の
体
系
的
改
革
は
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
『
刑
事
法
典
』
(
一
七

五
一
年
)
を
も
っ
て
緒
に
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
刑
事
政
策
上
の
改
革
を
め
ぐ
る
本
格
的
な
議
論
は
ま
だ
な
い
。
『
百
科
全
書
』
派
の

刑
事
政
策
改
革
論
が
ド
イ
ツ
で
反
響
を
呼
ぶ
の
は
よ
う
や
く
世
紀
の
中
棄
を
過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
ベ
ッ
カ
リ
l
ア
〈
切
2
8ユ
乙
を
翻
訳
す
る

プ

ラ

(
一
七
七
八
年
〉
ホ
ム
メ
ル
(
訳
出
ユ
明
。
丘
広
告
仏
国

C550})
の
著
作
(
一
七
六
五
年
〉
な
ら
び
に
「
良
き
刑
事
立
法
の
完
全
で
詳
細
な
設
計
図
」
を

テ
1
7
と
し
た
ベ
ル
ン
の
懸
賞
ハ
一
七
七
七
年
)
を
機
に
、
無
数
の
法
律
草
案
や
個
別
論
文
や
近
代
的
刑
法
綱
要
が
公
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
刑
事
政
策
上
の
改
革
を
す
る
と
い
う
思
想
が
共
有
財
産
と
な
る
の
は
、
『
刑
事
法
典
』
制
定
後
一

O
年
か
ら
二

O
年
を
経
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。
〉
・
同
・

9.ω
・
H
2・一何
5
2
F
S《
佐
官
同
開
・
。

2
岳
山
口
『
件
。
仏

R
U
2
z
n
v
g
H川
目
白
『
広
三

mmog与
え
ア
〉

Z.ω
出
色

σ
Eロ《
H
Y
呂
E
S
S
E
-

Hh色目
MN日開

H∞坦∞
-zmnrιEnr
〉曲目。ロ

H曲目叶・

ωω-NH∞
F
F
N
N品・

ハ
ロ
)
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
『
市
民
法
典
』
は
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
と

?
i
マ
法

C
5
3
H
P
H
5
2
問
。
日
自
己
目
〉
を
い
っ
し
ょ
に
取
り
上
げ
、
双

方
の
有
用
な
素
材
を
、
筒
潔
に
ま
と
め
た
体
系
:
:
:
で
叙
述
し
よ
う
」
(
〉
ロ
ヨ
巾

H
E口問
g
邑
の
宮
切
の
-
H
・
M
-

間・由
-

N即時

-Nω
〉
と
し
て
信
仰
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
一
六
、
一
七
世
紀
の
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用
」
文
献
の
特
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
る

o
g
g
の
お
ロ

F

E
o
当

5
2
2宮
内
同
仏

2
m
g
o山口
S
F
n
r
z
E
E
仏
R
わ
え
日
宮
員
百
一

-
5
2抽
出

血

S
5
5
c
i
r・
5
u
出
色
白
去
の
。
吉
mg-
巧
白

-
5

5
5
0
-自
由
同
国
間
-Y
当日曲目。

E
n
r阻止

g
品
問
。
主
宮
門
戸

Cロ
ι
2
M
M
H
3
5
n
Z
1
5
5・
E
Z
E
E
o
z
F
F
S
E
E
S
F
P
2
5
2・
ω-

AFUHハ
F
E
T
H日間
-
H
Z
E
E
-
oロ
g
r
r円
E
n
r
o
H
ι
2
5昨日
D
E
-
g
H
N
2
Z
ω
-
S
H叶
・
ロ
ロ

L
H∞
-
r
r手
口
口
仏

O
F
Z
H
H
C
由。0
5
5
5
0
ω
(忌叶。
γ

ω・
凸
品
同
:
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説

(
日
)
し
た
が
っ
て
、
ロ

1
マ
法
の
補
充
的
効
力
を
規
定
し
た
の
呂
田
の
-
H
-
N
・
叩
・
∞
の
実
際
的
意
味
は
相
当
程
度
減
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、

ラ
ン
ト
内
局
地
法
律
は
ラ
ン
ト
の
法
律
に
優
先
す
る
と
い
う
原
則
は
、
ラ
ン
ト
君
主
に
よ
る
ラ
ン
ト
内
局
地
法
律
の
明
示
な
い
し
黙
示
の
承
認
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
存
在
が
明
ら
か
で
な
い
法
律
を
援
用
せ
ん
と
す
る
者
は
、
文
書
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
立
証
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
た
(
以

上
の
宮
貝
U
-
H
・
M
-

叩・

5
1
こ
の
結
果
、
〔
ロ
l
マ
〕
普
通
法
で
あ
れ
ラ
ン
ト
の
法
律
・
慣
習
法
で
あ
れ
ラ
ン
ト
内
局
地
法
で
あ
れ
、
「
国
法
(
ラ
ン
ト

法
)
典
」
以
外
の
法
源
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は

l
i理
論
上
は

1
1非
常
に
狭
く
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
法
源
の
補
充
的
効
力
関
係
の
連

鎖
と
い
う
普
通
法
的
法
源
論
を
維
持
し
な
が
ら
、
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
典
」
が
排
他
的
で
こ
そ
な
い
に
し
て
も
決
定
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至

っ
て
い
る
。
制
定
法
至
上
主
義
(
の

2
2
N
E宮
岳
芝
山
田
自
信
回
)
へ
の
傾
斜
を
持
つ
ヴ
ォ
ル
フ
合
言

2
2ロ
当
。
}
時
)
の
法
理
論
の
影
響
は
、
自
己
の
排

他
的
通
用
力
を
主
張
す
る
『
刑
事
法
典
』
の
み
な
ら
ず
、
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
典
」
全
体
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
場

合
、
そ
れ
は
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
に
見
る
よ
う
に
極
端
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
ハ
村
上
前
掲
書
一
五
二
|
一
五
三
頁
参
照
〉
。
彼

は
、
法
学
な
ら
び
に
裁
判
官
の
活
動
が
実
定
法
体
系
を
継
続
的
に
発
展
さ
せ
完
成
さ
せ
て
ゆ
く
可
能
性
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
期
待
し
て
い
る
。

但
し
、
そ
の
過
程
は
国
家
に
よ
っ
て
把
揮
さ
れ
制
禦
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
に
と
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
的
法
理
論
の
受
容
は
、

「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用
」
型
の
ロ
!
?
"
ド
イ
ツ
法
学
の
伝
統
と
の
訣
別
を
意
味
す
る
も
の
で
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
m--Fxany-

F

P

9
・
ω-Nご
-uω
芯
ロ
の
お
ロ
骨
・

ω
z
e
g
N
R
E
2口開
O
R
E
n
r広
島
ぬ
円
。

2
2
N間
四

σcロ
m
-
g
o
n
r
r
o
-
g
-
C問
者
回
目
戸
田
区
・
の

α
g
σ
O
H
m
s
g
-

ω・
8
・
前
註
(
叩
〉
も
参
照
の
事
。

(

U

)

本
稿
付
一
一
一
一
頁
、
一
二
八
頁
註

(
m
m
〉
参
照
。
バ
イ
エ
ル
ン
以
外
か
ら
来
て
い
る
学
生
に
対
し
て
は
従
来
通
り
の
普
通
教
育
を
続
け
て
も
良
い
、

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ン
ゴ
l
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
法
学
部
は
、
選
定
侯
の
こ
の
命
令
に
異
を
唱
え
た
。
内
国
人
も
バ
イ
エ
ル
ン
の
外
で
実
務
に
就
く

こ
と
が
あ
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
内
で
も
普
通
法
の
知
識
な
し
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
れ
ば
普
通
法
の
教
科
書
の
ほ
か
に
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)

典
」
を
購
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
に
過
大
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
の
が
反
対
の
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
選
定
侯
は
、
『
市
民
法
典
』
に
は
市
民
法
に
属
す
る
も
の
は
全
て
含
ま
れ
て
い
る
、
と
弁
明
し
た
。
し
か
し
、
い
か
に
ロ
l
マ
n
ド
イ
ツ
普
通
民
事
法

学
の
教
科
書
と
し
て
の
優
秀
性
を
誇
ろ
う
と
も
、
〔
普
通
〕
法
律
と
し
て
の
優
越
性
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
『
市
民
法
典
』
が
他
の
普
通
法

学
文
献
を
お
し
の
け
て
法
学
教
育
を
支
配
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
の
貫
徹
は
不
可
能
と
な
る
。
両
者
は
原
理
的
に
等
価
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
普
通
法
学
が
『
市
民
法
典
』
に
寄
せ
る
関
心
は
、
そ
の
内
容
が
ロ

l
マ
"
ド
イ
ツ
普
通
法
で
あ
っ
た
が
た
め
に
か
え
っ
て
小
さ
く
な
る
。
ク
ラ
イ

ト
マ
イ
ア
の
目
論
見
は
ま
さ
に
裏
目
に
出
て
、
イ
ン
ゴ

l
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
普
通
法
学
教
育
上
、
『
市
民
法
典
』
が
中
心
的
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
は
な

論
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(3) 

か
っ
た
。
そ
の
後
、
大
学
は
ラ
ン
ズ
フ
1
ト
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
へ
と
移
転
し
、
法
学
の
潮
流
も
合
理
論
的
普
通
法
学
(
テ
ィ
ボ
l
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
、
ゲ
ン
ナ
l
、
ク
リ
ュ
ル
問
B
E
M
P
Z同
開
込
己
、
帰
納
的
・
比
較
法
的
ド
イ
ツ
普
通
法
学
(
ミ
ッ
タ
1
7
イ
ア
l
〉
な
ら
び
に
歴
史
法
学
派
(
+

ヴ
ィ
ニ
l
、
ァ
イ
ヒ
ホ
ル
ン
、
ゥ
ン
タ

i
ホ
ル
ツ
ナ
l
同
俗
門
戸

d
ロ
g
p
o
-
8
0乙
、
構
成
法
学
ハ
ゲ
ル
バ
l
〉
な
ら
び
に
記
述
的
法
〔
史
〕
学
ハ
バ
ウ
ル
・

ゲ

ル

-

Y

Z

ス

テ

ロ
ー
ト
匂
白
丘
一
m
G
P、
〔
シ
ュ
ト
ッ
ベ
。
号
。

ω
Zゲ
宮
〕
〉
、
ド
イ
ツ
法
学
派
ハ
ベ

l
ゼ
ラ
l
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
〉
と
い
う
風
に
移
っ
て
い
っ
た
が
、
事
態

は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
を
通
じ
て
法
学
な
ら
び
に
法
学
教
育
上
、
『
市
民
法
典
』
に
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
が
考
え
た
よ
う
な
位
置
付
け
が
与
え
ら

れ
た
こ
と
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
地
に
お
い
で
さ
え
な
か
っ
た
。
タ
リ
ュ
ル
な
ど
に
と
っ
て
は
、
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用
」
の
伝
統
を
承
け
て
ロ

ー
マ
普
通
法
と
『
市
民
法
典
』
と
の
差
異

E
民
R
自
己
2
2『
目
的
〉
に
関
心
を
寄
せ
た
ヴ
ア
イ
ス
ハ
ウ
プ
ト
(
〉
含
B
巧
巴
各
国
国
宝
)
と
比
較
し
て
も
、

『
市
民
法
典
』
は
軽
い
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
時
と
と
も
に
『
市
民
法
典
』
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
は
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し

結
局
、
法
学
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
と
方
法
論
に
立
っ
て
、
〔
あ
る
べ
き
〕
ド
イ
ツ
法
を
講
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
『
市
民
法
典
』
が

一
つ
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
の
お
ロ
骨
・
円
v
a
z
V
E
H
E
-
-
-
8
0
5
∞S
R
F
n
E
C
i
r
-
ω
・
岳
民
:

ハ
日
〉
〔
い
玄
M
Wわ
-
H
・
M
-
m
-
T
「
自
由
な
諸
国
民
ハ
〈
α-rob
の
聞
で
黙
示
の
合
意
白

gi--w同
居
ロ
も
に
よ
っ
て
慣
行
ハ
の

$
5
5
5
と
な
っ
た
も
の

が
、
本
来
、
国
際
法
と
呼
ば
れ
る
L

。

ハ
日
山
)
村
上
前
掲
書
一
七
八
頁
。

ハ
ロ
〉
村
上
淳
一
「
『
良
き
旧
き
法
』
と
帝
国
国
制
白
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
一
|
二
三
九
七
四
年
)
一
|
四
頁
、
同
『
近
代
法
の
形
成
』
一
四

O
頁。

(
時
〉
前
掲
『
近
代
法
の
形
成
』
一
四
一
一
長
。

(

ω

)

前
掲
書
一
四

O
頁
、
本
稿
白
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
i
二
〈
一
九
八
三
年
〉
一

O
六
頁
参
照
。

(
却
〉
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
七
七

l
一
八
八
頁
、
同
『
法
学
協
会
雑
誌
』
八
|
二
六
頁
参
照
。

(
幻
〉
村
上
前
掲
書
一
八
八
頁
。

ハ
沼
)
前
掲
一
九
三
頁
註
(

8

)

。

(
お
)
前
掲
一
九
二
頁
註
(

6

)

参
照
。

(
何
日
)
前
掲
一
四
二

l
三
、
一
七
一

1
四
、
一
七
七

l
八
、
一
八
七
|
八
頁
、
村
上
前
掲
論
文
七
i
入
、
二
六

I
一
一
一
一
一
一
頁
。
ま
さ
に
こ
の
民
事
法
ハ
市
民

法
〉
な
い
し
私
法
の
政
、
治
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
教
授
は
、
ツ
ァ
イ
ラ

i
の
見
解
の
伝
統
的
・
身
分
制
的
性
格
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(お〉

ωミ
仲
間
口
予

ω百円。
g
ι
g
Z
E
C
∞2
5
5
-
R
r
g
m
o
n
y
Z
H
ハ
HEC〉
ω-NHR・
は
、
法
の
全
体
を
「
国
法

(ω同
S
E
E
n
y
C」
と
「
私
法

QHF・
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説

S
R
2
Z
)」
の
二
つ
に
分
け
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
は
国
家
の
活
動
と
個
々
人
の
活
動
と
を
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い

た
め
に
、
民
事
訴
訟
法
・
刑
事
訴
訟
法
を
そ
の
一
部
と
す
る
刑
事
法
が
「
閣
法
」
に
属
す
る
こ
と
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
て
、
「
国
法

(ω
広田
5
5
n
r
c
と
い
う
名
称
と
並
ん
で
、
公
法
(
由
民
g
E
n
y
g
m
o
n
y乙
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
名
称
を
用
い
て
、
民
事
訴
訟
〔
法
〕
と
刑
事
法
〈
少

し
前
で
サ
ヴ
ィ
ニ

i
は
、
刑
事
訴
訟
〔
法
〕
は
刑
事
法
の
一
部
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
|
|
筆
者
)
を
も
こ
れ
に
含
め
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
珍
ら

し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
目
的
に
適
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
で
は
以
下
、
こ
の
呼
び
名
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
」

3
・
N
3、
と
述
べ
る
。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
こ
こ
で
、
国
法

G
E田仲間
HonE)
を
公
法
官
民
g
岳口
r
s
H同
2
Z
)
と
呼
び
変
え
る
の
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
よ

う
に
、
フ

l
ゴ

1
(
の
g
同
雪
国
口
問
。
)
も
、
戸
各
与
口
岳
町

5
2
n
E
Z
2
2
n
r
g
わロ
g
E師
同
(
印
・
〉
ロ
出
・

5
口
)
叩
・
白
に
お
い
て
、
「
国
法
(
吉
田

ポ

リ

ス

吉
区
-ncB〉
な
い
し
公
法

E
H
C
X
H
M
S口
口
〉
、
有
名
な
著
述
家
た
ち
の
呼
び
方
で
は
政
治
的
(
国
家
〔
的
〕
)
法

E
S
X
3
E
S
E〉
(
こ
の
呼
称
は

そ
の
語
源
か
ら
す
れ
ば
〔
前
二
者
と
〕
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
人
著
述
家
は
余
り
用
い
な
い
〉
〔
は
〕
、
ド
イ
ツ
語
で
は
三

O
年
ほ
ど
前
か
ら
、

国
法

S
g
m
g河
合
}
る
と
い
う
ほ
か
、
公
法
〈
α向。ロユ山口
7
2
m
m
n
Z
)
〔
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
述
べ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
サ
ヴ
ィ
ニ

l
に
お
け
る
、

法
全
体
を
「
公
法
(
皇
g
壬
円
吉
田

F
n
F
ω
g仲間
B
n
Z〉
」
と
「
私
法

(
P
5
5
n
E
)」
と
に
分
類
す
る
智
嶋
一
昨
払
一
一
札
一
品
は
、
超
越
論
的
哲
学
な

ポ

リ

ス

い
し
形
而
上
学
を
基
礎
と
す
る
新
規
の
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
「
国
法
(
]
己
ω
宮

z
-
2
5
)」
H
「
公
法

E
S
X
同E
E
W
)」
H
「
政
治
的
(
国
家
〔
的
〕
〉

ポ

リ

ス

法

E
H
C
F
宮
E
E
E
O
)」
H
「
政
治
的
(
国
家
〔
的
〕
〉
法
〔
律
〕
(
宮
-
E
S二
白

S
〉
」
ハ
ホ
て
フ
ズ
出
口
ゲ
ゲ
E
)
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
伝
統
的
「
国
法

(
公
法
)
(
g
s
z岡山
o
n
Zと
と
の
連
続
は
、
そ
の
場
合
で
も
や
は
り
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
m-・
ω芯
口
。
担
問
ロ
b
F
d
Z吋
〈
0
2
5田町内
NC国間一
2

2
ロ
2
〈
R
唱。ロ門
E
D
m
仏
2
ω
-
M門担ロ庄司円目。
]
w
b
R
m
D円
-
r
r
g
H
N
R
Z
ロ
ロ
仏
司
氏
〈
同
可
R
E
E
F
B
関白ロ
o
E
2
2
n
r
oロ
回

2
0
r
y
5
u
同
ヨ
∞
件
。
曲
。
s-

B
2
R
F
問
。
己
主

N
d
司
丘
四
ゆ
同
門
〈
回
目
開
-
Y
ロ
2
z
n
z
p
g仏
2
5
F
S
Z
N
S
B
4同・

r
g
H
E
H
F
Dロ
色
。
口
問
。
ロ
四
百
E
E同
m
o
n
Z
2
0
H四円
o
w
r
g戸間

S

C
2
u白
色
同
呂
町
出
・
∞
OHZロ
ロ
・
叶
ロ
玄
口
問
。
ロ
呂
田
吋
"ωω
・
ω
H
F
F
ω
土
:

〈
部
)
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
八
七
|
八
頁
。

〈
幻
〉
前
掲
一
七
二
|
四
頁
、
村
上
『
法
学
協
会
雑
誌
』
二
八
|
九
頁
。

(
お
)
村
上
註
(
灯
)
所
掲
論
文
同
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九

O
i
一
一
(
一
九
七
三
年
)
四
九
|
五
二
頁
、
同
日
間
八

i
一
九
頁
、
同
『
近
代
法
の
形
成
』

七
O
l七
一
頁
。
ヵ
l
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
、
村
上
淳
一
訳
「
司
法
事
項
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
九

l
九
(
一
九
八
二
年
)
一
三

七
l
九
頁
。
但
し
、
村
上
教
授
は
他
の
論
著
に
お
い
て
は
両
事
項
(
事
件
〉
の
関
係
を
実
体
法
的
な
性
質
決
定
の
問
題
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
に
し
た
が
っ
て
、
〔
実
体
法
と
訴
訟
法
と
い
う
よ
う
に
〕
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
概
念
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

5命
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(3) 

(m〉
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
(
村
上
訳
)
前
掲
講
演
一
四
一
頁
。
沼
恒
立
百
回
E
E口問。
F
C
Fロ
岳
n
r
g
H
N
R
E
ロ
E
H
V
H
Z印
可

o
n
z・
2
E
E
3
5
2
ω
-
5

5
《
同
町

g
z
-
0
5ロ
ι
o
H
C
E
2
2
Z
E
E口問・

ω
Z
2岡田
F

図。円
-
F
同
α-ロ
ロ
・
富
田
町

S
S
E
-
ω
-
N虫
:
塩
野
宏
「
(
紹
介
)
マ
ル
テ
ィ
ン
・
プ
リ
ン

ガ

I

『
公
法
と
私
法
』
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
八
六
|
七
三
九
六
九
年
)
三
二
頁
参
照
。

(
ぬ
)
一
五
三
九
年
、
オ
ル
デ
ン
ド
ル
プ

(
r
Eロロ
2
。
三
自
仏
2
も
は
、
「
政
治
の
法
学
化
(
〈
2
5
n
y乙
r
r
E口問

LEHvo--zmnrg)」
と
い
う
状
況

の
中
で
、
国
家
や
自
治
体
の
指
導
に
当
た
る
者
を
育
成
す
る
た
め
に
も
、
法
学
教
育
の
中
で
「
公
的
・
私
的
な
市
民
法
上
の
事
柄
。
2
円

U
E
-
S
E
E

-冨

E
5
5
Z
B
H
V円
2
2
8
)」
を
同
等
の
比
重
で
平
易
に
取
り
上
げ
る
必
要
を
説
い
た
。
一
六
世
紀
の
後
半
、
ヴ
ィ
ゲ
i
ワ
ウ
ス

(
Z
E
L
E
5
5
m
o
-
-
5
)

は、

?
l
マ
法
を
素
材
に
し
て
、
最
初
の
「
国
法
ハ
公
法
〉
論
」
を
纏
め
た
。
ド
ネ
ル
ス
(
出
口
問
C
U
O
D己
一
己
目
)
の
場
合
に
も
、
「
国
法
(
公
法
〉
」
は
、

「
市
民
法
」
と
な
ら
ぶ
〔
小
さ
い
け
れ
ど
も
〕
一
つ
の
学
科
に
成
長
し
て
き
て
い
る
。
一
七
世
紀
の
前
半
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
の
宗
教
対
立
が
背

景
と
な
っ
て
、
皇
帝
(
国
王
)
権
力
の
絶
対
性
の
如
何
が
大
い
に
議
論
さ
れ
、
「
国
法
(
公
法
〉
」
は
強
い
政
治
性
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し

そ
れ
は
、
「
国
法
(
公
法
ど
と
「
私
法
」
と
の
区
別
そ
れ
自
体
が
政
治
的
意
味
を
持
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
八
世
紀
に
は
「
国
法
〈
公
法
ど

の
基
本
的
性
格
も
定
ま
っ
て
、
当
初
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
政
治
性
も
弱
ま
り
、
「
国
法
(
公
法
ご
と
「
私
法
」
の
区
別
は
、
純
粋
に
講
学
上
の
伝
統
的

分
類
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
〈
巴
・
回
己
-5m巾
ア
国
・
目
・
。
・
・

ωω
・
5
i
u
o
一
。
国
間
口
合
・

ω同】
g
n
Z
2
5巳

=
O
R
g
E
n
y
g
m
m
n
Z
E
E

H》円
一
〈
白

26nrて
Jω
・
印

N-

(引札〉

ωE-ZD四
opm-
回・

0
・
ωω-H∞
F
N∞
・
塩
野
前
掲
。

(
辺
)
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ

g
g
g丘一
E
r
E
O円
。
は
、
本
来
、
国
家
的
共
同
生
活
の
条
件
か
ら
自
律
的
な
法
関
係
と
、
国
家
公
g
Z回
丘
三
口
乙
に

特
有
の
法
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
理
性
の
一
般
的
諸
原
則
か
ら
導
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
一
般
私
法
と
一
般
国
法
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

も
の
を
築
き
上
げ
て
い
た
。
だ
が
彼
は
、
「
国
法
(
公
法
)
」
と
「
私
法
」
を
概
念
的
に
区
別
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
法
律
を
こ
の
二
つ
に
分

類
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
み
な
ら
ず
、
ベ

1
7
1
C
g
z
m
民
自
三
口
四
回
C
O
V
5
2
)
・
ト
マ
ジ
ウ
ス

((VY江
氏
宮
ロ
吋
rc'

S
2
2乙
・
ヴ
ォ
ル
フ
・
ダ
ル
イ
Z

ス
(
』
O
R
E
s
c
g『
向
。
日
』
2
)
・
ネ
ッ
テ
ル
プ
ラ
ッ
ト

(
U
S
F
m
-
2
2件
。
手
一
色
丹
)
に
も
、
「
国
法
ハ
公
法
〉
」
・

「
私
法
」
の
範
鴎
論
的
二
分
法
は
見
出
さ
れ
な
い
。
切
己
ロ
ロ
問
。
F
同-同・

0
・u
ω
-
S
R
-
一
の
お
ロ
bp
目・同・。・・

ω-uch・-

〈
お
〉
塩
野
前
掲
三
三
頁
以
下
参
照
。

(
川
品
)
村
上
前
掲
論
文
同
三
一

l
六
頁
参
照
。
「
も
っ
と
も
、
意
思
の
支
配
領
域
の
み
を
既
得
権
と
し
て
保
護
す
べ
き
も
の
と
し
・
:
:
・
、
一
般
に
権
利
を

『
意
思
の
力
』
と
し
て
定
義
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ

l
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
定
義
は
意
思
の
抽
象
性
に
お
い
て
経
済
社
会
の
自
律
性
を
指
向
す
る
の
み
な
ら
ず
、
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支
配
な
い
し
力
の
要
素
に
よ
っ
て
、
自
権
者
の
自
力
に
よ
り
担
保
さ
れ
た
前
国
家
的
権
利
と
い
う
観
念
:
:
:
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」

ハ
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
九
三
頁
註

(
9
》
し
、
〔
私
〕
法
秩
序
の
「
自
律
性
は
、
完
全
に
脱
倫
理
的
な
経
済
社
会
の
予
定
調
和
的
自
律
性
で
は
な

く
、
一
種
の
倫
理
的
な
自
律
性
で
あ
っ
た
」
(
同
「
倫
理
的
自
律
と
し
て
の
私
的
自
治
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
七
七
三
九
八

O
年
)
一
一
一
頁
〉
。

「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
あ
っ
て
は
、
法
は
や
は
り
『
各
個
人
の
意
思
に
内
在
す
る
倫
理
の
カ
の
自
由
な
展
開
を
保
障
』
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
反
倫
理

的
な
経
済
活
動
の
展
開
は
、
可
能
で
は
あ
る
が
、
本
来
法
が
欲
す
る
'
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
脱
倫
理
的
と
さ
れ
る
財
産
法
は
、
あ
く

ま
で
も
倫
理
的
秩
序
が
主
体
的
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
そ
の
可
能
性
を
保
障
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
す
ぐ
れ
て
倫
理
的

な
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」
(
一
一
一
ニ
頁
)
。
一
九
世
紀
中
葉
に
な
っ
て
も
な
お
、
イ
ェ

1
リ
ン
グ
は
「
や
は
り
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ー
に
も
と
づ
く
倫
理

的
秩
序
の
形
成
を
構
想
」
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
『
私
的
自
治
』
の
担
い
手
と
し
て
予
定
」
さ
れ
て
い
た
の
は
「
依
然
と
し
て
『
家
父
長
的
小
家
族
』

の
:
:
:
家
長
」
で
あ
っ
た
。
「
支
配
者
た
る
家
長
の
倫
理
的
自
己
抑
制
を
介
し
て
、
『
私
的
自
己
』
そ
の
も
の
に
倫
理
的
色
彩
」
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
ご
二
二
|
一
一
一
頁
)
。

〈
お
〉
本
稿
付
一
七
四

l
一
七
五
、
一
八
七
頁
。

(
部
)
境
野
前
掲
三
二
頁
。
∞
己
]
山
口
mop
白・白・

0
・・

ω・
8
・

(
幻
〉
本
稿
付
一
七
九
|
一
八

O
頁。

(
謁
〉
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
(
村
上
訳
)
前
掲
講
演
一
一
一
七

l
一一一一

O
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
、
ロ
ス
ト
ッ
ク
市
と
メ
ク
レ
ン
プ
ル
ク
太
公
と
の
間
で
争
わ
れ
た
事
案

〈
請
求
棄
却
〉
を
見
よ
二
方
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
事
例
(
ラ
ン
ト
君
主
敗
訴
)
に
つ
い
て
は
、
村
上
註
(
お
)
所
掲
論
文
三
六
|
四
九
頁
参
照
。

(
ぬ
)
〈
也

-mo日
開
。
同
担
当
R
F
国
広
吉
岡
山
田
円
}
再
開
三
宅
HnEロロ何回口同回目。ロ仏
2
ロ白区
N
O
E
w
r
oロ
の
め
明
白
円
N
2
5
n
r
F
E
H
問
。
山
口
『
由
同
件
関
g
o
-
-
2
r
(関門的問
-
Y

g
E
F
2
2
5
w品目
S
L
2
g
a
2
5ロ
巧
σ
ダ

ωHCH仲間百三

5
3・
ω・M
M
∞
・
そ
こ
で
は
こ
の
対
比
を
一
七
世
紀
中
葉
の
も
の
と
し
て
い
る
が
(
村
上

『
近
代
法
の
形
成
』
一
四
五
頁
註
(
江
川
)
参
照
〉
、
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
オ
ル
デ
ン
ド
ル
プ
が
一
五
三

O
年
に
著
し
た
『
都
市
と
ラ
ン
ト
の
良
き
ポ
リ

ッ
プ
イ
と
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
考
察
(
〈
E
H包
E
a
g仏
0・
耳
0
5
2
開
Z
E
E
-
X
5
5円
円
。
丘
四
ロ
ロ
ロ
開
P
M
Bロ

g
a
g
s仏

F
E
g
o
p
c
-含
ロ
ヨ
αmro〉
』
で
あ
る
。
〈
m
-
-
E
E凹
呂
田
-
o
p
U
5
m
-
Z
B
母ロ仲間
n
r
m
ω
g白仲間
l

己
昆
〈
R
司
包
苫
ロ
m∞
-
o
r
p
N
-
〉
ロ
出
・
・
呂
田
R
Y
g

]戸由∞
0
・
ωω
・H
]
戸口・]{()出町ロロロ・由也・

(
川
制
)
本
稿
ハ
円
一
七

O
、
一
七
二

l
四、

(

4

)

同
一
八
四
頁
参
照
。

説論
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七
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頁
。



(3) 

ハ
州
出
〉
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
法
律
」
と
「
布
令
」
と
の
厳
格
な
区
別
に
つ
い
て
は
、
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
七
九
頁
。

ハ
必
)
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
(
村
上
訳
〉
前
掲
講
演
一
一
一
一
九
、
一
四
二
頁
。

ハ
川
相
)
ブ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ル

y
、
世
良
晃
志
郎
訳
『
中
世
の
法
と
閣
制
』
ハ
一
九
」
一
ハ
八
年
)
入
二
頁
参
照
。

(
必
)
清
宮
四
郎
『
憲
法
I
|
1統
治
の
機
構
l
l〔
第
三
版
〕
』
(
一
九
七
九
年
)
九
頁
参
照
。

(
必
)
こ
の
オ
ッ
ト

I
・
マ
イ
ヤ
l

(
。
=
。
冨
恒
吉
岡
)
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
村
上
註
(
口
〉
所
掲
論
文
三
六
|
八
頁
参
照
。

ハ
幻
)
同
三
人
|
四

O
頁
。
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
ハ
村
上
訳
)
前
掲
講
演
一
四
三

l
四
頁
参
照
。

(
必
)
本
稿
付
八
九
|
九

O
、
一
三
四

l
五
頁
。

(
必
〉
〈
也
・
対
日
}
m
g
g
n
r
oロ・

0
2
z
n
Z
問
。
ロ
宮
周
m
g
n
r
r
r件
。
凶
(
む
8
1
5
8
Y
問。山口
Z
F
σ
巴
同
日
u
r
Eぬ
巴
司
、

ω
-
N
S
R
-

(
回
〉
註
(
日
)
参
照
。

(
日
〉
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
(
村
上
訳
〉
前
掲
講
演
一
四

O
頁。

(
臼
)
村
上
前
掲
論
文
四

i
七
頁
、
同
『
近
代
法
の
形
成
』
一
四
一
|
三
頁
。

(
臼
〉
本
稿
付
第
二
章
小
結
参
照
。
〈
包
・
回
E
Z
-
a
R
L・田・。・・

ω・
ω
N
B
X
ヲ
忌
ロ
・
戸
田
・

(
臼
〉
本
稿
ハ
円
一
九
二
頁
。
〈
加
]
・
〉
ロ
B
2
r
g悶
g
c
Z
H
(
U
Z切
り
・
〈
C耳
目
仏

m
h・
園
町
H-H
「
教
会
法
(
百
円
n
r
g
H
2
z
a
R
』
ロ
曲
。
2
8
-
2
5〉
:
:
:

は
、
そ
れ
と
市
民
法

C
g
c
i
z
)
と
の
聞
の
非
常
に
大
き
な
結
び
つ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
を
異
に
し
て
い
る
た
め

Q
B宮
2
e
=
a
-
-

Z
Z
E
Cゲ』
2
5、
常
に
、
後
者
か
ら
区
別
さ
れ
た
(
宮
司
日
目
立
〉
全
く
別
の
学
科

(
u
z
fロ
ロ
〉
と
考
え
ら
れ
て
き
た
・
・
:
。
い
ま
述
べ
た
状
況
は
国
際

法
な
ら
び
に
一
般
国
法
ハ
公
法
)
な
い
し
門
個
別
〕
国
家
の
国
法
〈
公
法
〉

C
g
C
O
Z
E
B
2
H
Mロゲロ
E
S
E
-
S
H
E
r
d
s
-
c
i
g己
ω

)

に
つ
い
て

も
同
じ
で
あ
る
:
:
:
。
(
改
行
)
シ
ュ
マ
ウ
ス

C
c
Eロロ

F
g
σ
ω
岳
B
E
S
の
『
国
法
ハ
公
法
)
大
全
』
台
。
G
g
〔
nos-出
E
E自
己
同
日
日
間
℃
5
・

znU
の
序
文
で
既
に
指
摘
さ
れ
て

(HOSR占
EFHC
い
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
混
合
的
素
材
(
沼
S
R
E
m
B
W
E
m〉
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
は
国

法
ハ
公
法
〉

C
g
吉
区
一
2
5〉
に
、
ま
た
別
の
一
部
は
市
民
私
法
ハ
ロ
ロ
白
〕
司
吾
長
c
s
c
i
r〉
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
幅

(-FE向忠仲山

ヨ

T
eテ
ツ
タ
ス

あ
っ
て
、
数
学
上
の
点
(
司
5
2
E
S
富
三
宮
E
S
-
2
5
)
の
よ
う
に
分
別
し
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
『
法
典
』
自
体
が
そ
う
し
て
い

る
よ
う
に
、
本
『
註
釈
(
〉

5
2
m
z
c
s
m
)』
で
狩
猟
法
・
森
林
法
・
ビ

I
ル
醸
造
権
の
素
材
や
混
合
法

C
E
E
R
Z
E
)
に
属
す
る
そ
の
他
の
も
の

を
論
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
何
人
と
の
間
で
も
境
界
争
い
の
起
こ
る
気
遣
い
は
な
い
。
〔
私
は
〕
:
:
:
同
じ
理
由
で
、
屡
々
引
用
し
た
第
二
章
の
第
七
条

で
前
提
に
し
た
一
般
原
則

QHEn-玄白

m
g
m
g
-仲
間
)
に
し
た
が
っ
て
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
開
発
さ
れ
始
め
た
も
の
で
は
あ
る
が
法
に
傍
わ
る

北法34(6・19)969 
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説

。。
n
Z
R
E
F
5ロ
)
法
律
家

c
z
z
?の
o
g
c
-
Z凹
)
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
君
主
た
ち
の
明
確
な
私
法

C
g
F
E
n
-吉
宮
司
ユ
g
z
g
m
o
c
巳

E
2
5
)

(
い
わ
ゆ
る
宮
古
門

g
有
吉
見
円
。
円
宮
l
t
l筆
者
〉
を
も
、
時
崎
蹴
附
す
る
こ
と
な
く
本
註
釈
に
取
り
込
む
こ
と
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
、
こ
れ
を
私
法
学

に
(
包
同
ロ
ユ
名
門
E
O
Z
E
E
-
v号、伊丹
E
ヨ
)
、
そ
の
他
の
も
の
を
公
法
学
に
〈
邑
ヲ
』
Z
W白
B
)
付
属
さ
せ
て
論
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
。

(日〉

(
U

富∞(リ・
H

・
M
・
忽
・
出
口
・
叶
・

(
邸
)
註
ハ
泣
)
参
照
。

論

第
一
節

私
人
の
行
為
規
範
の
体
系
と
し
て
の
「
私
法
」

ヨ
ー
デ
ア
タ
ス

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
三
つ
の
『
法
典
』
は
、
「
国
法
。
フ
ン
ト
法
)
」

l
ー
も
し
く
は
そ
の
「
私
法
」
部
分
を
法
典
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

ヲ
リ
l
デ

ハ

1
)

中
世
後
期
の
「
ラ
ン
ト
法
」
は
、
「
裁
判
〔
所
〕
の
書
」
と
で
も
称
す
べ
き
性
格
を
持
っ
た
太
公
の
平
和
立
法
と
し
て
客
観
化
さ
れ
て
い
た
。

近
世
初
頭
に
「
公
共
有
益
」
に
よ
る
新
し
い
基
礎
付
け
を
与
え
ら
れ
た
「
ラ
ン
ト
民
は
、
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
法
律
」
と
し
て
の
ラ
ン
ト
条
例

法
秩
序
が
拡
充
・
整
備
さ
れ
た
一
七
札
舵
、
刑
事
法
・
訴
訟
法
・
民
重
夫
体
法
(
市
民
法
)
に
組
織
さ
れ
て
、
体
系
的
に
分
離
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

一
方
で
、
法
目
権
利
の
二
重
概
念
が
実
体
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
民
事
実
体
法
ハ
市
民
法
〉

ハ
5
〉

に
限
っ
て
「
ラ
ン
ト
法

(HNRE〉
」
の
語
を
充
て
る
用
語
法
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
「
ラ
ン
ト
法
」
の
「
法
令
」
・

(

6

)

 

「
条
令
」
・
「
法
命
令
」
的
性
格
に
否
定
も
し
く
は
変
更
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
大
選
定
侯
の
法

「

7

)

(

8

〉

典
や
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
の
立
法
経
過
か
ら
も
十
分
う
か
が
わ
れ
る
が
、
更
に
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
三
条
は
、
次
の
様
に

宣
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
く
、

「法

2
g
m
m
n
r
c
と
は
多
様
な
意
味
を
持
っ
た
言
葉
で
あ
る
が
、

こ
こ
〈
本
法
典
)
で
は
、
法
律

北法34(6・20)970 



(の

g
皆
目
)
の
こ
と
を
言
う
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
最
高
善
宮
田
宮
白
色
ロ
刊
回
2
8
)
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
臣
民

(
C
E
R吾
g)

に
向
け
て
規
定
し
た
上
級
支
配
者
の
命
令
(
。
宮
岳

R
H
R
E
E
-
n
r
g
の
与
♀
乙
で
あ
る
」
。

オ

ー

バ

ー

へ

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
上
級
支
配
者
の
命
令
と
は
、

(3) 

一
国
の
君
主
〈

m
m
m
g乙
・
最
上
位
者
(
。

z
g円
四
円
〉
が
、

νガ
1
リ
ア

る
資
格
(
。
宮
岳
民
同
Znrgx)
と
こ
れ
に
付
随
す
る
立
法
高
権

C
E
ω
己
官
即
日
E
M
F
m
m
E由
吉
江
戸
回
目
〉
に
基
づ
い
て
発
す
る
も
の
」
の
こ

イ

ム

ペ

リ

ウ

ム

ヲ

イ

ヒ

ス

ホ

!

と
で
あ
る
。
「
位
階

(
m
g
m
g仏
巧
ロ
丘
四
)
が
最
高
で
あ
る

(ω
毛
巾
門
広
岡
山
仲
間
乙
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
命
令
権
と
い
う
優
越
性
(
帝
国
高

ハ
イ
ト
権
)

(

ω

石
2-o巳丹回目
H
B目
指
巴
む
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
律
の
名
宛
人
は
臣
民
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
同
格
者
は
同
格
者

イ

ム

ベ

リ

ウ

ム

ハ

9
V

に
対
し
て
命
令
権
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る

Q
R
E
宮

!
8
5
8
-
g
ロ
Oロ
『
白

σ色
町
ロ
官
一
氏
日
出
)
」
。

ν
ユ
テ

Y
Jア

選
定
侯
や
帝
国
等
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
領
国
(
戸
自
営
乙
を
も
っ
て
「
一
つ
の
個
別
国
家

P
E
g
g
sロ

rzロ
ω冨
同
デ

O仏
2

〈

間

山

)

ホ

1
ハ

イ

ト

オ

ー

バ

ー

ヘ

ル

円
四
日
間
)
ロ
宮
山
口
同
日
〉
を
築
き
上
げ
て
い
る
」
。
な
る
ほ
ど
そ
の
「
ラ
ン
ト
高
権
(
戸

E
r
r
o
r
a
c
な
い
し
上
級
支
配
者
た
る
資
格
(
。

σ
2・

r
R岳口
r
z
x
)
は
、
〔
一
般
〕
国
法
論
で
(
山
口
百
円
四
百

E
n
o
)
叙
述
さ
れ
た
君
主
権
(
云
伊
』

g
g乙
な
い
し
最
高
権
力
台

α
n
z
z
の冊目

ジ
品
テ
ゾ
デ

蓋
し
帝
国
等
族
は
、

そ
の
上
級
支
配
者
た
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者
色
。
に
:
:
:
完
全
に
匹
敵
す
る
も
の
で
は
な
い
。

絶
対
的
に
で
は
な
く
場
合
を
限
つ
て
の
み

p
r
Z
白
σ
S
E
E
-

由
。
ロ
円
回
目
円
ロ
ロ
ロ
同
同
叩
凹
℃
叩
口
同
町
四
)
、
す
な
わ
ち
そ
の
臣
民
と
外
国
に
対
し
て
は
主
権
者
で
あ
り

(ωoロ
4
m
g吉
田
)
独
立
で
あ
る
が
、
皇
帝
と
帝
国

に
対
し
て
は

C
Z
E
E
-
B匂
2
三
2
2
h
w
即
日
吉
岡
山
じ
そ
う
で
は
な
い
。
彼
ら
は
皇
帝
と
帝
国
を
自
己
の
首
長
(
。

Z
F
2
1〉
と
認
め
、

ハロ〉

帝
国
の
最
高
裁
判
所
を
そ
こ
に
係
属
す
る
事
件
に
つ
い
て
自
己
の
裁
判
官
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
し
た
が
っ
て
、
真
の

マ

イ

Z

ス

テ

ー

ト

ヲ

γ
デ
ス
ホ

l
ハ
イ
ト

君
主
権

Q
E古
田
冨
田

4mg)
は
持
た
な
い
。
し
か
し
君
主
権
類
似
の

Q
E
Z色
白
)
権
利
を
有
し
、
こ
れ
を
領
邦
高
権
と
言
う

(
g
z。
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君
主
が
臣
民
と
外
国
に
対
し
て
(
由
。
者
。

E
5
4
R吉
田
己
ゲ
円
E
o
E自
己
∞

mun・

5
5
2
B
)
自
然
法
・
国
際
法
上
常
に
有
す
る
全
て
〔
の
権
利
〕
を
、
自
己
の
領
邦
に
お
い
て

(
Z
F
E
B
芯同

HXO己
O)、
帝
国
の
法
律
な

シ
ユ
テ
ゾ
ぜ
デ

ら
び
に
自
己
の
ラ
ン
ト
等
族
と
締
結
し
た
有
効
な
契
約
と
慣
習

(
o
r
8
2
8
N
)
に
反
し
な
い
限
り
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
:
:
:
〔
帝

明戸岡田
V

町
民
O
丘一行向協同巾円同日件。同日同ロ国一)。

」
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、



説

岡
山
V

Z

テ

ソ

デ

ホ

1
品
目
イ
ト

国
〕
等
族
の
こ
の
高
権

(ω
吾
2
山O
H
X
白
白
血
曲

g
a
r
g
y
-
-
:自
己
の
権
利
と
名
(
権
原
)
に
お
い
て

C
ロ

zhw
ロ。
5
5叩
官
喜
氏
。
)
、
但

し
帝
国
と
ラ
ン
ト
の
憲
法
(
国
制
〉
(
何
冊
目
n
Z
1
5仏

Fsrg民同岡田
E
m
)
に
則
っ
て
行
使
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
は
、

(

日

〉

ヲ

γ
デ
ス
ホ

l
ハ

イ

ト

オ

ー

バ

ー

ヘ

ル

リ

フ

ヒ

カ

イ

ト

選
定
侯
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
領
邦
高
権
と
い
う
上
級
支
配
者
た
る
資
格
を
有
し
て
い
た
。

ラ
ソ
デ
ス
ホ

l
ハ
イ
ト

領
邦
高
権
が
そ
れ
と
の
類
似
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
君
主
権
に
つ
い
て
は
、
「
国
家
の
公
共
の
最
高
蓄
を
指
導
し
整
え
る
、
君
主
(
何
冊
・

至
高
の
命
令
権

3
5
5民ロ
H
S
M
M
m
ユ
ロ
日
)
・
国
家
最
高
の
権
能
(
田
喜
同
町
田
白

論

m
m
E
)
も
し
く
は
国
家
の
首
長
の
権
利
」
と
説
明
さ
れ
る
。

普
通
、
君
主
権
(
虫
色

g
s乙
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
を

な
す
も
の
は
、
「
独
立
性

Q
ロ
L30HMLmロN
C
ロ
L
C
D同
rrm山口
mw-ax)
な
い
し
主
権
性
〈
ω。
口
語
円
曲
目
巳

S
C」
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア

ν

ガ

1

9

ア

マ

イ

品

ス

テ

ー

の
場
合
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
君
主
権
か
ら
個
々
の
支
配
権
が
導
き
出
さ
れ
て
は
い
な
い
点
で
あ
る
。
「
国
主
留
保
権
な
い
し
君
主
の

権
利
(
吋
巾
m

窓口同

4mご
Z
5
5
3
2仲良一
g
)」
と
呼
ば
れ
る
具
体
的
支
配
権
は
、
君
主
権
自
体
を
基
礎
付
け
て
い
る
目
的
合
口
町

4
0
-
2。
吉
印

吉
岡
冊
目
V

ロゲロ

2
3
5印
件
白
血
)
と
呼
ば
れ
る
が
、

戴
冠
し
た
首
長
の
場
合
に
は
、

2
5
B
2
3
8白
神
丘
町
田
)
た
る
「
公
共
の
福
祉

(mmgm-5
当
岳
民
与
え
と
か
ら
流
出
す
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
「
君
主
は
国
家

の
首
長
公
昌
三

E
f
c
E
g
m
)
と
し
て
こ
の
目
的
を
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
し
て
(
由
民
包

-
O
P
E
-
w
Z
耳
目
印
回
目
)
達
成
す
る
責
務
を
負

っ
て
い
る
か
ら
、

目
的
へ
の
権
利
は
手
段
へ
の
権
利
を
与
え
る
と
い
う
規
則
に
よ
っ
て
守

2
5
m
z
r
p
吉
田
包

E
O
B
E二
日

包

d
y

イ
忌
ス
テ
ー
ト

ν

M

l

リ

そ
の
手
に
帰
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
君
主
権
と
君
主
の
支
配

自
民
目
白
)
」
「
公
共
の
福
祉
:
:
:
を
保
持
す
る
手
段
」
た
る
こ
れ
ら
の
支
配
権
は
、

ア

マ

イ

品

ス

テ

ー

ト

ス

グ

品

ν
ユ
テ

l
ト

権
と
は
結
局
は
結
び
つ
く
の
だ
が
、
君
主
権
(
も
し
く
は
主
権
〉
が
そ
れ
自
体
と
し
て
支
配
権
能
を
内
包
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む

円
日
出

)

ν

ガ

1

リ

ア

し
ろ
こ
れ
を
取
得
す
る
た
め
の
権
利
能
力
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
支
配
権
は
、
そ
の
存
立
根
拠
を
直
接
「
公
共
の

福
祉
」
の
中
に
持
つ
の
で
あ
る
。
ピ

l
ル
醸
造
権

C
E
F
E
S色
町
)
・
狩
猟
権

C
5
4
8
8円
四
む
・
塩
専
売
権

C
5
8ロ
E
2
5〉
な
ど

ν

d

n

I

P

ア

は
、
臣
民
の
明
示
な
い
し
黙
示
の
同
意
に
よ
っ
て

(
g口出
g
E
官
官
ロ

o与
話
回
目

0
4叩
ご
即
応
吉
岡
旦

4
E
4
0〉
国
王
留
保
権
と
さ
れ
て
は
い

司
-
:
ス
・
プ
リ
グ
ア
ト

l
ル
ム

る
も
の
の
、
「
公
共
の
福
祉
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
私
人
の
権
利
と
区
別
す
る
と
い
う
だ
け
の
消
極
的
な
意
味
で
ハ
古

北法34(6・22)972 



回
2
2
4白
5
0
片岡回目
VHOMMZO
白色品目的昨日ロロ巴
O
ロ
由
自
由
民

0
2
5
吉
岡
山
百
回
官
-
S
E
E
S〉
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、

ハ
叩
四
〉

れ
る
。

と
し
て
区
別
さ

ν
ガ

t

p

ア

こ
の
厳
密
な
意
味
で
の
「
君
主
の
権
利
」
の
筆
頭
に
位
す
る
重
要
な
も
の
が
立
法
権
(
古
田

F
m広
三
2
2
5
)
と
さ
れ
る
。
「
立
法
権
に
よ

っ
て
(
己
吉
江
田

F
m
U
F
Z忌
)
、
君
主
は
、
司
法

C
C間同
即
時

N
l
)

事
項
に
お
い
て
も
ポ
リ
ツ
ァ
イ
(
同
点
】
ロ
ロ
ミ
i
)

・
財
務
(
の
由
同
S
E
-
-
)
・
通

(3) 

商

(
(
V
O
B
B
m
宮
町
四
ロ
)
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
国
家
の
利
益
の
た
め
に
(
官
。

σ
oロ。

z
e
g
g
-
g
m
)
自
ら
新
し
い
法
律
を
作
る
こ
と
が

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

で
き
る
の
み
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

1
7
法
の
よ
う
に
、
外
国
の
法
律
を
そ
の
ラ
ン
ト
に
導
入
す
る
こ
と
も
、
既
存
の
法
を
宣

る言
のし
でた
あ(り
る8公
h 定
〆「
阻
ロ
~ 
m 
ロ.... 
口
由、J
解
釈
を
下
し
た

り

拡
大
・
限
定
し
た
り
、
時
と
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
廃
止
・
撤
廃
す
る
こ
と
も
で
き

N
V

畠

テ

ン

デ

ラ

ソ

ト

ラ

γ
デ
ス
ホ

i
ハ
イ
ト
マ
イ
エ
ス
テ
ー
ト

こ
れ
と
同
様
の
「
立
法
権
を
帝
国
等
族
が
そ
の
領
邦
内
で

(
E
8
2
2同
窓
口
町
O
ユ
。
)
行
使
で
き
る
」
こ
と
は
、
領
邦
高
権
と
君
主
権

グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
に
は
自
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
伝
統
と
帝
国
法
律
(
出

2
r
o
B
g
mロ
ロ
ロ
仏
何
冊
目
'

ヲ
イ
ヒ
ス
カ
ム
マ

1
ゲ

リ

ヒ

ト

ラ

イ

ヒ

ス

ホ

I

フ

ヲ

l

b

n
V
回国民
N
g
m
m己
中
に
も
根
拠
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
蓋
し
〔
帝
室
裁
判
所
令
と
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
令
と
い
う
〕
法
律
は
、
帝
国
の
最

高
裁
判
所
に
対
し
て
、
ラ
ン
ト
の
条
例
法
律
ハ
戸
田
昆
曲
目
仲
田
Z
S
)
を
、
ラ
ン
ト
か
ら
移
管
さ
れ
た
事
件
の
裁
判
の
際
の
規
範
で
あ
る
〈
官
。

シ
ユ
テ

γ
デ

ロ

0
5乙
、
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
皇
帝
の
認
可
も
:
:
:
ラ
ン
ト
等
族
の
同
意
も
必
要
で
は
な
い
。
後
者
が
こ
れ
に
つ
い
て
諮
問
さ
れ

と
の
類
似
性
か
ら
し
て
、

る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
助
言
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

不
可
欠
だ
か
ら
、

と
い
う
の
で
は
な
い
(
日
各
同

E
n
o
s
E
o

曲目印ロ

mng回目
g
g
)。
も
っ
と
も
、

ラ
ン
ト
契
約
ハ

Fsrsユ
品
∞
叩
〉
が
協
働
を
不
可
欠
と
し
て
い
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
:
:
:
条
例
制
定

権
に
は
(
同
門
ご

g
∞S
Eロ
旨

-mm正
巳
2
2
5
)、
法
律
を
公
布
し
解
釈
|
変
更
l
廃
止
し
特
免
を
与
え
特
権
を
与
え
る
権
利
(
吉
田
宮

ESE--

最
後
の
も
の
は
、

山口件目召

B
Sロ
門
出
・
自
己
神
田
口
門
戸
白

tHom白
ロ
岳
・
佳
品
目
口
町
担
ロ
門
白
血
E
U
H
-
i
s
m
u
n
cロ
ロ
包
-mHML
む
も
含
ま
れ
る
。

(MV 

国
憲
法
(
国
制
〉
と
ラ
ン
ト
契
約
に
反
し
得
な
い
」
。

但
し
、
帝

北法34(6・23)973 



説

帝
国
等
族
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
選
定
侯
が
そ
の
領
邦
高
権
と
い
う
上
級
支
配
者
た
る
資
格

即
ち
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、

そ
の
三
法
典
を
、

に
付
随
す
る
立
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
定
し
た
「
法
律
」
で
あ
っ
て
、

「
公
共
の
福
祉
」
の
達
成
の
た
め
に
、

「
公
共
の
最
高

論

善
」
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
臣
民
に
向
け
て
発
し
た
命
令
で
あ
る
、

と
位
置
付
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

「
公
共
性
」
の
範
囲
を
画
定
す

る
の
は
、
「
統
治
者
と
臣
民
と
が
力
を
合
わ
せ
て
公
共
の
福
祉

E
s
m
o
s
a
g
司
orc
を
伸
長
す
る
た
め
に
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
る

〈

mm〉

国
家
H

市
民
社
会
(
加
。
丘
町
件
同
国
丘
三
匠
∞

En--s凹
2
5
4
c
z
w
P
4己
mO
仏
2
2
2
?
。円目。吋円四仲間ゲ苛

m
R
F
Z
の
ゆ
お
ロ
8
7田
町
沖
)
」
と

ン

ト

ア

ム

ト

し
て
の
選
定
侯
領
(
複
合
ラ
ン
ト
)
で
あ
る
。
そ
の
拡
が
り
は
、
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
(
四
つ
の
地
方
政
庁
管
区
か
ら
構
成
さ
れ
る
)
、
上

レ

ン

ト

ア

ム

ト

(

初

〉

プ
フ
ア
ル
ツ
(
一
つ
の
地
方
政
庁
管
区
を
構
成
す
る
)
、
ラ
ン
ト
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
・
ロ
イ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク

(F2nzgg同巴、

l
フ
シ
ャ
フ
ト
・
カ
ム

(
n
r日
)
等
、
『
国
法
論
』
第
一

O
二
節
か
ら
第
一
一
一
節
ま
で
に
列
挙
さ
叫
ん
、

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
所
領
の
歴
史

や
沿
革
、
選
定
侯
の
手
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
や
権
原
(
質
、
買
入
等
)
が
相
当
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い
必
。
こ
の
領
域
に
お
い

し
た
が
っ
て
、
彼
の
「
私
法
」
H
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
」
の
法
典
は
い
ず
れ
も
、
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
〔
条
令
〕
」
的
「
法
命
令
」
と
し
て
、

(
川

A
V

シ
ユ
テ
リ
J

デ

自
己
の
客
観
的
法

(
H
法
律
)
的
通
用
力
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
等
族
の
助
言
・
同
意
は
、
「
ラ
ン
ト
契
約
」
が

シ

ャ

フ

ト

こ
れ
を
要
求
し
て
い
な
い
限
り
、
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
「
ラ
ン
ト
等
族
会
の
意
見
書
を
求
め
ず
に
、
新
し
い
条
例

P
S
E
S
)

ハ
叫
山
〉

3
1デ
ッ
ク
ス

や
ラ
ン
ト
条
令

(
F
S仏
国
。
邑
ロ

5mmロ
)
を
制
定
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
」
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
法
典
』
の
「
法

ヨ

I
-テ
ツ
ク
λ

シ
ユ
テ
ン
デ

命
令
」
的
性
格
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
『
法
典
』
は
、
意
見
書
に
よ
っ
て
協
働
す
る
ラ
ン
ト
等
族
の
範
囲
を
越
え
て
、

て
は
、

一
般
の
臣
民
に
対
し
て
も
「
法
〔
律
〕
」
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
礎
付
け
得
る
の
は
、

シ

品

テ

ン

.

テ

マ

イ

エ

ス

テ

ー

ト

ラ

y
dア
ス
ホ

1
州
イ
ト

立
法
権
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ラ
ン
ト
等
族
は
、
君
主
権
も
領
邦
高
権
も
有
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
帝
国
法
上
な
ら
び
に
ラ

N
V
4
A

テ

ν，
テ

エ

1
.テ
ル
マ
ン
ス
ア
ラ
イ
ハ
イ
ト

ン
卜
法
上
の
立
法
権
は
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
崎
一
寸
族
に
帰
属
す
る
の
は
、
「
貴
人
特
権
」
と
こ
れ
に
付
随
す
る
支
配
権
、
す
な
わ
ち
下

ハ叫

C

級
裁
判
権
な
ら
び
に
ポ
リ
ツ
ァ
イ
執
行
権
そ
の
他
若
干
の
「
市
民
法
」
上
の
支
配
権
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
支
配
は
、
ラ
ン
ト

た
だ
、
君
主
の

北法34(6・24)974 
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君
主
の
立
法
権
と
「
私
法
」
法
典
の
「
ラ
ン
ト
君
主
の
法
命
令
」
的
性
格
を
前
提
と
し
て
初
め
て
、

(
幻
〉

上
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。

自
己
の
「
〔
ラ
ン
ト
〕
法
(
列
R
E
)」

「法

(
m
m
n
Z
)」
す
な
わ
ち
「
法
律
(
の
叩
聞
記
N
)

」
の
名
宛
人
で
あ
る
臣
民
に
つ
い
て
は
、
『
国
法
論
』
第
一
八
一
節
に
、
以
下
の
よ
う
な

記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
「
一
般
の
バ
イ
エ
ル
ン
臣
民
、

(3) 

す
な
わ
ち
一
般
都
市
民
・
農
民
、

ン
ト
裁
判
所
・
官
庁
(
〉

m
g
s乙
に
直
属
す
る
か

(
5
g注
目
丘
町
)
、
ラ
ン
ト
等
族
の
裁
判
権

C
Z巴
a
E
Z乙
・
支
配
権
(
。
σ己
評
冊
目
同
〉

シ

a-
一T
ン
J

ア

シ

品

テ

ン

d

ア

に
直
属
す
る
か
に
よ
っ
て
、
選
定
侯
の
臣
民
と
ラ
ン
ト
等
族
の
臣
民
と
に
分
か
れ
る
。
ラ
ン
ト
等
族
は
、
臣
民
で
あ
る

(ω
ロ
Z
R
t
oロ
ロ
ロ
仏

そ
の
他
の
軽
い
身
分
の
者
た
ち
は
、
選
定
侯
の
ラ

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

C
2
2手
間
口
反
日
同
町
山
同
)
点
で
一
般
臣
民
と
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
後
者
の
有
し
な
い
特
権
(
岳
印
刷
》
品
g
m
E
d・
2

5仏

paE

M
v
a
テ

ゾ

デ

タ

I
タ

Z
E
5
)、
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
等
族
の
本
質

2
8
m
g
S
E
E
-乙
で
あ
る
ラ
ン
ト
集
会
に
お
け
る
議
席
と
票
決
権
と
を
与
え
ら
れ
て
い
る
点
で

区
別
さ
れ
る
。
:
:
:
貴
族
・
騎
士
中
、
貴
族
領
す
な
わ
ち
ラ
ン
ト
台
帳

(
F
g
r
g
a
Z
2
0
に
登
録
さ
れ
て
い
る
地
所
を
持
た
な
い
者
は
、

γ
ユ
テ

γ
デ

(

刊

岬

)

ラ
ン
ト
等
族
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
。
ラ
ン
ト
等
族
の
特
権
中
、

そ
の
臣
民
に
対
す
る
支
配
権
の
中
核
を
な
す
も
の
が
、

そ
の
主
た
る
内
容
は
、
「
裁
判
権
守

o
s
a
g
Y仏
在
阻
止
血
)
と
ポ
リ
ツ

ホ
1
7
マ
ル
ク
権

C
E
国
O

民自由同
n
F
E
m
-
国
主
旨
由
同
n
r
m白
同
向
島
巴
mw白
山
乙
で
あ
る
。

ァ
イ
事
項
に
お
け
る
監
視

(ors括
乙
で
あ
る
。
前
者
に
基
づ
い
て
、
ホ
I
フ
マ
ル
ク
権
者
(
国
広
自
白
R
Z
F
2乙
は
、
そ
の
管
区

(
U
2
・

E
2
)
内
で
、
家
産
裁
判
権
と
呼
ば
れ
る
通
常
民
事
裁
判
権
(
吉
岡
山
丘
町
ロ
巴
O
門戸

di--印。

E
5
R
g
h
w
円
吉
正
冊
目
宮
E
5
0巳
由
民
間
)
を
行
使
す

法
の
制
定
(
立
法
)
〔
権
〕
と
〔
法
の
〕
監
視
(
執
行
)
〔
権
〕
と
を

る
。
:
:
:
ポ
リ
ッ
ァ
イ
(
司
ozn3Y巧
冊
目
白
ロ
〉
に
つ
い
て
は
、

先
ず
、

0
5
2
吉
岡
町

8
5号己昨日
0
5
5
h
w
古
田
唱
団
円
巳
。
口
開
B
)
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
、
ホ

l
フ
マ
ル
ク
権
者
に
は
帰
属
し
な

ハ

同

四

)

〈

叩

訓

)

い
:
;
:
」
。
「
父
が
子
に
、
主
人
が
従
僕
に
、
裁
判
官
が
当
事
者
に
対
し
て
下
す
命
令
は
、
法
律
で
は
な
い
」
か
ら
、
父
や
主
人
や
裁
判
官

l
i

シ
ユ
テ

γ
4
ア

ム

九

ル

ラ
ン
ト
等
族
は
、
こ
れ
ら
の
属
性
を
併
せ
持
っ
て
い
た
ー
ー
は
、
自
己
の
支
配
権
の
根
拠
と
行
使
の
基
準
を
、
ラ
ン
ト
君
主
の
「
法
命
令
」

ホ

1
フ

ラ

1
ト

レ

ギ

l
ルリ
J

タ

νゲ
イ
ゾ

1
9
ウ
ム

の
中
に
求
め
る
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
宮
廷
法
院
・
統
治
府
・
破
虫
院
と
い
っ
た
ラ
ン
ト
の
法
廷
に
お
い
て
(
そ
し
て

北法34(6・25)975 



説

自
己
の
支
配
行
為
の
当
否
・
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
は
、

そ
う
で
あ
っ
た
。

場
合
に
よ
っ
て
は
帝
国
裁
判
所
に
お
い
て
)
、

論

蓋
し
、
な
る
ほ
ど
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
二
章
第
一
三
条
は
、
地
方
条
例
法

a
g
z
g
)
を、

マ

ル

タ

ト

ゲ

マ

イ

y
dテ

C
E
l
H
N叩
nrg)
と
都
市
法
・
市
法
・
自
治
村
法
・
職
人
組
合
法
等
の
自
治
体
法
・
局
地
法
(
〔

ω
s
z
g〕
冨
E
E同】即日
F
F
o
g
-
F
o宏司

(
刷
出
)

白
色
丹

l
冨回同

}aー
の

2
5
E∞
l
出
回
忌
司
月
『

l
g門
同
居
円

m
r
r
r
o
H
N
2
E白
〉
と
に
三
大
別
し
た
上
で
、
「
普
通
制
定
法

E
s
-
-
F口同町
a

〈

m
M
)

nrom曲
活
巾
山
口
白
河
内
山
口
宮
〉
に
ラ
ン
ト
法
が
優
先
し

(
r
g
m
E
)、
ラ
ン
ト
法
に
は
都
市
法
そ
の
他
の
特
別
法

2
2
日
回
全

l
a
2
8
p
z

(
お
)

常
持
目
。
山
口
宮
口
司
白
円
昨
日

2-月
初
m
n
E
)
が
優
先
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
す
ぐ
続
け
て
、
次
の
様
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
即

ち
、
「
後
者
(
ラ
ン
ト
全
体
で
は
な
く
、
特
定
の
都
市
・
市
等
の
自
治
的
団
体
。
。
B
Bロ
巳
忌
芯
ロ
に
適
用
さ
れ
る
ラ
ン
ト
内
局
地
(
特
別
)

条
例
法
)
は
、
ラ
ン
ト
君
主
の
明
示
な
い
し
黙
示
の
承
認
な
く
し
て
存
在
し
な
い
。
両
地
方
条
例
法
(
ラ
ン
ト
条
例
法
お
よ
び
ラ
ン
ト
内
局

ラ
ン
ト
法
(
〔

ω
g
g
g〕

P04En-由
民

P

地
条
例
法
〉
と
も
、

そ
の
存
在
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
に
は

(
g
。
ユ
ロ
ロ
仏
何
ロ
仏
・

4
3
色
。
巳

n
Z
O
R
g
E
n
F
関
口
口
弘
ゲ
号
認
可
ロ
仏
〉
、

信
頼
に
価
す
る
文
書
な
い
し
官
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
摘
要
(
。
σ
ユmro-Enrlm巾
岡
市
立
釘
お

F
a
g
n
g乙
を

提

円
山
品
〉

出
す
る
な
ど
し
て
、
十
分
な
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
れ
を
援
用
す
る
者
が
、

こ
の
よ
う
に
、

ラ
ン
ト
君
主
が
臣
民
に
対
し
て
発
し
た
行
為
規
範
命
令

「
私
法
」
と
り
わ
け
近
世
以
降
「
ラ
ン
ト
法
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
民
事
法
(
市
民
法
)

「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
と
ー
ー
も
し
く
は
そ
の
「
私
法
」
部
分
は
、

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、

が
私
人
の
権
利
の
体
系
で
も
あ
る
こ
と
を
、
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
考
え
で
は
、
む
し
ろ
法
律
こ
そ
万
人
に
対
し

て
対
抗
で
き
る
権
利
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
四
条
は
、
こ
れ
を
義
務
の
側
面
か
ら
表
現
し
て
、
「
こ

こ
(
法
律
)
か
ら
人
間
の
義
務
と
拘
束
が
、
立
法
者
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
法
律
か
ら
間
接
・
直
接
に
何
か
へ
の
権
能
を
獲
得

し
た
者
全
て
に
対
し
て
生
ず
る
」
、

と
述
べ
て
い
る
。

更
に
『
註
釈
』
に
日
く
、
「
義
務
と
拘
束
力
と
い
う
点
に
、

助
言
(
刃
包
己
と
法
律

(の
2
2
N〉
と
の
主
要
な
相
違
が
あ
る
。

前
者
は
各
人
を
自
由
の
ま
ま
に
放
置
し
、
何
人
も
こ
れ
に
従
う
義
務
は
な
い
。

助
言
が
上
位
者
に

北法34(6・26)976 



由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
下
位
者
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

ま
た
同
格
者
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ

る
0

・
:
:
・
法
律
は
逆
に
自
由
を
廃
棄
し
、
臣
民
は
従
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
臣
民
の
側
か
ら
の
法
律
の
受
容
な
ど
、
不
要
で
あ
る
。
な
ぜ

こ
れ
(
法
律
の
受
容
)
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
(
法
律
)
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
民
が
決
め
た
こ

(3) 

な
ら
、
彼
ら
は
、

と
が
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
持
つ
(
官
。
仏
旬
。
宮
-
0
1
R
C
F
F
m
m
u
z
v丘
三
宮

B
B
)」
と
い
う
ロ

1
マ
の
法
文
は
、
人
民
(
〈
O
F
)

が
同
時
に
立
法
者
で
も
あ
る
民
主
政
と
い
う
状
態

(ω
仲間吉田

U
m
g
o
n円
三
宮
田
)
か
ら
の
み
理
解
で
き
る
。
:
:
:
人
聞
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

立
法
者
に
対
し
て

(
F
a
E同
吉
弘
〉
〔
だ
け
〕
で
は
な
く
、
そ
こ
(
法
律
)
か
ら
法
的
権
能
を
間
接
・
直
接
に
獲
得
し
た
者
に
対
し
て
も
、
拘

蓋
し
、
権
利
と
義
務
(
債
務

)
C
5
2
0
E官
民
O
)

と
は
、
不
可
分
の
相
関
概
念
(
の

2
2
E乙
で
あ
る
。

〈
お
〉

二
つ
の
注
目
す
べ
き
帰
結

(
(
U
O
E
R
Sユ
乙
が
出
て
く
る
。
第
一
に
、
対
物
権

C
E
混
乱
乙
と
て
も
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
人
(
H
M
2

・

束
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、

の
義
務
(
。
E
m
E
g
)
な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
私
が
そ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
権
利
を
取
得
す
る
や
否
や
、
全
て
の
人
が
こ
れ

ハ
お
)

に
つ
い
て
私
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
対
人
権
(
句
。
同
田

os--YE)
や
債
権
(
債
務
〉
(
。

5
・

mazz乙
も
、
究
極
の
と
こ
ろ
で
は

P
E自
己
乙
、
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
ら
は
合
意
と

不
法
行
為
に
よ
っ
て

(
B
E
Z
Z白
F
5
0
4
m
H
U
m
-
5
0
)
成
立
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

由
。
ロ
)

ど
ち
ら
も
自
ら
の
効
力
で
は
な
く
、
法
律
に
よ

っ
て
付
与
さ
れ
る
効
力
に
よ
っ
て
、
義
務
を
負
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
だ
か
ら
、
我
々
の
法
典
は
、
『
間
接
・
直
接
に
』
と
い
う
言
葉

ハ

お

〉

シ

ユ

テ

ン

デ

へ

ル

ジ

ヤ

フ

ト

を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
:
:
:
」
。
既
に
再
三
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
等
族
の
「
支
配
権
」
を
、
「
父
権
」
令
市
民
法
典
』
第
一
部
第

五
章
)
・
「
後
見
・
保
佐
」
(
同
第
七
章
)
・
「
賦
役
」
(
同
第
二
部
第
一
一
章
)
・
「
家
族
世
襲
財
産
」
(
同
第
三
部
第
一

0
4
5
・
「
軽
犯
罪
処
罰
」

(
同
第
四
部
第
二
ハ
章
第
三
条
)
等
の
「
ラ
ン
ト
法
(
市
民
法
)
」
上
の
客
観
的
権
利
日
法
に
仕
上
げ
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
ラ
ン
ト
君
主
の

立
法
権
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
が
伝
統
的
に
「
ラ
ン
ト
君
主
の
法
命
令
」
で
あ
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
そ
の
「
法
命
令
」
的
性
格
は
、
基
本
的
に
は
、
裁
判
機
関
を
名
宛
人
と
す
る
「
裁
判
〔
所
〕
の
書
」
も
し
く
は
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説

「
裁
判
令
(
の

2
w
v
g
o
Eロ
g
mど
な
い
し
「
訴
訟
法
〔
条
〕
令
(
句

B
N色
。
包
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
」
と
し
て
の
そ
れ
で
は
あ
っ
た
。
但
し
、
バ
イ
エ
ル

論

グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
段
階
に
至
つ
で
も
な
お
、
こ
れ
ら
を
君
主
の
最
上
級
裁
判
権
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
君
主
が
そ
の
立
法
権
に

基
づ
い
て
臣
民
を
名
宛
人
と
し
て
発
す
る
「
法
律
」
か
ら
区
別
す
る
思
考
(
シ
ュ
ヴ
ァ

l
レ
ツ
)
は
認
め
ら
れ
な
ゆ
。
「
ラ
ン
ト
法
」
は
、

そ
の
実
体
法
的
部
分
も
訴
訟
法
的
部
分
も
、
「
裁
判
〔
所
〕
の
書
」
な
い
し
「
裁
判
令
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
君
主
の
立
法
権
に
基
づ
い
て

臣
民
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
「
法
律
」
で
も
あ
っ
た
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
裁
判
規
範
で
あ
る
が
ゆ
え
に
行
為
規
範
と
な
り
、
行
為
規
範
と
さ

れ
た
が
た
め
に
裁
判
規
範
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
ラ
ン
ト
君
主
の
立
法
権
の
概
念
と
最
上
級
裁
判
権
概
念
と
の
混
滑
な
い
し

ン
で
は
、

未
分
化
と
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
こ
こ
に
も
や
は
り
法
定
立
と
し
て
の
中
世
的
裁
判
・
判
決
観
と
の
連
続
性
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
は
、
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
、

法
理
論

そ
の
意
味
で
も
、

的
に
は
一
段
階
前
の
古
い
地
平
に
位
置
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

君
主
の
命
じ
た
臣
民
に
対
す
る
行
為
規
範
と
い
う
性
格
は
、
狭
い
意
味
で
の
「
ラ
ン
ト
法
」
す
な
わ
ち
『
市
民
法
(
民
事
法
)
典
』
に
限

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
私
法
」
全
般
に
共
通
し
た
特
徴
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
『
刑
事
法
典
』
が
行

為
規
範
で
あ
る
こ
と
を
事
も
疑
っ
て
は
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、

『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
三
条
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
中

で、

刑
事
法
規
以
外
の
行
為
規
範
性
を
強
調
す
る
必
要
を
感
じ
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る
。

日
く
、
「
刑
罰
は
な
る
ほ
ど
法
律
に
よ
く
つ
い
て

ま
わ
り
、
違
反
者
に
対
し
て
こ
の
点
が
予
め
告
知
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
法
律
の
本
質
的
部
分
で
は
な
い
。
た
だ
単
に
命
じ
ら
れ
た

(
却
〉

も
の
も
、
刑
罰
を
伴
う
命
令
と
同
様
の
効
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、

し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ク
ラ
イ
ト
マ
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イ
ア
の
『
刑
事
法
典
』
に
お
け
る
刑
事
実
体
法
(
第
一
部
)
と
刑
事
手
続
法
(
第
二
部
)
と
の
結
び
つ
き
は
、
な
る
ほ
ど
刑
事
法
の
「
裁
判

令
」
的
性
格
を
現
わ
し
て
い
る
も
の
だ
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

刑
事
法
が
臣
民
を
名
宛
人
と
し
た
行
為
規
範
で
も
あ
る
こ
と

が
、
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、

「
ラ
ン
ト
法
〔
書
〕
」
中
に
散
在
す
る
若
干
の
刑
罰
規
制
を
別
に
す
れ
ば
、
第
九
部
分
法
律
を
構
成
す
る
「
刑
事
訴
訟
令
」
だ
け
で
あ
っ
た
こ

一
七
世
紀
初
頭
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
大
法
書
に
お
け
る
刑
事
法
規
が
、

(3) 

と

『
ヴ
ォ
ル
ム
ス
改
革
都
市
法
書
(
君
。

5
8円
ω
g含同
m
n
r
g
t
o
B
E
S
H
)』
(
一
四
九
八
年
)
・
『
パ
ム
ベ
ル
ク
刑
事
法
令
合
。
ロ
由
民
・
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z
t
o
(
U
H
g
-
Eロ
由
回
目
HHMrRmmgu〉
』
(
一
五

O
七
年
〉
・
『
カ
l
ロ
リ
l
ナ
刑
事
法
典

((UOB吾
己
目
。
。
氏
自
由
E
Z聞
の
R
o
-
-
E〉
』
(
一
五

三
二
年
〉
で
は
、
手
続
法
規
が
実
体
法
規
に
先
立
つ
体
系
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
に
お
い

て
は
、
刑
事
実
体
法
が
格
段
の
充
実
を
見
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
訴
訟
法
よ
り
の
自
立
化
が
相
当
程
度
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
、
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
裁
判
規
範
か
行
為
規
範
か
」
と
い
う
問
題
と
「
実
体
法
と
訴
訟
法
か
ら
の
独
立
(
「
ア
ク
チ
オ
」
の
分
化
ど
の
問
題
と

が
一
応
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
実
体
法
の
充
実
と
〔
相
対
的
〕
独
立
に
よ
っ
て
、
刑
事
法
が
臣
民
を
名
宛
人
と
し

た
行
為
規
範
と
い
う
性
格
を
強
く
帯
び
て
く
る
こ
と
は
や
は
り
否
め
な
い
。
か
く
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
の
刑
事
条
例
法
〔
律
〕
は
、
ク
ラ
イ
ト

マ
イ
ア
の
法
典
の
段
階
に
至
っ
て
、
「
裁
判
〔
所
〕
の
書
」
な
い
し
「
裁
判
令
」
な
い
し
「
訴
訟
法
〔
条
〕
令
」
と
し
て
の
伝
統
的
性
格
を

〈

MM〉

依
然
と
し
て
維
持
し
な
が
ら
、
臣
民
の
行
為
規
範
た
る
「
法
律
」
と
い
う
基
本
的
属
性
を
も
兼
ね
備
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
は
、
「
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
行
為
ま
た
は
不
作
為
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
人
が
損
害
を

ハH
H
〉

蒙
ろ
う
と
も
、
本
来
の
犯
罪
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
、
「
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
。
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し

(E-zs

(

必

)

円
門
戸

B
m
P
E
-
-阻
宮
市
ロ
向
田
宮
市

-mmm)」
の
原
則
を
宣
明
し
た
。
こ
の
発
展
は
、
刑
事
〔
実
体
〕
法
が
臣
民
な
い
し
国
民
(
切
官
官
乙
の
行

(

日

明

)

門

C
V

為
規
範
と
理
解
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
と
法
律
の
公
布
の
必
要
性
が
誕
わ
れ
た
の
も
、
同

(
必
)

じ
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
は
、
「
裁
判
令
」
と
し
て
も
完
成
さ

北法34(6・29)979 



説

れ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
れ
は
、
自
ら
が
裁
判
規
範
と
し
て
も
完
結
的
・
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
主
張
し
て
い

論

た
。
即
ち
、

ヅ
ロ
グ
イ

γ
ツ

州
の
特
別
法
や
個
々
の
団
体
の
条
例
は
君
主
の
承
認
を
得
た
場
合
に
の
み
法
律
と
し
て
の
効
力
を
認
め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
(
同
第
二

こ
の
「
法
典
は
『
国
家
の
住
民
』
の
権
利
義
務
を
認
め
る
基
準
た
る
べ
き
規
定
を
含
む
も
の
と
さ
れ
(
序
章
第
一
条
:
:
:
〉
、

条)、

プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ツ
や
そ
の
他
の
下
位
団
体
の
慣
習
法
は
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ツ
の
制
定
法
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
の
み
法
律
の
効
力
を
認
め
ら

れ
る
も
の
と
さ
れ
(
同
第
三
条
)
、
学
者
の
説
や
裁
判
例
は
今
後
顧
慮
す
べ
き
で
な
い
、
と
さ
れ
る
(
同
第
四
条
)
。
裁
判
官
は
法
律
の
適
用

に
さ
い
し
て
、
法
律
の
文
言
、
訴
訟
の
対
象
と
法
律
の
文
言
と
の
関
係
、
な
い
し
そ
の
法
律
の
明
白
な
立
法
理
由
か
ら
知
ら
れ
る
意
味
だ
け

を
参
照
す
べ
き
で
あ
り
(
同
第
四
六
条
〉
、
法
律
の
本
来
の
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
裁
判
官
は
君
主
直
属
の
法
律
委
員
会
の
判
断
を

仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
同
第
四
七
条
)
。

事
案
に
適
用
す
べ
き
法
律
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、

裁
判
官
は
こ
の
法
典
の
一
般
原
則
と
、

類
似
の
場
合
を
規
律
す
る
既
存
の
法
令
と
、

自
己
の
慎
重
な
洞
察
と
に
よ
っ
て
裁
判
す
る
ほ
か
は
な
い
が
〈
同
第
四
九
条
〉
、

同
時
に
か
れ

は
そ
の
法
律
の
欠
放
を
司
法
大
臣
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
第
五

O
条
)
。
法
律
は
立
法
者
に
よ
っ
て
明
示
的
に
廃
止
さ
れ
る
ま

慣
習
や
学
説
や
判
例
や
個
別
的
な
命
令
に
よ
っ
て
改
廃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
(
同
第
六

O
条〉」。

で
効
力
を
有
し
(
同
第
五
九
条
〉
、

言
え
ば
、
そ
れ
以
前
の
刑
事
法
令
は
た
だ
単
に
行
為
規
範
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
規
範
と
し
て
も
不
完
全
・
不
十
分
な

へ

ル

ハ

切

〉

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
に
な
っ
て
ラ
ン
ト
君
主
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
権
(
山
口
曲
目
Mo--己
問
。
〉
に
よ
る
新
し
い
基
礎
付
け
を
受
け
、
札
問
主
義

門

日

)

的
刑
事
訴
訟
・
自
由
刑
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
主
義
的
紀
律
化

(
U
E目立宮山
0
2ロ
も
の
度
を
高
め
て
き
て
い
た
刑
事
法
が
、
一

シ
ユ
テ

γ
dテ

方
で
法
H

権
利
の
二
重
概
念

(
m
m
n
y
C
が
よ
う
や
く
実
体
法
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
等
族
を
含
む
私
人
の
権
利
"
法
の
体

「
私
法
」
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、

系
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
市
民
法
(
民
事
法
、

ラ
ン
ト
法
)
と
と
も
に
、

一
つ
に
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

決
し
て
、
「
一
八
世
紀
中
葉
ま
で
の
刑
事
立
法
が
基
本
的
に
裁
判
機
闘
を
名
宛
人
と
す
る
裁

判
令
:
:
:
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

よ
う
や
く
一
八
世
紀
後
半
か
ら
私
人
の
行
為
規
範
と
し
て
の
刑
事
法
が
問
題
と
な
る
に
至
っ
た
、
と
い

北法34(6・30)980 
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(3) 

う
事
情
」
「
札
問
主
義
と
自
由
刑
の
展
開
に
よ
っ
て
刑
事
法
に
関
す
る
法
共
同
体
の
崩
壊
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
刑
事
立
法
に
お
け
る
実
体
法
が
依
然
と
し
て
直
接
臣
民
に
向
け
ら
れ
た
行
為
規
範
と
し
て
の
性
格
を
示
し
え
な
か
っ
た
か
ぎ
り
で
、
法

、

(

自

由

)

共
同
体
な
い
し
少
な
く
と
も
法
共
同
体
の
意
識
は
消
滅
す
る
に
至
ら
」
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
蓋
し
、
法
日
権
利
共
同
体
と
し
て
の
ラ

シ

旦

テ

ン

デ

ハ

U
H
)

ン
ト
の
意
識
を
体
現
し
て
い
た
の
が
主
と
し
て
等
族
的
司
法
部
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
臣
民
を
名
宛
人
と
す
る
「
法
律
」
と
な
る
ま
で

シ
ユ
テ
ン
デ

も
な
く
「
裁
判
令
」
で
あ
る
だ
け
で
既
に
、
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
的
刑
事
法
は
等
族
の
法
H
権
利
意
識
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
他

が
あ
り
、

中世後期・近世におけるパイエルン・ヲ γ ト法史研究序説

方
、
刑
事
法
律
が
臣
民
一
般
に
と
っ
て
の
行
為
規
範
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
裁
判
規
範
と
し
て
排
他
的
・
絶
対
的
自
己
主
張
を
掲
げ
得
な
い
限

り
、
紀
律
化
の
実
は
上
が
ら
な
い
。
即
ち
、
刑
事
法
令
が
完
全
な
裁
判
規
範
と
な
り
、
そ
の
限
り
で
「
司
法
国
家
」
的
法
構
造
の
克
服
が
緒

(

白

山

)

ヘ

ル

ν

ヒ

-

P

N

V

Z

テ
γ
デ

ν

に
つ
い
た
こ
と
こ
そ
、
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
君
主
の
「
法

(
H
法
律
)
治
国
家
」
へ
の
要
請
と
等
族
の
法

H
権
利
意
識
と
の
聞
に
対
抗
関
係
が
生
じ
、
そ
の
中
で
裁
判
規
範
た
る
刑
事
法
律
が
同
時
に
行
為
規
範
と
し
て
も
把
握
さ
れ
る
に
至
り
、
そ

の
結
果
ま
ず
プ
ロ
イ
セ
ン
型
の
罪
刑
法
定
主
義
が
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
行
為
規
範
と
し
て
の
刑
事
法
〔
律
〕
と
い
う
こ
の
理
論
構
成

は
、
や
が
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
心
理
強
制
説
に
お
い
て
、
犯
罪
者
は
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
の
処
罰
を
容
認
し
た
、
と
説
か
れ
る
ほ

〈
時
四

V

ど
に
徹
底
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
「
法
律
上
の
刑
罰
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し

(
Z巳
F
B
R
E
g
a
5
3
2
1品
由
民
」
の
原
則
は
こ
こ
か

こ
う
し
て
よ
う
や
く
成
立
を
見
た
近
代
的
罪
刑
法
定
主
義
を
『
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
事
法
典

G
Rえ・

ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、

ぬ

2
2
N
E
n
r
E『
牛
田
印
刷
ハ

α口
紅
耳
目
白
}
同
∞
曲
目
巾
吋
ロ
)
』
(
一
八
一
一
一
一
年
〉
第
一
条
は
、

「
法
律
が
一
定
の
加
害
に
よ
っ
て
威
嚇
す
る
違
法
の
行
為

ま
た
は
不
作
為
を
惹
起
し
た
者
は
、
自
己
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
法
律
的
加
害
に
服
す
る
:
:
:
」
と
表
現
し
て
い
る
。
刑
事
法
の
領
域
に

お
け
る
「
司
法
国
家
」
の
「
法
H
法
律
国
家
」
に
よ
る
克
服
の
過
程
は
こ
こ
に
一
応
の
完
結
を
見
る
が
、
そ
こ
に
出
現
し
た
「
法
H
法
律
国

家
」
は
、
同
時
に
法
H
権
利
意
識
に
礎
定
さ
れ
た
、
完
全
な
意
味
で
の
「
法
治
国
家
(
河
町
口
宮
訟
仲
間
三
)
」
で
あ
っ
た
。

以
上
の
文
脈
の
中
で
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
『
刑
事
法
典
』
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
|
|
そ
し
て
彼
の
「
私
法
」
全
体
の
|
|
法
理
論

北法34(6・31)981 



説

的
性
格
が
極
め
て
過
渡
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
る
。
彼
の
三
つ
の
「
私
法
」
法
典
は
、
い
ず
れ
も
裁
判
規
範
な

い
し
「
裁
判
令
」
と
し
て
、
相
当
の
成
熟
を
遂
げ
て
い
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
等
族
を
含
む
臣
民
の
義
務
と
権
利
は
基
本
的
に
法
律
に
由

来
す
る
も
の
と
さ
れ
(
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
三
、
第
四
条
)
、
ラ
ン
ト
内
の
諸
々
の
自
治
体
(
都
市
・
市
・
村
・
職
人
組
合
等
)

論

の
条
例
法
の
通
用
力
も
君
主
の
〔
明
示
な
い
し
黙
示
の
〕
承
認
に
依
存
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
(
同
第
二
章
第
二
二
条
第
三
項
)
。
法
律

の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
二
早
第
九
条
第
一
項
が
、
「
明
確
な
法
律
や
条
令
は
解
釈
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
文
言
の
通

常
の
意
味
(
的
問
者
。

zznrlg仏
E
E
-
E岳
町
市

F
L
2
Zロ
も
を
拡
張
し
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
定
め
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
の
裁
判
規

範
と
し
て
の
完
結
性
・
排
他
性
は
、
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
に
比
べ
る
と
、
や
は
り
低
い
。

ゲ

マ

イ

ン

デ

ZEiMNmnz
。
L
R
出巾吋
F
O
S
S
E〉

C
g
n。ロ
E
O宮
内
出
口
白
江
口
B
)
は
、
自
治
体
の
意
思
の
み
な
ら
ず
、
ラ
ン
ト
君
主
の
同
意
〔
品
目
。

T
7

た
と
え
ば
「
慣
習
法
(
の
命
者
0
7
ロ・

ロ仏国}困問『吋∞

n
Z
E
W
Z
冨
x
a
g巳
S
E
E
m
)
を
も
示
す
と
推
定
さ
せ
る
〈
B
E
Y
E
S
-
w
y
)
よ
う
な
慣
行
に
依
存
す
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の

慣
行
は
、
法
廷
の
内
外
で
公
然
と
繰
り
返
さ
れ
る
恒
常
的
に
し
て
均
一
か
つ
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
少

な
く
と
も
三

O
年
が
経
過
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
但
し
、
法
律

E
-
m
m
m
n
Z乙
が
相
当
の
期
間

(
m
z
m
g
E
r吋
l
a
2
5各
8
5
N
gむ

を
特
に
定
め
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
新
法
の
導
入
で
は
な
く
以
前
の
疑
し
い
法
〔
律
〕
を
確
認
な
い
し
説
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
を
除

ハ

位

)

プ

ロ

ヴ

イ

ソ

ツ

く
」
、
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
州
の
制
定
法
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
慣
習
法
の
効
力
を
認
め
る
プ
ロ
イ
セ
ン
と
明
ら
か
に
異
な
っ

て
い
る
。
「
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
法
的
慣
習
は
法
律
と
し
て
の
効
力
会
U

F
白
色
乙
を
持
つ
か
ら
、

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
先
行
の
成
文
・
不
文

の
法
〔
律
〕
を
廃
止
す
る
が
、

し

か

し

一

方

、

上

記

第

一

章

第

一

一

一

条

に

よ

っ

て

〈
町
田
〉

(
宮
。
。
ロ
『
O
『
B
x
g
)
や
は
り
廃
止
さ
れ
る
」
。
即
ち
、
法
律
が
立
法
者
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
効
力
を
持
つ
点
、
学
説
・
判
例
・
個
別

(

邸

〉

的
命
令
に
よ
っ
て
改
廃
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
点
で
は
両
法
典
の
聞
に
差
異
は
な
い
が
、
慣
習
法
に
よ
る
法
律
の
改
廃
を
認
め
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
両
者
の
原
則
的
態
度
は
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
も
、
成
文
法
に
反
す
る
慣
習
法
は
限
定
的
に
解
釈
す

新
し
い
法
律
な
ら
び
に
相
反
す
る
慣
行
に
よ
っ
て
は
、

北法34(6・32)982 



(
白
山
)

る
こ
と
を
命
じ
、
ま
た
特
別
条
例
法
の
場
合
令
市
民
法
典
』
第
一
部
第
二
章
第
二
二
条
第
凪
聴
)
と
同
様
、
慣
習
法
に
つ
い
て
も
そ
の
存

(
四
回
)

在
の
証
明
責
任
を
援
用
す
る
者
に
課
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
、
法
律
的
性
格
を
否
定
さ
れ
た
学
説
・
判
例
も
、
ク
ラ

イ
ト
マ
イ
ア
の
場
合
、
法
律
の
解
釈
に
際
し
て
は
大
き
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
一
方
、
暖
昧
で
疑
義
の
あ
る
も
の
(
法
律
や

条
令
)

は
、
法
学
者
、
慣
用
も
し
く
は
立
法
者
自
身
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
、

第
一
の
解
釈

(
F
B
G
H
2
E
oロ
)
を
『
学
問
的
(
博
士
の
)

(3) 

(
仏

R
E
E
-
-叩
〉
』
、
第
二
の
を
『
慣
用
に
よ
る

(EE--∞
)
』
、
第
三
の
を
『
公
権
的
な
い
し
法
律
に
よ
る

(
S
F
S巴
E
伶

-mm曲
目
配
)
』
と
称

〈

ωv

す
る
」
と
さ
れ
る
が
、
学
説
と
判
例
は
そ
れ
ぞ
れ
学
問
的
(
博
士
の
)
解
釈
、
慣
用
に
よ
る
解
釈
の
基
準
と
な
る
の
で
か
問
。
一
方
、
公
権

的
な
い
し
法
律
に
よ
る
解
釈
は
特
別
の
場
合
に
限
ら
れ
て
お
問
、
君
主
直
属
の
法
律
委
員
会
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
を
原
則
と
す
る
『
プ
ロ
イ

セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
と
の
顕
著
な
対
照
を
な
し
て
い
問
。
仮
し
『
刑
事
法
典
』
に
つ
い
て
は
、
既
に
再
三
指
摘
し
た
通
問
、
他
の
二
法

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

即
ち
、

古
い
法
(
河

R
宮
市
)
・
条
例

3
s
z
zロ
)
・
条
令
(
〈

m
g丘
ロ
ロ
ロ

mg)
を
廃
絶
し
、
刑
事

典
と
は
事
情
が
多
少
異
な
っ
て
い
る
。

事
件
に
お
け
る
唯
一
の
準
則
た
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
旧
来
の
慣
習
法
の
通
用
力
も
否
定
さ
れ
て
い
る
(
公
布
勅

し
か
し
実
は
こ
れ
は
『
市
民
法
典
』
と
の
本
質
的
な
相
違
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

ハ
ね
〉

先
行
す
る
法
〔
律
〕
の
全
廃
を
理
論
的
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
司
市
民
法
典
』
・
『
訴
訟
法

A官
)
。

な
ぜ
な
ら
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
一

二
条
は
既
に
、

典
』
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
立
法
技
術
を
採
用
す
る
こ
と
を
不
適
当
と
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
。

更
に
『
刑
事
法
典
』
と
い
え
ど
も
、

来
、
慣
習
法
が
生
成
し
て
法
典
を
修
正
す
る
こ
と
ま
で
を
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
慣
習
法
の
生
成
に
は
最
低
三

O
年
を
要
し

さ Q
れ市
て民
い〈法
るき典
の』
で第

部
第

章
第

五
条
第

項
¥，J 

ま
た
ポ
リ
ッ
プ
イ
権
と
し
て
の
刑
事
裁
判
権
は
基
本
的
に
ラ
ン
ト
君
主
の
手
に
留
保

刑
事
法
に
お
け
る
慣
習
法
の
意
味
は
非
常
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

『
刑
事
法
典
』
と
そ
の

即
ち
、
「
衡
平
と
法

他
の
法
典
と
の
裁
判
規
範
性
の
相
違
と
い
う
点
で
む
し
ろ
注
目
さ
れ
る
の
は
、

知
識
を
尽
し
良
心
に
し
た
が
っ
て
、

法
の
欠
依
へ
の
対
処
の
仕
方
で
あ
る
。

の
類
推
に
よ
っ
て
、

上
申
(
〉
ロ
『
g
m
)
を
な
す
こ
と
な
く
し
て
判
決
し
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」 将

北法34(6・33)983 



説

〈

世

川

)

ゲ

ハ

イ

マ

l
・
ヲ

l
ト

(
公
布
勅
令
)
の
は
他
の
二
法
典
の
場
合
と
〔
準
拠
法
源
の
問
題
を
別
に
す
れ
ば
〕
同
様
で
あ
る
が
、
同
時
に
枢
密
参
議
会
へ
の
法
の
欠
依

の
申
告
を
義
務
付
け
て
い
る
点
で
は
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
の
一
般
原
則
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、
既
に

論

見
た
よ
う
に
、
「
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
〔
な
ら
び
に
刑
罰
〕
な
し

(
E
-
Z
B
n巳
B
m
p
ロ己-曲目
u
o
g白
色
S
F
m乙
」
の
原
則
が
成
立
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
は
、

『
刑
事
法
典
』
に
関
す
る
限
り
、

裁
判
規
範
と
し
て
は
『
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
に
か
な
り
近

い
(
但
し
同
じ
で
は
な
い
)
成
熟
度
を
示
し
て
い
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
刑
事
法
典
以

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
法
典
は
未
だ
単
な
る
「
裁
判
令
」
に
す
ぎ

ず
、
臣
民
の
行
為
規
範
た
る
「
法
律
」
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら

前
に
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
成
立
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
を
、

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
自
己
の
法
典
の
行
為
規
範
性
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
法
律
に

(

刊

日

)

〈

明

日

〉

よ
っ
て
義
務
を
課
さ
れ
る
者
の
理
解
能
力
・
意
思
能
力
を
要
求
し
、
法
律
の
公
布

(
P
O
S
E
-
∞a-oロ
〉
を
発
効
の
必
須
要
件
と
し
、
法
律

(ω〉

の
遡
及
的
適
用
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
に
お
い
て
「
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
、
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し

(
ロ
己
目
白
出
口
氏
自
由
ロ
巴
S
F
m
0・ロロロ白

3
8白
色
S
F
m
m
)」
の
原
則
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
『
刑
事
法
典
』
を
含
む
彼
の
「
私
法
」

法
典
が
、
裁
判
規
範
と
し
て
も
行
為
規
範
と
し
て
も
網
羅
的
・
完
結
的
な
も
の
だ
と
は
未
だ
立
法
者
自
身
に
よ
っ
て
も
信
じ
ら
れ
て
は
お
ら

ず
、
そ
の
限
り
で
バ
イ
エ
ル
ン
の
「
司
法
国
家
」
的
構
造
|
|
そ
れ
は
必
ず
し
も
法
日
権
利
共
同
体
で
は
な
い
ー
ー
が
完
全
に
は
克
服
さ
れ

る
こ
と
な
く
生
き
続
け
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
最
も
雄
弁
に
語
っ
て
く
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
、
普
通
刑
事
法
学
を
通
じ
て
維
持

さ
れ
た
「
正
規
刑

f
s
E
。
昆
吉
田
吋
山
田
〉
」
と
「
特
別
刑

Q
o
g同
日
可

S
E
E
R
-乙
」
と
い
う
対
概
念
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の

す
な
わ
ち
、
「
裁
判
官
の
衡
量

(FBg-mgロ
も
に

裁
判
所
(
。

rkra乙
は
、

『
刑
事
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
一
一
一
条
は
、

次
の
様
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

委
ね
ら
れ
る
裁
量
刑
な
い
し
特
別
刑
(
耳
目
己
W
ロ
r
H
Z
n
r
o
g仏
何
一
三

E
o
E
U
R
-
-
g
g同
g
)
の
場
合
、

北法34(6・34)984 
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事
由
も
し
く
は
加
重
事
由
と
な
る
犯
罪
の
全
て
の
事
情
を
考
慮
し
、
よ
り
軽
微
な
る
場
合
や
疑
わ
し
い
場
合
に
は
加
重
よ
り
も
減
軽
を
な
す

べ
き
で
あ
り
、
新
し
い
刑
罰
や
異
常
な
刑
罰
を
案
出
し
て
は
な
ら
ず
、
犯
罪
と
刑
罰
と
の
適
正
な
均
衡
(
司

8
3
E
S
)
を
考
え
ね
ば
な
ら

ず
、
本
条
例
£
広
告
同
E
S〉
に
明
文
の
規
定
が
な
い
場
合
に
自
由
裁
量
(
〉
岳
町
江
戸

g
a
m
円。E
1切

EgFSロ
)
に
よ
っ
て
死
刑
を
科

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
。

続
く
第
一
三
条
は
、

「
法
律
す
な
わ
ち
法
(
の
m
S
R
ロロ門田河骨
nrc
に
よ
っ
て
既
に
定
め
ら
れ
て
い
る
正
規

(3) 

そ
の
他
任
意
の
刑
罰
た
る
を
問
わ
ず
、
)
本
条
例
に
〈
山
口
骨
ロ

g
ω
g
Z吾
〉
明

文
の
規
定
が
あ
る
か
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
法
の
類
推
に
よ
っ
て
(
官
同
自
己
o
m
E
S
E岳
)
こ
れ
(
本
条
例
中
の
規
定
)
か
ら
引
き
出

リ

ヒ

タ

t

し
う
る
適
法
な
事
由
が
存
在
し
な
い
限
り
、
裁
判
官
は
加
重
も
し
く
は
減
軽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

刑

(
C
E古
田
弘

lω
同

S
R
A
E
)
は、

(
身
体
刑
、

生
命
刑
、

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

こ
れ
を
裁
量
に
よ
っ
て

(
当
日
wcr円・

-W5
自
己
の
考
慮
に
し
た
が
っ
て
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
法
文
は
、
な
る
ほ
ど
『
刑
事
法
典
』
は
裁
判

機
闘
を
名
宛
人
と
す
る
「
裁
判
令
」
で
は
あ
る
が
、
実
体
法
的
裁
判
規
範
を
網
羅
的
に
提
供
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て

そ
の
臣
民
の
行
為
規
範
と
し
て
の
性
格
も
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
、
如
実
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、
『
刑
事
法
典
』
の
〔
実
体
法
的
〕
裁
判
規
範
と
し
て
の
相
対
的
充
実
に
対
応
し
て
、
「
正
規
刑
」
・
「
特
別
刑
」
と
い
う
概
念
が
、
初
期
の

普
通
刑
事
法
学
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
内
容
を
獲
得
し
て
き
で
い
る
こ
と
も
ま
た
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
ヵ
l
ロ
リ

l
ナ
刑
事
法
典
』
第
一

O
四
条
に
、
「
:
:
:
我
が
皇
帝
法
が
生
命
・
名
誉
・
身
体
も
し
く
は
手
足
に
対
す
る
い
か
な
る
苦
痛
刑

を
も
置
い
た
り
定
め
た
り
し
て
い
な
い
事
柄
(
も
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
事
柄
)
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
な
ら
び
に
審
判
人
は
、
何
人
を
も

こ
れ
に
反
し
て
死
刑
そ
の
他
の
苦
痛
刑
に
処
し
て
は
な
ら
な
い
:
:
:
(
:
:
:
宮
口
語

g
g
n
r
g
F
L
2
仏

2
8
5
3
色
白
山
岳

g
)
4
5
2
北法34(6・35)985 



説

問問可田町吋
-
w
r
H由ロ
r
p
r冊目ロ
mHFM可
ヨ
ニ
ロ
ロ
円
}
同
町
門
田
可
丘
町
曲
目
円
。
ゲ

m
p
m
r
g
p
日冊目

σ
。
L
2
ぬ
}
町
四
円
同
四
日
目
立

N
O
F
O門同町『

4
R
r白ロ閃巾
P
・

百
円
宮
市
門
司
昆

4
H
H
Z
1
2
L
R当日仏
2
白
ロ
ロ
}
戸
口
山
由
自
白

E
E
S
Z去

O仏
巾
門
田

E
由
同
官

Z
F
r
a
E
Fロ
:
:
:
)
」
、
と
い
う
規
定
が
あ
る
。

続
く
第
一

O
五
条
は
、
「
:
:
:
本
法
典
の
以
下
の
条
文
に
は
苦
痛
刑
が
科
さ
れ
て
い
な
い
か
十
分
な
説
明
が
な
か
っ
た
り
理
解
で
き
な
か
っ

こ
の
よ
う
に
法
典
が
予
期
し

論

た
り
す
る
刑
事
事
件
や
告
発
に
つ
い
て
は
、

(
そ
れ
が
有
罪
と
さ
れ
る
場
合
〉
裁
判
官
な
ら
び
に
審
判
人
は
、

て
お
ら
ず
も
し
く
は
理
解
で
き
な
い
事
件
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
審
理
し
判
決
す
る
こ
と
が
我
が
皇
帝
法
と
朕
の
本
法
典
に
も
っ
と
も

適
う
の
か
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
、

し
か
る
の
ち
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
:
:
:
(
:
:
:
宮
口
当
記
〔
話
回
目

3

ちゅ円ロロ
nroロ
問
。
ロ
伺
ロ
。
円
四
四
円

4和己仏国
mgロ
mmロ
・
門
出

mMV冊目ロロ
nrmp
国
片
岡
田
向
山
口
門
出
国
叩
ロ
ロ
国

nr戸
or川町ロ円四四ロ回吋昨日
nrm-ロ
ロ
山
骨
肉
師
団
叩
昨
日
四
件
。
門
同
町
同

m

山口己
m
g
s
o円
w-m吋
件
。
仏

2
4
0
2
2
E
m
d司
2
・
g
z
g
E
n
E
2
4
E
Z丹r
q
r吋
(
8
2
2
ω
口
Z
E
S
W
O
B
-〉
E
L
Z
E品
2
・

4

丘
町
宮
口

morroロ
NEr--円相川市ロ

O
L
2
4ロ
5
3芯口内
E
w
r叩
口
町
田

]}2・
4ロ∞
m
E
円
四
百

2-wroロ
Hmnrgp
〈ロ

L
L山田町吋

4ロ回目円

O
Eロロロぬ

同
g
m
O
B町田曲目関田広口
m

州市}回目白内凶

m
F
4ロ
ロ
円
目
的
叩
口
同
昨
日
百
三
丹
羽
目
同
門
目
白
ロ
由
。
戸

4ロ
円
山
田
忠
弘
白
ロ
ロ

-
B
m同日
S
Eロ
ロ
ロ
仏
曲
目
白
口
r
H
r
z
p
:
:
:ど
、
と

(

刷

出

)

ハ

位

)

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
『
パ
ム
ベ
ル
ク
刑
事
法
令
』
の
第
一
二
五
条
と
第
一
二
六
条
に
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、

典
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
両
法
典
が
法
典
と
し
て
の
完
結
性
(
無
欠
敏
性
)
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世

ド
イ
ツ
普
通
刑
事
法
学
は
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
知
的
・
実
践
的
営
為
で
あ
っ
て
、
「
正
規
刑
」
・
「
特
別
刑
」
の

概
念
も
こ
の
脈
絡
の
中
で
形
成
さ
れ
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
な
が
ら
変
容
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

中
世
イ
タ
リ
ア
法
学
に
由
来
す
る
「
法
定
犯
罪
(
ロ
ユ
自
由

E
O丘
町
出
向
宮
)
」
・
「
非
法
定
犯
罪
(
日
目
白
山
口
回
目
肯
問
。
昆
山
口
問
冒
と
の
概
念
は
、

門

前

∞

〉

(

刷

出

)

オ
ラ
ン
ダ
人
ダ
ム
ホ
ウ
ダ

I
C
o仏
o
n
E
U白旨
roロ
仏
叩
同
)
や
ラ
ウ
フ
ド
ル
ン
(
同
氏
耳
目
口

r
m
g
n
r仏
0
2
)
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
に
導
入
さ
れ

カ
ル
プ
ツ
ォ
フ
(
∞

g
E
-
E
の白

4
8
4〉
(
一
五
九
五
年
l
一
六
六
六
年
〉
は
、

別
〉
刑

Q
S
E
R
H
E
o
E
-
E巳
回
目
白
口
問
玄
可

R
U〉
」
の
側
か
ら
論
ず
る
。
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
に
は
、
付
法
律
自
体
が
量
刑
を
裁

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
間
題
を
、
「
法
定
外
(
特

北法34(6・36)986 
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ハ
邸
〉

判
官
に
委
ね
て
い
る
場
合
と
、
。
「
お
か
さ
れ
た
犯
罪
が
特
定
の
名
称
を
持
た
ず
、
法
律
な
い
し
条
例
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説 (ゆ

な
い
場
合

(ω
包
旦
回
目
2
5
8
M
M
m
G
2
E
E
B
口
町
口
宮
B
E
B
E
B
2
8
E
R
ロ
ア
ロ
2
r
m
-ゲ
5
4
巴
丘
三
口
片
山
回
目
官
g
m
o
s
s
-

〈
町
田
)

日
比
四
r
S
E
B
B
吉
岡
山
由
昨
日
)
」
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
犯
罪
の
名
(
昨
日
E
5
2
-
s
u
巴
」
も
「
法
律
上
の
処
罰
(
Z
m
E
B
白
S
E
邑・

(
伺
引
〉

g
H
回
目
。
)
」
も
欠
い
て
い
る
が
処
罰
す
る
に
価
す
る
行
為
は
、
「
非
行
(
師
同
町
民
。
ロ
忠
臣
ど
と
い
う
「
一
般
的
名
辞
釘
冊
目
E
F
4
0
口
問
Z
H
E
B
)
」

門
町
出
)

で
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
非
法
定
犯
罪
(
口
広
g
g
E
由
民
n
Z
B
〕
日
可
g
丘
町
口
問
岡
山
口
日
〉
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
伺
時
代
の

変
遷
に
伴
う
量
刑
価
値
の
変
動
な
ら
び
に
実
に
多
様
な
事
例
に
直
面
す
る
刑
事
裁
判
実
務
の
要
請
か
ら
、
「
法
定
(
正
規
〉
刑
」
に
加
重
・

減
軽
を
施
す
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
。
以
上
の
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
は
全
て
適
正
か
つ
在
来
の
刑
種
を
用
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
川
町
〉

ぃ
、
と
さ
れ
て
い
た
。
カ
ル
プ
ツ
ォ
ブ
の
経
験
主
義
的
・
実
務
的
姿
勢
は
、
彼
を
し
て
「
法
定
外
〈
特
別
)
刑
」
の
枚
挙
を
断
念
さ
せ
、
ま

た
「
今
日
の
判
決
(
裁
判
)
は
こ
と
ご
と
く
法
定
外
(
特
別
〉
の
も
の
で
あ
る
(
0
5
口
紅
白
E
S
E
e
n
U
F
O
丘
町
E
R
S
E
E
R
U
E
E
〉
」

〈

m出
〉

と
発
言
せ
し
め
た
が
、
そ
の
際
彼
は
『
カ
I
ロ
リ
l
ナ
刑
事
法
典
』
の
第
一

O
五
条
を
引
用
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
法
学
の
圧
倒
的
な
影
響

門
的
出
)

の
下
に
さ
し
あ
た
り
ド
イ
ツ
法
源
と
は
独
立
に
進
め
ら
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
刑
事
法
学
の
営
み
は
、
ド
イ
ツ
普
通
刑
事
法
の
最
初
の
体
系
的
叙

述
で
あ
る
ヴ
ィ
ゲ
l
リ
ウ
ス
(
Z
W
O
F
E
〈
釘
叩
r
g
)
の
『
公
け
の
裁
判
の
順
序
に
並
べ
変
え
普
通
法
と
対
照
し
た
カ
l
ロ
リ
l
ナ
法
典

(
の
O
ロ
邑
z
t
o
口
町
田
の
R
O
E
S
m
宮ず
Z
8
2
B
古
島
己
0
2
5
u
o
E
-
5
5
H
色
白
2
2
2
5』
g
E
H
o
g
g
日
ロ
ロ
日
n
o
-
-
己
目
白
)
』
(
一
五
八

〈
川
田
〉

三
年
、
一
五
九

O
年
、
一
五
九
六
年
、
一
六

O
三
年
、
二
ハ
一
三
年
)
以
降
、
『
カ
l
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
固
有
法

〈

町

田

)

(

町

四

〉

源
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
し
て
き
で
い
た
。
ゴ

l
プ
ラ

I

C
己
目
門
戸
口
5
の
o
Z
巾
同
)
〈
=
〉
ロ
ロ
吉
田
H
E
E
〉
つ
五
四
三
年
〉
や
レ
ム
ス
ハ
の
g
括

ハ

巾

出

)

円

山

田

)

M
N
m
g
g
)
(
=
Z
冊
目
町
田
町
田
わ
号
ロ
ロ
E
E
)
(
一
五
六
四
年
)
の
書
物
の
ほ
か
、
一
七
世
紀
前
半
に
は
『
カ
l
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
の
規
定
に
と
り

わ
け
法
律
が
法
通
暁
者
の
助
言
を
求
め
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
の
学
説
に
よ
る
補
充
を
加
え
た
註
釈
も
少

〔

鈎

)

ハ

削

〉

な
く
と
も
五
点
現
わ
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
の
法
生
活
に
お
い
て
同
法
典
が
持
つ
意
味
は
、
徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

北法34(6・37)987 



説

状
況
の
中
で
、

そ
も
そ
も
裁
判
官
の
法
活
動
に
対
す
る
制
定
法
律
の
原
理
的
優
位
を
前
提
と
し
た
上
で
そ
の
法
律
を
具
体
的
に
適
用
し
〈
カ

ル
プ
ツ
ォ
フ
の
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
の
第
一
類
型
)
そ
の
欠
紋
に
対
処
し
(
同
じ
く
第
二
類
型
〉
そ
れ
を
修
正
・
緩
和
し
て
実
質
的
合

論

理
性
を
確
保
す
る
(
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
の
第
三
類
型
)
も
の
で
あ
る
「
法
定
(
正
規
)
刑
」
・
「
法
定
外
(
特
別
〉

刑
」
の
対
概
念
が
、
『
カ

1
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
と
い
う
現
実
の
制
定
法
律
の
規
定
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
カ
l
ロ
リ

ー
ナ
法
典
』
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
固
有
法
源
は
、
「
司
法
国
家
」
も
し
く
は
「
法
学
国
家
」
と
で
も
い
う
べ
き
法
l
国
家
構
造
の
中
に

理
論
的
・
有
機
的
に
組
み
込
ま
れ
、

不
断
に
生
成
・
発
展
を
遂
げ
て
い
く
〔
ド
イ
ツ
〕
刑
事
法
学
の
基
礎
な
い
し
核
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の

限
り
で
、
逆
に
「
司
法
国
家
(
法
学
国
家
)
」
的
構
造
に
枠
を
は
め
、
こ
れ
を
制
約
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
l

ハ
ン
・
ザ
ム
エ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
y

ヒ
-
ベ

l

マ
l
問
、
そ
の
よ
う
な
〔
刑
事
〕
法
学
史
の
流
れ
の
中
で
、
「
正
規
(
法
定
)
刑
」
・

「
特
別
(
法
定
外
〉
刑
」
の
概
念
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
『
カ

i
ロ
リ

l
ナ
法
典
』
第
一

O
四
条
は
、
同
法

典
な
ら
び
に
普
通
法
が
死
刑
・
身
体
刑
・
名
誉
刑
を
科
さ
ず
、
軽
い
壊
罪
金
(
民
事
罰
〉
を
科
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
ハ
「
有
名
(
特

定
)
犯
罪
(
田
宮
岳
山
田
弘
巳
宮
山
口
O
B
Z同
巴
日
合
同
日
巳
仲
間
)
」
)
、
〔
地
方
の
慣
習

O
Z
2
4
2
N
や
裁
判
官
の
衡
量
に
よ
っ
て
〕
重
い
刑
罰
(
苦
痛

刑
、
刑
事
罰
)
を
科
す
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
、

そ
の
限
り
で
「
司
法
部
の
裁
量
の
濫
用
(
白
ゲ

5
5
2
Z
Eご
昆
広
丘
町
)
」
が
否
定
さ
れ

る。

一
方
、
第
一

O
五
条
は
、
「
『
カ

I
ロ
リ
I
ナ
法
典
』
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
ず
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
犯
罪
合
同
ロ
ユ
B
g
z
n
2
0ロ
E

胃
2
2印抽出。口同町
0
0
5宮
口
B
〉
」
や
、
規
定
は
あ
っ
て
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
逆
に
特
殊
な
事
案
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
禁
令
の
内
容
が
不
完
全
・
不
明
確
な
も
の
、
「
刑
罰
が
十
分
に
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
暖
昧
な
文
言
で
規
定
さ
れ
て
い
る

p
g
E

ロO
ロ
白
血
昨
日
二

3
5
5
g
E
S
F
U
S
E
-回
官
。
吉
田
町
仲
田
)
」
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
場
合
に
は
、
普
通

法
(
但
し
、
実
務
は
ベ

l

マ
!
と
異
な
り
、
ロ
ー
マ
法
の
補
充
的
効
力
を
否
認
す
る
〉
の
適
用
や
『
カ
l

ロ
リ
l
ナ
法
典
』
の
規
定
の
類
推

な
い
し
宣
言
的
解
釈

(
Z
Z
4
H
S白
Z
o
r
n
-日
丘
町
乙
お
よ
び
〔
第
一

O
四
条
の
制
限
を
逸
脱
し
な
い
範
囲
で
〕
地
方
特
別
法
や
裁
判
の

北法34(6・38)988 



ハ
問
〉

慣
行
(
己
宮
田
『

0
5
5
2
)
を
も
っ
て
処
断
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
れ
を
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
は
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
守

og同
m
E
B
O
E
r

出
国
同
町
田
)
」
と
呼
び
、

(3) 

こ
う
し
て
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
の
う
ち
『
カ
l
ロ
リ
l
ナ
法
曲
と
で
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
「
非
法
定
犯
罪

P
Z
5
2同
〔

r-wg〕
ouaE。丘一口同片山田)」

(
H
「
非
行
(
由
丹
市
毘
。
口
三
5
)」
)
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
ベ

l
マ
l
に
お
い
て
は
「
非
法
定
犯

門別〉

罪
」
の
概
念
は
捨
て
去
ら
れ
、
「
有
名
(
特
定
)
犯
罪

(
P
F
Z
E
B
-
E巴

Err-g)」
と
「
無
名
(
不
特
定
)
犯
罪

Em--n富
山
口

5
5ナ

E
S
)」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
。

こ
れ
は
ベ

i
マ
ー
が
、

(HU22田吋}回目
O
L
2
W
5
)
(
一
五
八

O
年

l
一
六
四

O

テ
オ
ド
リ
ク
ス

中世後期・近世におけるバイエルγ.ラント法史研究序説

年
)
と
同
様
、

禁
令
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
、

あ
る
行
為
を
「
許
さ
れ
ぬ
行
為

p
a
S
E
w
-吉
田
ど
と
し
、
犯
罪
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、
「
法
律
以
前
の
行
為
は
全
て
法
的
に
は
無
色
で
あ
る

(OBロ
g
R
H
5
8お
}
命
的
冊
目
百
三
町
長
時
同

5
5
2〉」、

〈

邸

〉

え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
ベ

1
7
1
の
体
系
は
、
犯
罪
の
一
般
理
論
と
「
無
名
(
不
特
定
〉
犯
罪
」
概
念
と
の
間
の

〈

m)

論
理
的
矛
盾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
緊
張
関
係
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
、

犯
罪
の
「
有
名
(
特
定
)
」
化
を
極
力
推
進
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
古
法
に
由
来
す
る
「
家
の
平
和
破
壊
罪
(
家
宅
襲
撃
・
同
侵
入
〉
(
出
国

E
E
a
g
F
E
n
y
)」
に
〔
成
文
法
C
m
H

回
nHXvg〉
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕
死
刑
を
科
す
こ
と
を
、
ラ
ン
ト
平
和
撹
乱
罪

(FENd司
自
巴
・
ラ
ン
ト
平
和
破
壊
罪

(
E
E
E白・

『カ

1
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
第
一
二
八
条
と
同
第
一
二
九
条
の
類
推
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
り
、

向日目

B
Z
5
5
に
関
す
る

共
犯
に
関
す
る
同

第
一
七
七
条
を
類
推
し
て
「
犯
行
後
の
犯
人
援
助
(
事
後
共
犯
と
を
認
め
た
り
、
窃
盗
の
規
定
を
類
推
し
て
業
務
上
横
領
を
処
罰
し
た
り
、

魚
の
窃
盗
に
関
す
る
第
一
六
九
条
の
類
推
な
い
し
宣
言
的
解
釈
に
よ
っ
て
野
獣
や
ザ
リ
ガ
ニ
の
窃
取
の
処
罰
を
認
め
た
り
な
ど
す
る
彼
の
解

釈
制
は
、
い
わ
ば
新
し
い
構
成
要
件
を
提
案
し
既
存
の
そ
れ
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
課
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
第
三
者
に
よ
る
囚
人
解
伎
に
関
す
る
第
一
八

O
条
を
自
己
解
放
に
類
推
適
用
し
た
り
、
第
一
一
一
条
に
定
め
ら
れ
た
鋳
貨
の
偽
造
・
変

ν

d

N

1

9

ア

ハ

山

山

〉

造
の
場
合
の
刑
罰
を
そ
の
ま
ま
外
国
君
主
の
「
国
王
留
保
権
」
侵
害
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
解
釈
学
上
の
提
案
も
、
ま
た
同
様

の
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

と
考
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説

「
非
法
定
犯
罪
」
概
念
が
否
定
さ
れ
、
「
無
名
(
不
特
定
)
犯
罪
」
の
「
有
名
〈
特
定
)
」
化
が
意
図
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
「
法
定
外
(
特

(m〉

別
)
刑

f
g
B
E
R
g丘
町
阻
止
問
)
」
の
概
念
も
そ
の
意
味
を
変
え
、
「
特
別
(
法
定
外
)
刑

f
g
E
Z円
H
S
E
E
R
U
)」
と
「
裁
量
刑

(
則
〉

(旬。

g由
民
主
同
同
月
一
同
)
」
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
特
別
刑
」
概
念
の
多
義
性
や
、
「
特
別
(
法
定
外
〉
刑
」
と
「
裁
量
刑
」
の
概

念
が
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
等
置
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
ベ

l
マ
l
の
概
念
規
定
は
な
お
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
が
、

さえh
両問

基
本
的
に
は
、
「
裁
量
刑

(
3
2
2
同
岳
山
昨
日
比
思
)
」
は
「
確
定
的
法
定
刑

F
o
g
s
仏

2
2
8山E
g
o
-
3
2同
}
呂
町
民
自
問
)
」
と
対
を
な

す
概
念
で
払
問
、
「
特
別
(
法
定
外
〉
刑
(
匂

o
m
E
2
5
0
E
E
E〉
」
は
「
正
規
(
法
定
)
刑
守

o
m
g
o
E
Z阻
止
帥
)
」
と
対
を
な
す
概

念
で
あ
る
。
「
裁
量
刑
」
を
構
成
す
る
の
は
、
付
〔
『
カ
i
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
第
一

O
六
条
(
身
体
、
生
命
も
し
く
は
手
足
〉
、
同
第
一
一
一

条
(
身
体
も
し
く
は
財
産
〉
、
同
第
一
二
三
条
ハ
ラ
ン
ト
か
ら
の
追
放
、
晒
し
柱
へ
の
繋
留
、
両
耳
の
切
断
も
し
く
は
答
打
ち
)
な
ど
の
よ
う

に
〕
法
律
が
特
定
の
刑
罰
を
定
め
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
複
数
の
異
な
っ
た
刑
種
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
、
。
「
無
名
(
不
特
定
)
犯
罪
」

に
お
け
る
よ
う
に
暗
黙
の
内
に
か
、
〔
『
カ
l
ロ
リ
1
ナ
法
典
』
第
一

O
九
条
、
同
第
一
一

O
条
、
同
第
一
一
一
条
、
同
第
一
一
一
一
条
、
同
第

同
第
二
ニ
四
条
な
ど
の
よ
う
に
〕
「
裁
判
官
の
衡
量

(
2
g
o
n
g
m
向日目白巳

nrgg)」
や
「
法
に
精
通
し
た
者
た
ち
の
助
言

一
一
四
条
、

(
E門凶仲色町片岡白
nrZ42印
芯
ロ
門
出
閃
刊
ロ
〉
」
を
明
示
的
に
示
唆
す
る
か
、

も
し
く
は
「
人
間
の
状
態
や
事
件
の
形
態
に
し
た
が
っ
て

(Enr

と
も
か
く
法
律
が
刑
罰
の
決
定
(
刑

m叩
-omgra陣
営
同
宮
門
由
。
ロ

2
5
L
m
g
S
F
L
2
凹白

nrmロ
)
」
と
い
う
条
項
に
よ
る
か
を
間
わ
ず
、

(
山
)

種
の
決
定
な
ら
び
に
刑
の
量
定
)
を
完
全
に
裁
判
官
に
委
ね
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ベ

l
マ
!
の
理
解
で
は
、
「
裁
量
刑

F
S
E

白吋玄

2
2山
田
〉
」
も
ま
た
法
律
に
根
拠
を
持
ち
、
法
律
の
枠
内
で
衡
量
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
限
り
で
、

そ
れ
は
、
「
確
定
的
法
定
刑

(句。巾口同}巾関山昨日同

E-
宮
町
ロ
白
骨
丹
市
口
巳

E
Z
)」
と
と
も
に
「
法
定
(
正
規
)
刑
(
宮
町

E
o邑
古
田
氏
同
)
」
を
構
成
し
て
い
る
、

(

山

)

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
観
念
的
・
形
式
的
に
は
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
の
第
一
類
型
と
第
二
類
型
に
対
応
す
る
概
念

で
あ
る
(
但
し
、
実
質
的
に
は
そ
の
か
な
り
の
部
分
に
つ
い
て
、
な
お
解
釈
論
的
提
案
と
い
う
レ
ベ
ル
で
で
は
あ
る
が
、
「
有
名
(
特
定
〉
」

と
い
う
こ

北法34(6・40)990 



化
な
い
し
「
確
定
的
法
定
」
化
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

そ
れ
は
今
や
「
裁
量
刑
」

既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
〉
。
し
か
し
、

そ
の
下
位
区
分
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
正
規
(
法
定
)
刑
罰

い
わ
ば
法
律
の
枠
を
越
え
て
加
重
し
減
軽
す
る
の
が
、
「
特
別
(
法
定
外
)
刑

カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
の
第
三
類
型
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
も

と
し
て
「
法
定
(
正
規
)
刑
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
、

〈
匂

o
g同
O
E
Z
R
U
)」
を
、
一
定
の
前
提
条
件
の
下
に
、

(
匂

ogM問
自

の
で
あ
る
。
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
の
概
念
は
、

応
報
の
観
念
に
由
来
す
る
罪

(3) 

こ
こ
ま
で
そ
の
外
延
を
縮
小
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

刑
の
均
衡

(
p
oち
E
oロ
)
の
原
理
や
一
一
般
予
防
と
い
う
目
的
主
義
的
考
慮
と
な
ら
ん
で
、
『
ヵ
l
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
自
身
が
殺
人
(
吋
宇

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

ロ
ロ
も
を
謀
殺

(
E
2
5
・
故
殺
(
吋

a
R
r
v
m
)
・
嬰
児
殺
(
百
ロ
号

3
2
5
m
)
に
分
け
て
死
刑
を
加
重
し
て
い
る
(
第
一
一
一
一

O
条
l
第
一

三
七
条
)
事
実
を
類
推
し
て
、
ベ

l
マ
l
は
、
死
刑
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
る
「
重
処
罰
犯
罪
£
由
民
n
g
旦
g
n
U
)」
に
つ
い
て
の
み
、
法
律

(
m
v
 

外
の
加
重
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
刑
に
い
か
な
る
付
加
刑
を
科
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

門

田

)

広
い
適
用
領
域
を
持
っ
て
い
た
。
ベ

l
マ
ー
は
、
加
重
事
由
(
白
路

E
S
E
-乙
な
ら
び
に
減
軽
事
由

(

別

)

(

凶

)

(

m

)

「
正
規
(
法
定
)
刑
」
・
「
特
別
(
法
定
外
)
刑
」
が
適
用
さ
れ
る
要
件
や
刑
罰
阻
却
事
由
に
関
す
る

刑
罰
の
法
律
外
の
減
軽
の
方
は
、

(
富
山
忌
刷

E
E
)
を
枚
挙
・
体
系
化
し
、

詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
無
名
(
不
特
定
〉
犯
罪
」
を
中
心
と
す
る
「
裁
量
刑
」
の
適
用
対
象
を
「
有
名
(
特
定
)
」
化
し
確
定
す

る
努
力
と
同
様
、
「
特
別
(
法
定
外
〉
刑
」
の
内
容
を
明
確
化
し
確
定
し
よ
う
と
い
う
彼
の
解
釈
学
的
営
為
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
法
定

外
(
特
別
〉
刑
」
の
最
後
に
残
さ
れ
た
部
分
(
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
の
第
三
類
型
の
一
部
)
に
つ
い
て
も
、
そ
の

(

凶

〉

「
法
定
(
正
規
)
」
化
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
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た
と
え
ば
、

ベ
l
マ
l
に
お
い
て
は
、

「
過
失

(2-宮
ご
と
「
未
遂
(
口
O
口
同
吉
田
)
」
は
、

「
確
定
的
法
定
刑

E
S
E
-
m
m
-
t
H
E
田町己【

H
2
2
B
-
E
g〉
」
を
「
t
l
規
(
法
定
)
刑
(
宮
町
ロ
曲
。

E
-
Eユ
同
)
」
と
し
て
、

「
特
別
(
法
定
外
〉
刑

Q
o
g由
民
片
岡

S
E
E
R
Zど
を
基
礎
付
け
る
「
全
て
の
犯
罪
と
刑
罰
に
共
通
の
減
軽
事
由

(
B
E
m
g
E
目。
B
巳・

σ
E
r
-
-口氏田

2
3
B
U
S
S
E
S
-巴
」
に
属
す
る
も
の
と
体
系
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
に
対
す
る

ハ
イ
ス
ラ

l

(
同四

E
R
)
が
一
七
五



説

一
年
に
著
し
た
『
犯
罪
に
お
け
る
正
当
な
刑
罰
減
軽
事
由
に
つ
い
て
(
口
四
宮
丘
町
印
刷
5
2白
B
B
E
m
g伝

g
g
u
z
n江
田
宮
山
吉
田
区
と

デ
イ
セ
ル
タ
ツ
イ
オ

iγ

い
う
博
士
論
文
は
、

未
遂
行
為
は
既
遂
行
為
と
は
「
別
の
類
型
(
曲
目
印
g

g吉
田
ど
で
あ
り
、

故
意
犯
罪
と t工
い過
う失
の犯
は罪
と

当、は
該、「
事、別
案、の
に、犯
っ、界

論

(曲目
Z
円四円ユ
B
四
ロ
)
」
で
あ
る
と
し
て
、

い
て
法
律
が
定
め
て
い
る
よ
り
少
な
く
刑
罰
が
科
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
(
宮

g
即
日
E
何
回
ユ
岳
巳
Z
F
心

g
p凶印
3
2担
B
Z
R
E虫
色
-

Z
P
R
m
2
2・円吉田
B
宮内同白

Z
E
E
-
2
2
M
M
H
5
5」
(
傍
点
筆
者
〉
か
ら
で
あ
る
。

両
者
を
減
軽
事
由
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

「
刑
罰
が
減
軽
さ
れ
る
、

ハ
イ
ス
ラ
ー
の
こ
の
考
え
方
は
、

コ
y

ホ

C
o
r
gロ
(υr広
三
O
七
日
困
対
onr)
の
『
刑
事
法
提
要

Q
E昨日吉片山
O
口
四
回
目
ロ
江
田
口
江
口
岡
山
口
田
町
田
〉
』
(
第
四
版
、

一
七
七
五
年
)
や
小
マ
イ
ス
タ
l

(の
g
円
m
T
gず
回
り
同
町
内
川
島
広
島
宮
町
山
田
片
品
吋
)
の
『
ド
イ
ツ
普
通
刑
事
法
原
理
〈
】
M
Z
E
-
-白
宮
同
町
田
口
同
一
回
岡
山
口
曲
目
日
明
。

2
5
8
W
8
8
B
B口口町)』

一
八
世
紀
中
葉
以
降
の
主
流
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
過
失
犯
と

(
一
七
八
九
年
、
第
六
版
一
八
一
九
年
)
に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
、

未
遂
犯
は
、
法
律
に
定
め
の
な
い
「
無
名
(
不
特
定
)
犯
罪
」
と
し
て
、
「
裁
量
刑

Q
8
5
常
広
可
耳
目
白
)
」
の
対
象
と
な
る
か
、

く
ば
独
立
の
構
成
要
件
と
し
て
法
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
も
な

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
途
を
も
選
ば
な
か
っ
た
。
彼
の
と
っ
た
方
法
は
、
い
わ
ば
ベ

1
マ
1
に
お
い
て
一
応
の
集
大
成
を

見
た
ド
イ
ツ
普
通
刑
事
法
学
の
成
果
を
そ
の
ま
ま
法
典
(
法
律
〉
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ス
ラ
l
の
論
文
は
、
『
刑
事
法
典
』
の
翌

か
く
し
て
『
刑
事
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
三
斜
は
「
一
方
、
犯
罪
と
な
る
の
は
、
邪

年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

悪
で
危
険
な
故
意
(
匂
ロ
ロ
巳
N
)

と
著
し
い
過
失

(
B
m
R
E
w
v
g
〈

R
一
田
町
「
白
ロ
〉
、
す
な
わ
ち
ラ
テ
ン
語
で
い
う
仏

o
-
5
4巳
2
q世
に
よ
り
、

法
律
に
違
反
し
て
作
為
も
し
く
は
不
作
為
を
な
し
た
場
合
で
あ
る
。

民
事
事
件
に
お
い
て
は

(
Z
C
4告
げ

E
〉
同
一
に
扱
わ
れ

刑
事
事
件
に
お
い
て
は

O
ロ
の
ユ
B
Z白
-FZ乙
刑
罰
と
の
関
係
で
常
に
区
別
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
過
失
犯
が
「
裁

量
刑
」
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
即
ち
、
彼
は
、
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
を
引
用
し
て
「
し
た
が
っ
て
、
単
純
過
失
な
ら
び
に
重
過
失
に

両
者
は
、

る
こ
と
が
あ
る
が
、

対
し
て
さ
え
(
。

r
g
V
E
g
-℃同
g
m
H
U
B
-同
g
g〉、

正
規
ハ
法
定
)
刑

Q
8
5
0丘
町
ロ
目
立
白
)
が
科
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
る

北法34(6・42)992 



と
と
も
に
、

過
失
の
場
合
に

(
2
S
E
g
-宮
乙
刑
事
罰
が
生
じ
な

(3) 

「
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
二
、
三
の
者
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、

(mv 

ぃ
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
未
遂
に
関
し
て
も
『
刑
事
法
典
』
第
一
部
第
一
二
章
第
三
条
が
、

の
犯
行
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
が
現
実
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
単
な
る
未
遂
(
∞

g
H
F
S∞
・
。

o
E吉
田
)
に
は
、
犯
行
そ
の
も
の
に
対
し

て
定
め
ら
れ
た
正
規
(
法
定
)
刑

(
o
E
g己
w
z
g
E
S
で
は
な
く
、
常
に
緩
和
さ
れ
た
刑
罰
を
科
さ
ね
ば
な
ら
な
い
:
:
:
」
と
規
定
し

(

印

)

(

印

)

(

印

〉

ベ
l
マ
!
の
体
系
化
し
た
そ
の
ほ
か
の
加
重
事
由
・
減
軽
事
由
・
刑
罰
阻
却
事
由
も
ま
た
、

「
何
ら
か

て
い
る
。

全
て
こ
の
二
つ
の
章
の
規
定
に
よ

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説

っ
て
「
法
定
」
化
さ
れ
た
。

「
正
規
刑

9
0
8曲
目

そ
の
結
果
、

「
特
別
(
法
定
外
〉
刑
」
と
「
裁
量
刑
」
と
の
区
別
は
再
び
消
失
す
る
。

。
丘
町
ロ
由
民
間
四
)
は
法
律
・
法
令
(
の
g
m
R
ロ
ロ
色
。
丘
ロ
ロ
ロ
も
に
よ
っ
て
既
に
確
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

い
か
な
る
裁
判
所

特
別
刑
(
旬
。

2
8

m
E
B
o
a
-
E片
山
田
町
)
は
、
裁
判
官
の
自
由
裁
量
(
三

--EZロn
F
1
片
山
口
宮
自
己
目
円
目
指
開
同
居
間
印
回
目
m
g
m
)
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
裁
量
刑

(

悶

)

(
〔
旬
。
巾
口
同
四
〕
由
同
玄
可
阻
止
田
市
)
と
も
呼
ば
れ
る
」
。
こ
こ
で
「
裁
量
刑
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
ベ

l
マ
l
が
「
裁
量
刑
」
と
呼
ん

で
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
「
法
定
刑
」
で
あ
る
。
実
際
、
『
刑
事
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
一
一
一
条
は
、

こ
の
「
裁
量
刑
な
い
し
特
別
刑
」
の
場
合
の
裁
判
官
の
衡
量
に
、
一
定
の
枠
を
は
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
方
、
ベ

l
マ
!
の
「
特
別
(
法

定
外
)
刑
」
は
、
こ
こ
で
は
何
の
名
称
も
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
裁
量
刑
」
で
あ

(。

r-mEX)
も
法
律
上
の
事
由
(
}
叩
向
田

-
2
d沼
田
口
己
な
く
し
て
減
軽
も
し
く
は
加
重
し
て
は
な
ら
な
い
。

一方、

り
、
加
重
事
由
・
減
軽
事
由
が
法
律
上
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
「
法
定
刑
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
「
法
定
外
〈
特
別
)
刑

Q
g
E
E昨日
o
a
z阻
止
乙
」
が
「
裁
量
刑

Q
O白
E
R
r
-
R日
目
白
)
」
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
概
念
的

(

胤

〉

区
別
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
逆
で
は
な
い
。

カ
ル
プ
ツ
オ
フ
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て

処
罰
に
価
す
る
「
非
行
(
凹
5
5
0ロ呉
5
)」
が
法
律
以
前
に
存
在
し
て
お
り
、

つ
ま
り
、

そ
れ
は
、

カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
場
合
に
は
、

な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
が

〔
特
に
「
非
法
定
犯
罪
」
に
対
す
る
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
の
場
合
の
〕
刑
事
罰
を
基
礎
付
け
て
い
た
が
、

グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
「
非
行

北法34(6・43)993 



説

処
罰
に
価
す
る
全
て
の
行
為
が
刑
事
〔
事
件
〕

(同
H
0
4
色
〉
」
概
念
は
、
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
て
は
い
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
非
行
、

'=:，t.‘ 
白岡

身
体
刑
・
生
命
刑
を
科
さ
れ
る
も
の
、
も
し
く
は
法
〔
律
〕
(
河

R
Z
)
と
慣
習
に
よ
っ
て
刑
事
法
廷
に
(
包

(
叩
凶
〉

問。
E
S
(
U同
町
田
山
口
曲
目
白
)
係
属
す
る
も
の
だ
け
〔
が
刑
事
事
件
〕
で
あ
る
」
。

と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
し
て
、

犯
罪
は
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
法
律
違
反
で
あ
っ
た

(
『
刑
事
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
三
条
)
。

か
く
し
て
、

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
犯
罪
と
刑
罰
の
法
定
化
を
理
念
的
に
は
達
成
し
て
い
た
。
但
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
理
念
の
上
で
の

現
実
に
は
逆
に
「
裁
量
刑
す
な
わ
ち
特
別
刑

Q
o
g由
良
玄
可
由
同
日
曲
目

2

2可
S
E
E
R
-釦
ど
と
い
う
形
で
、
「
司
法
国

こ
と
で
あ
っ
て
、

家
」
的
構
造
を
『
刑
事
法
典
』
の
中
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
未
だ
完
全
な
裁
判
規
範
(
「
裁
判
令
」
)
で
は
な
く
、
な
お
生
成
・
発
達

枢
密
参
議
会
へ
の
報
告
の
義
務
付
け
と
相
侯
っ
て
法
の
欠
触
を
克
服

の
途
上
に
あ
る
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。

「
特
別
刑
」
の
概
念
は
、

し

将
来
に
お
け
る
『
刑
事
法
典
』
の
完
成
を
保
障
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
「
法
律
な
く
し
て
犯
罪
と
刑
罰
な
し

(ロ己目ロ
B
n岡山田
2
・
ロ
ロ
ロ
白
℃

O
B白
色
ロ
o
r
m
m
)
」
の
原
則
の
入
り
込
む
余
地
は
、
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

裁
判
規
範

と
し
て
未
完
成
・
未
成
熟
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
既
に
法
典
化
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
、
刑
事
法
律
が
同
時
に
臣
民
の

行
為
規
範
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、
「
刑
罰
に
は
多
く
の
目
的
が
あ
る
。

付
侮
辱
を
被
っ
た
側
の
補
償
、
∞
加
害
を
も
っ
て
す
る
加
害
に
対
す
る
報
復
、
日
開
犯
人
の
矯
正
、
制
犯
行
を
重
ね
る
手
段
の
剥
奪
、
伺
他
の

者
た
ち
に
対
す
る
威
嚇
(
〉
σ∞n
z
z
z
n
Z印
刷
M内

m
B宮
己
、
付
国
庫
(
〉

2
白江戸
M

g

)

と
国
家
共
同
体

2
8
m四
日
市
山
口
町
司
2
8
)
の
利
益
。

以
上
の
六
つ
の
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
〈
』
O

早
宮
門

E
与
さ
-
F
o
g
B四
日
乙
、
刑
罰
と
犯
罪
と
の
均
衡
は
そ
れ
だ
け

(
m
v
 

適
正
な
も
の
と
な
る

C
m
B
m
r
:
:
:
官
。
宮

E
8
5
)」
。
被
害
者
の
名
誉
の
回
復
や
応
報
(
同
害
報
復
)
と
い
う
古
い
(
中
世
初
期
的
)

刑
罰
観
、
犯
行
手
段
の
剥
奪
と
い
う
司
法
H

権
利
〕
共
同
体
か
ら
の
追
放
」
的
発
想
(
中
世
中
・
後
期
的
刑
罰
観
)
と
な
ら
ん
で
、
「
裁
量

刑
」
の
確
定
の
際
に
は
、
そ
の
一
般
予
防
効
果
な
ら
び
に
特
別
予
防
効
果
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
更
に
、
「
公
共
の
利
益
」

北法34(6・44)994 



に
対
す
る
ポ
リ
ツ
ァ
イ
的
配
慮
も
示
唆
さ
れ
て
お
り

(
近
世
的
刑
罰
思
想
〉
、

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
社
会
の
紀
律
化
に
寄
せ
る
ク
ラ
イ
ト
マ

イ
ア
の
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
社
会
の
紀
律
化
は
、
犯
罪
と
刑
罰
を
法
定
し
て
、
そ
の
法
律
の
行
為
規
範

性
を
宣
言
し
た
だ
け
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
法
律
が
裁
判
の
場
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
紀
律
化
の
意
図
が
実
現
さ
れ

る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
。
『
刑
事
法
典
』
は
な
る
ほ
ど
厳
格
な
意
味
で
は
網
羅
的
・
包
括
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、

自
ら
「
裁

(3) 

量
刑
」
の
存
在
〔
な
ら
び
に
法
の
欠
依
の
際
の
法
定
外
処
罰
〕
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
法
典
化
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て

は
、
自
己
の
裁
判
規
範
と
し
て
の
唯
一
性
・
排
他
性
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
限
り
で
そ
の
社
会
の
紀
律
化
の
要
求
は
現
実
的
な
も
の
で
あ

り
、
そ
の
諸
規
定
は
自
己
の
行
為
規
範
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
更
に
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
具
体
的
刑
事
裁
判
を
通
じ
て
刑
事

法
の
行
為
規
範
性
を
個
別
的
に
実
現
し
、
貫
徹
し
よ
う
と
努
め
て
も
い
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
刑
事
法
典
』
の
次
の
よ
う
な
規
定
の
仕

方
に
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
部
第
五
章
第
一
条
第
一
項
は
、
無
産
の
既
婚
男
子
が
初
回
の
姦
通
を
未
婚
女
子
と
の
聞
で
犯
し
た
場

中世後期・近世におけるバイエルγ.ラγ ト法史研究序説

合
、
四
週
間
水
と
パ
ン
の
み
を
与
え
ら
れ
て
牢
獄
に
繋
が
れ
た
の
ち
、

鉄
柳
(
巴
田
町

p
o含
吋
色
町
B
g
m
m
E
5
8
回
目
nrm同
)
を
は
め
ら

手
に
は
ロ
l
ソ
グ
と
答

(
F
W
E
ロロ仏河口昨日回目ロ〉

る
(
〈
O
H
目
E
-
E也
、
と
し
て
い
た
。
同
じ
男
が
二
度
目
の
姦
通
を
既
婚
女
子
と
の
聞
で
犯
し
た
場
合
、
一
二
度
の
晒
し
と
八
週
間
の
禁
銅
と

少
な
い
給
餌
釘

2
z
m
o
〉

N
Eロ
も
を
科
さ
れ
、
同
時
に
も
う
一
度
姦
通
を
犯
す
な
ら
ば
死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
旨
の
予
告
ハ
〈

R
a
g
p
B

。2丘
O
E色
。
冨

o
E乙
を
受
け
る
(
同
第
二
条
〉
。
こ
の
男
が
三
度
目
に
姦
通
を
犯
し
た
場
合
に
は
生
命
を
奪
わ
れ
る
が
(
同
第
三
条
)
、

二
度
目
の
と
き
に
死
刑
の
予
告
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
る
(
同
第
五
条
)
。

を
持
っ
て
、

れ
、
腕
を
む
き
出
し
に
し
て
、

教
会
の
戸
の
前
に
三
度
に
亘
っ
て
晒
さ
れ

北法34(6・45)995 

こ
の
姦
通
の
規
定
は
「
確
定
的
法
定
刑
」
な

い
し
「
正
規
刑
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
、
十
分
、
行
為
規
範
性
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
裁
判
の
場

で
個
別
的
に
「
死
刑
の
予
告
」
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
条
の
行
為
規
範
性
を
当
該
犯
人
に
お
い
て
具
体
的
に
確
保
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。



説

こ
の
よ
う
な
刑
事
実
体
法
の
発
展
を
支
え
た
理
念
が
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
実
体
法
と
訴
訟
法

と
に
分
離
し
た
民
事
法
を
支
え
て
い
る
の
も
、

法
制
権
利
の
二
重
概
念
(
列
目
口
宮
〉

は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
語
を

ま
た
こ
の
理
念
で
あ
っ
た
。

論

民
事
実
体
法
ハ
市
民
法
〉
に
限
定
す
る
用
語
法
を
生
ん
だ
が
、
訴
訟
法
を
「
裁
判
令
」
と
し
て
客
観
的
法
(
法
律
)
と
区
別
す
る
思
考
は
未

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
」
は
、
依
然
と
し
て
「
裁
判
〔
所
〕
の
書
」
と
し
て

だ
登
場
し
て
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、

の
「
ラ
ン
ト
法
〔
書
〕
」
の
伝
統
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
の
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
」
は
、
民
事
法
(
市
民

法
〉
に
お
い
て
も
刑
事
法
に
お
い
て
も
、
臣
民
に
対
す
る
ラ
ン
ト
君
主
の
「
法
命
令
」
に
支
え
ら
れ
た
私
人
の
義
務
・
権
利
(
行
為
規
範
)

の
体
系
と
い
う
性
格
を
併
せ
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
〉
」
の
こ
の
こ
面
的
性
格
を
前
提
と
し
て
、
ク
ラ
イ
ト
マ

〈

印

)

ピ
ュ

y
タ

I
C
o
r
gロ
2
4
v
g
E
S
H〉
や
シ
ュ
ヴ
ァ

I
レ
ツ
と
同
様
、
民
事
法
ハ
市
民
法
〉
・
訴
訟
法
・
刑
事
法
を
「
私

イ
ア
は
、

法
(
即
位
a
o
H
E
n
r
g
m
R
Z・同
EHν
同町

g
E
B〉
」
と
し
て
一
括
し
、

「
国
家
ハ

2
2乙
そ
れ
自
体
と
国
家
共
同
体
の
紐
帯
〈

Z
2
5
列
早

私
的
(
私
人
の
〉
行
為
(
早
守
主
l
出

g
b
E
m
g
)
と
〔
私
人
の
〕
権
能
(
私
権
)
(
岳

o
c
o円
m
n
r
g同・

(m〉

自
由
ロ
)
に
よ
り
大
き
く
関
わ
る
法
律
(
の
白
血
管
N
)

が
、
本
来
、
私
法
を
構
成
す
る
」
、
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
反
対
に
「
国

家
そ
れ
自
体
と
国
家
共
同
体
の
紐
帯
」
の
方
に
よ
り
大
き
い
関
わ
り
を
持
つ
法
律
は
、
「
私
法
」
と
対
置
さ
れ
る
「
国
法
(
公
法
ど
に
属
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
「
法
命
令
」
的
「
国
法
〈
ラ
ン
ト
法
)
」
H
「
私
法
」
観
に
対
し
て
、
一
フ
ン
ト
等
族
の
側

同)ロ豆町
S
白
)
に
関
わ
る
よ
り
は
、

か
ら
異
議
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
刑
事
法
典
』
編
纂
の
際
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
む
し
ろ
立
法
に
よ
る
紀
律
化
の
強

〈
川
出
〉

ν
d
p
i
ル
ン
タ

化
を
求
め
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
彼
ら
は
単
な
る
臣
民
で
は
な
く
、
選
定
侯
の
法
院
(
官
由
民

Nengg巴
曲
)
や
統
治
府
と
な
ら
ん

で
立
法
に
協
働
す
る
共
同
支
配
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
選
定
侯
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、
既
に
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
四
世
や
ル
l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
一

O
世
(
『
バ
イ
エ
ル
ン
改
革
ラ
ン
ト
法
書
』
の
立
法
者
)

ラ
イ
ト
・
マ
イ
ア
の
現
在
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
岳
卦
バ
イ
エ
ル
ン
法
史
の
基
本
構
造
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

の
と
き
か
ら
マ
ッ
ク
ス
一
一
一
世
ヨ
l
ゼ
フ
と
ク
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四

(3) 

シ
ユ
テ
u
J

ダ

ヘ

ル

ラ
ン
ト
等
族
の
支
配
者
性
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
臣
民
性
を
阻
却
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ラ
ン
ト
君
主
で
さ
え
、
「
国
法
(
ラ

ン
ト
法
〉
」
H
「
私
法
」
に
し
た
が
っ
て
権
利
を
取
得
し
そ
れ
を
行
使
す
る
限
り
で
は
臣
民
で
あ
る
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
外
国
人
、

〈

削

〉

そ
の
範
囲
で
国
家
の
法
律
の
下
に
あ
る
」
。
そ
し

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

一
定
限
度
で
臣
民
と
み
な
さ
れ
、

て
、
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
」
H
「
私
法
」
上
の
権
利
は
、
ラ
ン
ト
君
主
の
立
法
権
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
当
然
に
は
制
約
し
な

い
。
『
国
法
論
』
は
、
立
法
権
の
中
に
法
律
を
変
更
・
廃
止
す
る
権
限
を
含
め
て
理
解
し
て
お
り
、
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
二
一
条

も
、
立
法
者
〔
し
た
が
っ
て
ま
た
ラ
ン
ト
君
主
〕
の
法
律
改
廃
権
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
た
。
蓋
し
、
「
国
家
の
一
般
的
目
的
は
ひ
と
え

聖
職
者
、

そ
の
他
の
特
権
保
有
者
(
肘
比
日
吉
田
)
は
、

に
公
共
の
福
祉
で
あ
り
、
こ
れ
は
常
に
唯
一
に
し
て
不
変
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
保
持
す
る
手
段
は
、
時
代
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
。

人
定
法
律
は
、
そ
の
よ
う
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
O
i
-
-
-
し
た
が
っ

法
律
を
制
定
し
た
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
再
び
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
側
、
要
す
る
に
、
「
私
法
」
H
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
〉
」

グ
ユ
テ

γ
デ

上
の
権
利
は
、
等
族
の
支
配
権
を
も
含
め
て
、
君
主
の
立
法
〔
改
廃
〕
権
に
よ
っ
て
変
更
・
修
正
を
受
け
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る

目
的
は
同
じ
で
も
、

状
況
が
別
の
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

て、の
で
あ
る
。
立
法
権
を
基
礎
付
け
そ
の
行
使
を
枠
付
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
は
、
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
に
お
い
て
は
「
安
全
・
平
穏
か
つ
快
適

な
j
・
:
生
活
」
で
あ
っ
て
、
法
"
権
利
の
体
系
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
は
い
な
い
。
後
者
は
前
者
に
依
拠
し
、
む
し
ろ
こ
れ
に
よ
る
制
約
を

も
と
よ
り
君
主
は
、

自
然
神
法
〔
律
〕
(
い
わ
ゆ
る
自
然
(
理
性
)
法
〔
律
〕

)
C
g
会

J
L
E
S
S
E
E
-
m
)
と
実

定
神
法
〔
律
〕
(
啓
示
さ
れ
た
法
〔
律
〕
、
聖
書
に
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
神
法
)
C
5
5
4
m
g
E
B
)
に
拘
束
さ
れ
る
。
蓋
し
、
そ
れ
ら
は
通
用

力
の
根
拠
を
神
の
意
思
に
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
聞
は
:
:
:
神
と
自
分
自
身
と
隣
人
に
対
し
て
い
か
な
る
義
務
を
負
つ

受
け
る
関
係
に
あ
る
。
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説

て
い
る
か
、
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
「
主
権
者
と
そ
の
他
の
者
と
で
違
い
は
な
い
。
神
法
〔
律
〕
は
、
前

オ

ー

バ

ー

ヘ

ル

9

ツ

ヒ

カ

イ

ト

(

叩

川

〉

者
も
後
者
も
拘
束
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
(
神
の
)
権
力
と
上
級
支
配
者
た
る
資
格
は
、
両
者
の
上
に
等
し
く
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。

論

但
し
、
そ
の
場
合
、
「
白
然
法
の
第
一
原
理
(
司
巳
B
ロ
B
官
Zn-HV25
」

E
U
E
E
E
]山
田
)
は
、

因
さ
れ
て
い
る
神
の
目
的
に
則
し
て
行
動
す
べ
し
、
と
い
う
も
の
で
」
あ
っ
て
、
権
利
と
い
う
含
意
は
な
い
。
こ
の
第
一
原
理
か
ら
導
き
出

人
間
は
、

そ
の
本
性
な
ら
び
に
そ
こ
で
意

さ
れ
る
の
も
、
「
神
を
敬
い
愛
し
畏
れ
、

節
度
を
守
り
、
自
分
の
生
命
を
維
持
し
自
己
の
生
活
を
改
善
し
、

隣
人
と
平
和
に
仲
好
く
暮
し
、

何
人
を
も
侮
辱
せ
ず
、

各
人
に
各
人
の
も
の
官
民

ω巳
巳
問
。
〉
を
帰
し
、
こ
う
し
て
神
の
栄
誉
と
人
間
の
幸
福
(
の

-rrozmZ5
と
い

〈

凶

)

う
目
的
を
促
進
す
る
:
:
:
義
務
」
で
あ
る
。
何
が
「
彼
の
も
の

2
8
8
E
m
m
)」
か
は
、
そ
こ
で
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、

人
定
法
律
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
自
然
法
学
な
ら
び
に
神
〔
法
〕
学
の
直
接
的
適
用
は
避
け
る
こ
と
が
む
し
ろ
正
義

に
適
う
由
縁
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
神
法
な
ら
び
に
自
然
法
は
、

〈

m〉

す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
ど
を
構
成

た
と
え
そ
れ
が
法
n
権
利
の
体
系
と
し
て
の
実
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

H
「
私
法
」
上
の
〔
臣
民
の
〕
権
利
が
ラ
ン
ト
君
主
の
立
法
〔
改
廃
〕
権
を
理
論
的
に
制
約
す
る
こ
と
は
、

「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
)
」

い
ず
れ
に
し
で
も
あ
り
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、

ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
ラ
ン
ト
君
主
の
立
法
〔
改
廃
〕
権
が
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
か
ら
の
拘
束
を
免
れ
て
い
る
、
と
考

ラ
ン
ト
君
主
の
具
体
的
支
配
権

C
Z
E
自
己

E
E号
P
E
a
g
g
a
z
n
r
g
)
の
ラ
ン
ト

既
に
見
た
よ
う
に
、

γ
忌
テ
ゾ
デ

内
で
の
行
使
は
、
帝
国
法
律
と
ラ
ン
ト
等
族
と
の
契
約
な
ら
び
に
慣
習
に
よ
る
制
限
を
受
け
て
い
た
。

(
山
凶
〉

ν
ガ

I

P

ア

の
憲
法
(
国
制
)
(
〈

2
p
a
g
m
)」
の
実
質
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
支
配
権
能
全
般
に
つ
い
て
の
一
般
的
規
別
で
あ
っ
て
、
法
を
設
定

す
る
立
法
権
に
つ
い
て
は
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
帝
国
等
族
が
、
普
通
法
に
反
し
て

(
g
E
E
〕

5
8
5
B戸
5
)
そ

え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
三
つ
が
、

「
帝
国
と
ラ
ン
ト

の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
何
ら
か
の
立
法
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
学
説
上
(
山
口
同

r
g片
山
白
〉
な
お
争
い
が
あ
る
。

神
法
な
ら
び
に
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自
然
法
と
い
う
普
通
法
に
関
し
て
は
(
}
口
同
町

8
5
8
g山
岳
己
ロ

0
4
m
-
S
E
E
-
u、

蓋
し
、

こ
の
世

(3) 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
問
題
は
な
い
。

ド
イ
ツ
帝
国
普
通
法
律
に
つ
い
て
は
、
私
的
事
項
と
帝
国
憲
法

(
国
制
)
(
河
内
山
口

Z
4
2
p
gロロ
m)
に
関
わ
る
事
項
と
が
区
別
さ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
否
定
的
見
解
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
肯
定
的
見
解

が
通
説
で
あ
る
(
:
:
:
ロ
品
丘
町
P
:
:
:
回目出同自由民

g
g
B
B
Z
E
O
H
)。
も
う
一
つ
の
論
点
は
、
先
行
す
る
〔
ラ
ン
ト
〕
条
例

p
s
z
z
g
)

が
新
し
い
一
般
帝
国
法
律
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
単
的
に
(
己

5
1
-
a
g乙
肯
定
し
た
り
否

の
何
人
も
、

こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一方、

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

定
し
た
り
す
る
が
、
或
る
学
者
た
ち
は
、

い
ろ
い
ろ
に
類
型
分
け
を
し
て

(
g
X
4
2包
E
E
E
g
o
-丘
町
民
巴
。
ロ

g
)
解
決
を
与
え
る
。
特

。E2
2
E
E
F
仏

w
m
M可阻ロ叩
O国

4mご
邑
山
口
宮
町
同
H
M

宮
丘
町
)
区
別
で
あ
る
。

(
問
)

学
者
の
説
は
、
後
二
者
は
帝
国
法
律
、
最
初
の
も
の
に
関
し
て
は
ラ
ン
ト
法
律

(Fsrぬ
22N)
に
よ
る
ベ
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
。

慣

習

法

合

20ZEz--凶
R
Z・
出

2
E
S
S
E
-
言
。
S
E
E
P
2
2
5
)
が
ラ
ン
ト
君
告
に
よ
る
改
廃
の
対
象
に
な
り
う
る
こ
と

ハ
問
〉

は
、
『
市
民
法
典
』
第
一
部
第
一
章
第
一
二
条
、
同
第
二
章
第
一
五
条
第
五
項
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
て
残
っ
た

シ
ユ
テ

y
J
T

へ

ル

ラ
ン
ト
等
族
と
の
契
約
だ
け
が
、
ラ
ン
ト
君
主
の
ラ
ン
ト
内
事
項
に
関
す
る
立
法
権
を
理
論
的
に
も
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ハ
山
川
)

こ
れ
は
、
「
合
意
は
守
ら
る
べ
し
、
と
い
う
神
の
捉
(
司

g
m
n
s
z
g
e
iロロ
5
・
M
V
R
Z
8
2
8円
V
g
gど
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し

ハ
悶
〉

か
し
、
「
国
法
(
ラ
ン
ト
法
〉
」
日
「
私
法
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
ラ
ン
ト
契
約

(
F
S
缶
詰
三
月
間
宮
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

に
重
要
な
の
は
、

臣
民
・
外
国
・
帝
国
裁
判
所
と
の
聞
の

(

1

)

本
稿
パ
門
第
二
章
第
一
節
第
一
項
な
ら
び
に
一
八
六
頁
。

(
2
〉
同
第
二
章
第
一
節
第
三
項
な
ら
び
に
一
八
六
頁
。

(

3

)

同
第
二
章
第
二
節
第
一
項
。

(
4
〉
同
第
二
章
第
二
節
第
二
項
な
ら
び
に
一
八
七
頁
。

(
5
〉
同
一
七
四
i
五
、
一
八
七
頁
。
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説

ハ
6
)
同
一
七

O
l五
、
一
七
七

l
一
八

O
、

(
7
〉
本
稿
付
第
二
章
第
二
節
第
二
項
参
照
。

(

8

)

悶
第
一
章
と
り
わ
け
一
一
七
!
九
頁
参
照
。

(

9

)

〉ロ

B
R
r
cロ
問
問
ロ
色
。
富
切
の
-
H
・
H
-
m・
ω・
ω・∞・

(
m
v
同内耳目立
g
a
p
ω
g
g
a
o
n
z
-
m・
5
r
ω
・
5
0・

イ

ヒ

ス

ホ

l
フ
a
y
t
F

(
U
〉
〉
・
同
・
。
・
噌
叩
・
∞

0・
ω・
呂
町
内
・
に
、
「
帝
国
の
最
高
裁
判
所
(
丘
町

E
口

Z
Z〔
ロ
〕
河
包
円
宮
間
R
W
Z
o
y
-
-
:を
構
成
す
る
の
は
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
と

ヴ
ェ
ツ
ラ
l
の
帝
室
裁
判
所

R
S
5
2
m
m
H
-
n
y
C
の
ほ
か
に
、
皇
帝
空
位
期
間
中
岳
民
自
丹
市

E
Z
H
B
mロO
〉
帝
国
門
宮
廷
〕
法
院
を
代
理
す
る
任

H
V
イ
方
リ
ア
ー
ト

を
負
う
帝
国
代
理
職
の
二
つ
の
裁
判
所

(
5
8ユ
包
括
R
r
z
m〉
が
あ
る
。
皇
帝
は
、
帝
国
の
問
意
な
く
し
て
新
し
い
帝
国
裁
判
所
を
組
織
し
た
り
、

旧
来
の
そ
れ
を
改
組
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
と
あ
る
。
黄
金
印
文
書
に
よ
れ
ば
、
「
プ
フ
ア
ル
ツ
選
定
侯
と
ザ
ク
セ
ン
選
定
侯
が
、
自
己
の
地
方

(
U
E
E
n
C
で
帝
国
代
理
職
守
山

n
R広
岡
田
宮
江
戸
)
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

I
レ
ン
和
約
以
来
、
プ
プ
ア
ル
ツ
選
定
侯
家
の

ラ
イ
ン
帝
国
代
理
職

E
g
H
r巴
忠
良

Z
m
a
n
Z£
S
Z阻
む
が
バ
イ
エ
ル
ン
選
定
侯
に
よ
っ
て
争
わ
れ
て
き
た
。
一
七
二
四
年
に
両
選
定
侯
家
が
共
同

で
(
宮
町
内
山
5
0
2
5古
田
与
え
じ
、
一
七
四
五
年
に
は
交
代
で

P
P
R
g
z
g
B〉
就
く
こ
と
に
話
し
合
い
が
つ
き
、
一
七
五
二
年
、
正
式
の
帝
国
決
議

ヲ

イ

ヒ

ス

ホ

1

7

ヲ

t
ト

に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
。
:
:
:
各
帝
国
代
理
職
は
、
空
位
期
間
中
活
動
の
停
止
す
る
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
に
替
わ
る
自
己
の
帝
国
代
理
職
裁
判
所
を
白

ヲ
イ
u
b

兵
力
ム
マ

l
dゲ
リ
ν
b
F

ラ

イ

ヒ

メ

ホ

ー

ア

ヲ

l
L
F

己
の
地
方
(
管
区
)
に
お
い
て
組
織
す
る
:
:
:
権
利
を
有
す
る
。
:
:
:
帝
室
裁
判
所
は
、
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
と
は
異
な
り
、
空
位
期
間
中
も
そ
の

活
動
を
停
止
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
判
決
〈
民
間
出
品
目
白
ロ
含
〉
は
両
帝
国
代
理
職
共
同
の
名
の
下
に
下
さ
れ
る
:
:
:
」
(
同
・
白
・

9
・
m
・
8
・

ω-gcc

こ
の
ほ
か
、
ロ
ー
ト
ヴ
ァ
イ
ル
(
問
。
円
}
5
2
0
の
宮
廷
裁
判
所
、
ヴ
ァ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
(
認
可
町
佐
官
ユ

g〉
在
の
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
プ
ル
ク
グ
ラ
I
フ
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
と
い
っ
た
帝
国
の
下
級
裁
判
所
が
な
お
活
動
し
て
い
た

P
・同・

9
・間

-g-

シ

ユ

テ

ン

デ

ラ

イ

ヒ

ス

ホ

1

フ，
I
h
-
ヲ
イ
ヒ
ス
カ
ム
マ

1
dグ
nv
ヒ
ト

∞
-
E
H
R・
)
。
帝
国
等
族
の
仲
裁
裁
判
所
(
〉
ロ
宮
町
四
白
}
問
。
門
戸
nZ)
も
存
在
し
た
(
同
・
同
・
。
・
・
叩

-
E
-
ω
-
E
2・1
帝
国
〔
宮
廷
〕
法
院
と
帝
室
裁
判
所

に
つ
い
て
は
、
〈
間
}
・
白
-
P
O
-
-
間四・∞
H
E
・∞
N-ω
・
5
印
南
:

(
ロ
)
〉
・
目
・
。
・
・
閣
・
∞
A
V

∞
-
R印
R
:

(
臼
)
〉
-
P
。・・叩・印∞

-ω-HOO-

ハ
叫
)
〉
・
白
・
。
・
・
叩
・
少

ω・
由
同
:

(
M
M

〉
本
稿
位
九
九
|
一

O
O頁
参
照
。

一
八
七
頁
な
ら
び
に
本
意
小
序
参
照
。

北法34(6・50)1c削
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(
叫
山
〉
〉
・
曲
・

9
・明・斗・

ω・
5
h・
・
本
章
小
序
註
(
弘
)
所
引
〉
ロ
旨
O
H
r
g同
Z
E
r
o
H
の
宮
切
(
U
・"ぐ
OHHOP
も
参
照
の
事
。

〈
げ

)ω
富
田

ZHonrf
叩
・
∞

-ω-H由・

(叩ぬ〉

kr・目・
0
・
ψ
g
-
ω
・5
0
F
・

(
叩
印
)
〉
・
同
・

0
・・明・

N-ω
・品・

(
却
)
本
稿
白
九
七
頁
参
照
。

(
幻
)
問
八
九
頁
参
照
。

(
幻
〉
以
下
、
原
名
を
列
記
す
る
い
の
お
向
田
岳
民
同
国
g
開
・
。
岡
田
向
田
舎
弘
同
国
国
ダ
出
2
5
n
z
p
者
同
日
常

n
F
出
2
5
n
E
P
出
o
z
g
n
r唱
同
ロ
聞
き

G
n
y
g
E

四回巳)・

ωロ
]
N
E
8
3号
E
F
出
R
B
n
z
r
H耐え
g
g
H同
・
国
2
5
n
E
E
ω
口「耳目
ronF
出
向
同
国
口
E
P
冨
E
L
o
F
O
E
-
出
0
3
n
E同
件
当

5
0
5
E間

口
出
品
叶
円
国
各
自
由

E
P
ω
S
L
H
ロ
ロ
仏
国

R
a
n
E
P
巧

mBL山
口
問
・
ロ
ロ
ロ
E
当
日

H
p
g
n
r
d司岳山
ωnr唱
貸
手
Y

問
。
山
口
官
革
命
向
者
U
H
F
-
F
F
n
r
E
2
2
M
n
z
h許

可
民
同
区
間

8
・
出
o
r
g
s
x
z
p
k凶ロ
m
o
-
Z
F
N白
釘

R
E
E
F
P
云旦件曲目。
P

同山富山ロ向。
p
u
e
E
F
の回目。】目

r
E
Z
P
F円
O
B
B
-
E
O三
5

2

(
以
上
が
、
グ
ラ

1
ブ
シ
ャ
フ
ト
も
し
く
は
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
呼
ば
れ
る
〉
・

B
9
H
O
E
-
o同
i
g
ι
F
E開即時
wnrH0・

(
幻
〉
〉
・
国
・

9
・
器

-
E白
I
H
S
-
ω
ω
-
M
印∞
lω
巴
で
は
、
近
隣
の
司
教
領
、
皇
帝
領
、
帝
国
諸
侯
領
、
帝
国
騎
士
領
、
外
国
と
の
関
係
が
、
や
は
り
歴
史

的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
前
註
所
掲
の
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
な
い
し
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
う
ち
ヴ
ェ
ル
テ
イ
ン
ゲ
ン
(
巧
自
主
ロ
宮
己
以
下
の
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
(
選
定
侯
)
や
ケ
ム
プ
テ
ン
(
問
。
B
唱
芯
ロ
〉
公
匂
ロ
ロ
乙
等
を
封
主
と
す
る
騎
士
レ

l
ン
で
あ
っ
て
、
本
来
、
帝
国
騎
士

領
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
こ
れ
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
ハ
〉
・
回
・

0
・
間
・
ロ
0
・
ω・

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

NOHR・
-
そ
の
経
緯
は
白
・
白

-
p・
m
・
5
u
-
ω
-
u
h
F
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
支
配
構
造
の
生
成
・
発
展
の
歴
史
の
概
略
に
つ

い
て
は
、
本
稿
。
と
り
わ
け
九
六
|
一

O
四
頁
参
照
。

(
川
出
)
本
稿
ハ
円
九
九
頁
所
引
『
市
民
法
典
』
公
布
勅
令
、
本
章
小
序
註
(
泊
〉
所
引
『
刑
事
法
典
』
公
布
勅
令
な
ら
び
に
『
訴
訟
法
典
』
公
布
勅
令
(
「
:
:
:

件
の
刑
事
法
門
律
〕

f
o
E
E
H
o
m
R
Z巴
を
も
っ
て
我
が
ラ
ン
ト
条
例
ハ
E
E
a
g
g
g〉
の
改
訂
作
業
は
、
既
に
一
七
五
一
年
に
緒
に
つ
い
て
い

た
。
そ
の
次
に
は
、
裁
判
手
続
(
の

R
W
E
?
=
E
M
M
H
D口
色
唱
2
2
)
に
関
す
る
部
分
ほ
ど
、
欠
紋
と
不
正
に
満
ち
た
部
門
は
な
い
と
朕
は
思
う
。
し
た

が
っ
て
本
改
訂
作
業
を
継
続
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
こ
こ
に
手
を
つ
け
、
こ
れ
を
よ
り
よ
く
整
備
(
百

σ
2
8
5
。
丘
ロ
出
国
間
・
ロ
邑

g
E
S
E
-四
m
m
w
Z仲間
r
o
x
r
r
M明
。
己
せ
し
む
る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
た
。
最
後
に
、
古
来
の
全
て
の
普
通
法
な
ら
び
に
条
例
法
公
O耳
D
E
m
o
-

g
aロ
i
色
白
兵
丘
三
回
H
U
n
r
o
H
N
R
Z乙
を
精
力
的
に
渉
猟
・
割
酌
し
て
、
起
こ
り
得
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
態
(
出
回
昆
冊
目
ロ
ロ
邑
〈
R
E
-
-
g
z
x
g〉
北法34(6・51)1001 



に
際
し
て
、
裁
判
官
や
当
事
者
や
弁
護
士
の
確
実
に
し
て
十
分
な
基
準
ハ
F
Pロ
g
唱
。
と
な
り
得
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
秩
序
立
っ
た
明
断
な
網
羅

的
な
訴
訟
法
体
系

P
5
8
-
n
r
l
日仏

g
E
n
r
l
P
5
-
-
n
r
l
g仏
白
白
色
岳
町
}
』

nrgω
百
件
。
自
白
同

R
U
』

E
W
Eユ
む
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
改
行
)
朕
は
、
朕
の
全
法
院

(
g
g
g
g壬ロ
Z

E
丘町内出

g
丘
四
時
向
。
ロ
)
に
予
め
諮
問
し
て
意
見
書
を
提
出
さ
せ
、
ま
た
朕
の
親
愛
に
し
て
忠
実
な
ラ

シ

ャ

フ

ト

ン
ト
等
族
会
を
部
会
(
〉

z
a
n
E
S
で
協
議
さ
せ
て
公
正
〉
江
口

E
Y
P
5
そ
の
助
言
的
協
働
を
得
た
後
、
本
法
典
を
採
可
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ

こ
に
以
下
の
こ
と
を
選
定
侯
に
し
て
ラ
ン
ト
の
侯
と
し
て
の

(
n
r
5
1
5《
二
回
口
仏
国
宗
門
出
己
主
凶
)
朕
の
命
令
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
本
法
典
は
朕

の
全
バ
イ
エ
ル
ン
選
定
侯
領
な
ら
び
に
上
プ
フ
ア
ル
ッ
、
そ
し
て
朕
に
属
す
る
そ
の
他
の
全
て
の
ラ
ン
ト

p
g仏
mHag〉
の
全
域
で
遵
守
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
新
法

C
5
5
2
5
)
が
全
く
新
し
い
こ
と
を
命
じ
、
も
し
く
は
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
廃
止
し
て
い
る

場
合
は
、
そ
れ
は
や
が
て
到
来
す
る
一
七
五
四
年
の
「
聖
母
マ
リ
ア
の
光
の
ミ
サ
の
祭
日

(Frz自
由
民
〉
」
(
二
月
二
日
〉
に
な
っ
て
初
め
て
発
効
す
る

も
の
と
す
る
・
:
:
」
〉
参
照
。

(お〉

ω同
8
5
2
F
叩

-Hg-ω-AHN∞・

(
ぽ
山
)
本
稿
付
第
二
章
第
一
節
第
二
項
、
向
同
一

O
三
頁
参
照
。

〈
幻
〉
本
稿
付
一
四
九
、
一
八
四
、
一
九
二
頁
参
照
。

(
泊
)
自

8
2
2
n
z・明
-H2・
ω・
台
。
同
:

(
却
〉
〉
国
・
。
・
・
叩

-H∞∞-ω-hHω
土
:

(
ぬ
)
〉
ロ

B
2
r
z口
問
。
ロ
包
の
富
田
。
・

H・
ゲ
叩
・

ω・
ω・印・

(
引
札
)
の
呂
田
の
-
H
・
M
-

間・

5
・
M
)

同:

ハ
認
〉
門
U

富
旬
。
・

H・
M-
叩
・
ロ
は
、
自
然
法

C
g
z
sロ
50)
・
教
会
法
・
ロ

l
マ
法
・
ヲ
ン
ゴ
バ
ル
ト
の
レ

!
γ
法
・
ド
イ
ツ
法
を
普
通
法
と
し
て
い

る
。
ド
イ
ツ
法
源
中
、
ザ
ク
セ
ン
と
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
の
両
シ
ュ
ピ

I
ゲ
ル
は
、
そ
の
他
の
古
び
た
法
律
と
と
も
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
普
通
法

と
し
て
の
通
用
力
を
否
認
さ
れ
て
い
る
。
自
然
法
が
聖
書
中
の
実
定
神
法

C
g
ロ
2
Z
E
E
-
u
g
E
E自
)
と
と
も
に
神
の
法
律
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
点
は
ハ
門
V
Z切の
-
H
・
M
・
m
m
-
N
g
・
6
、
法
律
H
法
ハ
monz-
吉
田
〉
と
い
う
グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
基
本
姿
勢
が
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
て
、
興
味
深
い
。

(
お
)
の
宮
図
。

-H・
M・明
-
z
.
H
E
P
F
M仏F
.

ハ
出
〉
円
い
冨
切
の

-H・
M-
叩・

5
・
2
5
E・
士
む
・
本
章
小
序
註
ハ
M
M
〉
参
照
。

説論

ま
た
、

ν

d

n

1

9

7

 

裁
判
権
と
は
独
立
の
国
王
留
保
権
で
あ
る
文
書
館
設
営
・
管
理
権
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(3) 

(』巳師同門口

rzu
は
、
こ
の
脈
絡
で
、
重
大
な
憲
法
(
国
制
〉
史
的
・
法
史
的
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
節
註
(
花
〉
参
照
。

(
お
〉
本
稿
付
一
二
五
頁
註
(
必
)
参
照
。

(日叫〉

KMロ
5
0
H
r
g
m
g
包
の
乞
切
の
-H・
H・四・品、

ω‘
2
・・

(
幻
)
「
裁
判
令
(
の
自
己
ロ
E
8丘
ロ
ロ
ロ
聞
と
と
「
訴
訟
法
〔
条
〕
令

(HMHOSFH仏
ロ
ロ
ロ
同
)
」
(
シ
ュ
ヴ
ァ

1
レ
ツ
〉
の
概
念
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
の
四
丘

白
色
ロ
rou、2
・
〈
O
B
巧
2
0ロ
仏
OHω
可
民
間

2
2
8
山口《目。門口
2
2
0口岡山
2
E
S
E
-
n
E
Zロ
ぬ
・
何
ロ
z
r
E口口問
ωωzhoロ
仏
g
の同
E
L
S
S
E
Z
E
-
-山

吉
自
白
色
g
-何回目
2

・
叶
E
Zロ
m
g
H
u
g
-
ω
ω
・品
l
l
∞
ロ
・
呂
町
:
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
二

O
九
|
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
お
〉
本
稿
付
一

O
七
頁
。

(mm〉
KFロ
g
R
rロ
ロ
問
。
口
同
色
の
宮
切
の
-H・
H-m-u-ω
・∞・

(
柏
町
〉
〈
包
-
E
o
g
z
u
B
F
目・白・

0
・・

ω・
2
:
村
上
前
掲
書
二
一

O
頁
参
照
。

(
H
U

〉
本
稿
付
一
八
七

l
八
頁
参
照
。

(

州

出

)

同

-mzrad--
同・曲・。・・

ω・ω
・

(
必
)
本
稿
ハ
円
九
八
頁
所
引
『
刑
事
法
典
』
公
布
勅
令
参
照
。

(
川
拙

)krFHF
同
-
N
0
・
間
・
由
(
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
一
一
一
一
頁
の
訳
文
に
よ
る
)
・

(
必
)
邑
巴
ロ
r
q
oア
同
・
由
・

9
・
ω-E-
村
上
前
掲
。

(
必
〉
〉
戸
一
m-HWE--
叩

-
E
H
「
新
た
な
法
律
は
、
す
で
に
生
じ
た
事
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
(
村
上
前
掲
の
訳
文
に
よ
る
)
。

ハ
円
山
〉
〉
F
H
P
E巳
-
m・
5
日
「
法
律
は
、
し
か
る
べ
く
周
知
せ
し
め
ら
れ
た
と
き
か
ら
、
は
じ
め
て
法
的
拘
束
力
を
も
っ
」
ハ
村
上
前
掲
の
訳
文
に
よ
る
〉
。

(

山

崎

)

同

r
z
z
u
B
P
同-由・

0
・・

ω
-
E
F・
村
上
前
掲
参
照
。

ハ
前
倒
)
村
上
前
掲
書
一
五
二
|
三
頁
。
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
の
近
代
化
の
諸
類
型
」
『
市
民
法
学
の
形
成
と
展
開
(
磯
村
哲
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
〉

上
』
ハ
一
九
七
八
年
)
七
七
頁
参
照
。

(
印
)
本
稿
付
一
五
六

l
八
、
二
ハ
七
、
一
八
二
、
一
八
五
頁
註
(
日
)
参
照
。

(
日
)
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
二

O
O
l七
頁
参
照
。

ハ
臼
)
前
掲
一
一
一
一
頁
(
ピ
ュ
ッ
タ
l
、
シ
ュ
ヴ
ァ

l
レ
ツ
〉
、
本
稿
ハ
円
九
九
頁
(
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
)
参
照
。

(
臼
〉
村
上
前
掲
書
二
一

O
頁
(
傍
点
原
文
)
。
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説

(
臼
〉
同
一
四
六

l
九
頁
、
村
上
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
冨
Rrz-MEnr」
同
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
』
(
一
九
六
四
年
〉
八
五
頁
以
下
、
石
部
雅
亮
『
啓

蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
l
|プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ

γ
ト
法
の
成
立
1
1
2』
〈
一
九
六
九
年
二
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
臼
)
実
は
、
一
五
世
紀
末
か
ら
二
ハ
、
七
世
紀
に
は
、
民
事
法
(
市
民
法
、
ラ
ン
ト
法
)
の
領
域
に
お
い
て
も
、
法
律
の
裁
判
規
範
性
そ
れ
自
体
が
、
非
常

に
不
確
実
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
∞
o
g
r
R
ι
o
-
E
z
-
-
S
B
H
Y
u
g
〈

OHY間
】
吉
町
〈
Oロ
C
2
2
N
Eロ
仏
の
め
唱
07ロ}回目山丹曲円。
nr昨
日

B

5
・

M
白
r
r
zロ
品
。
吋
寸
|
|
釦
E問問。
NO-m件
曲
目
回
。
町
立
巳
仏
巾
同

Cゲ叩同町。由回目印
n
y
g
開
門
ず
岡
町
唱
CYロ}同冊目再開口

g
口
同
印
吋
N
-
z
h
同市口町仲間
F
2
g
H
F
R
Y巾
ω苫《位。ロ・

出
自
由
、
吋
}
阿
佐
自
0
2
5
8・
の
岳
民
互
品
目
問
。
丘
四
ロ

2

8
ロ
回
目
即
日
ロ

ω
n
E
r
g
-
関
包
ロ
ロ
・
4
ぐ

F
g
S
3・
ω-HR・
は
、
上
ヘ
ッ
セ
ン
に
つ
い
て
、
こ
の
事

実
を
指
摘
し
て
い
る
。
〉
-
同
・

9
・
ω
-
N
E
E
-
5
所
掲
の
出
血
四
g

d司
自
子
口
町
四
〉
ロ
唱
。
昆
ロ
ロ
ぬ
《
官
、
H，H
-
2
R
E
E
B
n
Z
2
8ロ
尽

S
D
2
ω

一5
5
n
y
Z司
70-ERYOロ
叶
包
】
含
印
刷
ハ
ロ

Z
S担問
2

5丘
山
田
宮
口
出
n
r
r
R窓
口
の

o
E
2
3
1
1
1
N
E
m
r
r
r
o
-口。

ω
g
L目。
N
z
g
〈

2
E
r口町
N耳目
ωnro口

。22
N
O湾
問
ロ
宮
ロ
ロ
LHNonyZ耳目同
E
w
r
r色
丹
山
口
M
g
m向。
roDLmロ
ロ
・
ロ
ロ
仏

H∞・し『
m
Y
H
7
5仕
立
-
E
a・]口同
-
F
S
Eロ
ユ
州
出
回
忌
m
Z
5
3
も、

一
七
世
紀
ト
リ
l
ア
の
ラ
ン
ト
法
に
つ
い
て
、
同
様
の
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
が
、
筆
者
は
未
見
ハ
以
上
の
二
つ
の
研
究
文
献
に
関
す
る
知
見

は
、
一
九
入
三
年
八
月
二
六
日
午
後
の
北
海
道
大
学
法
学
部
に
お
け
る
研
究
会
の
席
上
で
の
カ

l
ル
・
ク
レ
ッ
シ
Z

ル
教
授
の
示
唆
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
〉
。
し
か
し
、
「
既
存
の
慣
習
法
を
意
識
的
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
を
統
一
す
る
こ
と
が
継
受
私
法
法
律
の
目
的
で
は
な
」
く
、
「
こ
の
時
期

の
立
法
理
論
の
中
心
的
課
題
は
、
『
確
実
な
法

C
g
B
H
Z自
己
を
創
出
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
て
ハ
E
S
E
E
Bヲ
白
・
白
・

9
・
ω・
ω
S、
「
こ
れ
ら
の

法
律
は
、
普
通
法
と
同
様
、
法
の
適
用
の
際
、
補
充
的
効
力
を
持
つ
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
れ
ば

F
同・

0
4
ω
・
ω己
、
他

方
、
慣
習
法
に
明
白
な
規
定
が
な
い
場
合
、
そ
れ
は
「
制
定
法
律
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
追
補
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ラ
ン
ト
グ
ラ

1
フ
の
役
人
の
活
動

が
許
容
さ
れ
も
し
く
は
要
請
さ
え
さ
れ
た
」
と
す
れ
ば
〈
F
同・

0
・
ω・ミ
R
し
、
そ
し
て
最
後
に
「
一
六
世
紀
の
法
秩
序
と
い
え
ど
も
決
し
て
固
定
的

な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
」
く
公
・
白
・

9
・
ω・
5
)、
な
る
ほ
ど
「
高
権
的
法
命
令
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、
法
実
務
上
生
じ
た
必
要
と

い
う
基
準
か
ら
」
で
は
あ
っ
て
も
、
「
継
受
期
の
私
法
法
律
:
:
:
も
や
は
り
実
効
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
」
と
す
れ
ば
公
・
曲

-P-ω-UM〉
、
こ
の
よ
う

ジ
品
テ

γ
eテ
内

ル

な
民
事
法
律
と
慣
習
法
と
の
関
係
の
中
に
、
等
族
的
法
H
権
利
意
識
と
ラ
ン
ト
君
主
の
「
ポ
リ
ッ
ァ
イ
」
的
紀
律
化
の
営
為
と
の
対
抗
関
係
を
、
ど
の

程
度
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
こ
の
図
式
を
、
中
世
中
・
後
期
の
「
ラ
ン
ト
法
」
観
念
と
「
ラ
ン
ト
法
書
」
な
い
し
ラ

ン
ト
君
主
の
命
令
権
(
立
法
権
、
平
和
高
権
)
と
の
関
係
に
当
て
山
恨
め
る
に
つ
い
て
は
、
慎
重
で
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
に
一
舟
三
指
摘
し
た

よ
う
に
、
中
世
後
期
に
お
け
る
実
体
的
法
u
権
利
の
二
重
概
念
の
存
在
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
む
し
ろ
そ
こ
に
、
中
世

的
判
決
ハ
日
法
定
立
〉
観
の
伝
統
と
そ
れ
に
由
来
す
る
「
司
法
国
家
」
的
法
構
造
を
認
め
た
い
と
思
う
。

言命
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(3) 

(
部
)
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世

Q
Z色
町
山
岳
巧
器
包
自
己
は
、
既
に
一
七
一
一
一
年
の
『
改
訂
プ
ロ
イ
セ
ン
太
公
領
ラ
ン
ト
法
合
同
国

4
0
H
g
g
O
2
0
F
S骨
o
n
Z
仏
2
出
O
H
N
C
m
g
g目
P

E国
自
己
(
一
六
二

O
年

の

し

5
司

s
i口
氏
色
町
ロ
ロ
ロ
a
g
M
M
E
a
u
o
t
の
第
二
改
訂
)
を
公
布
す

る
に
際
し
て
、
こ
れ
を
裁
判
規
範
と
し
て
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
裁
判
官
の
義
務
と
し
た
。
巴
2
0ロ
S
E
H
Y
P
F
0
・
ω
-
S
一4
2
7
0
E
開
ro--
の
0・

2
E
n
r
z
ι
2
の
2
2
N
m
o
r
z口
問
日
ロ
ロ
o
E
g
z
g《
Y
N・
kFE出・・の由同丹山口問。ロ

H甲町∞
-ω
・
2
・
〈
m-・開
σ。子
ω丘
ω円
}
w
E
-
ι
r
m
R
Z
S口
門
司
』
門
医
ロ
ロ
向
山
口

同》同
OCEEf
』

2
N昨
5
u
仏
R
m・-回
OFR位
m
O
N
E
-
o
g
n
r
r
z
o
仏
g
H
)円。ロロ
unro白
河
内
山
口
宮
田
弘
回
目
件
。
P
ω
。吋ロロ岡山
wmW0・
∞
-myp

(
m
出
〉
法
律
へ
の
裁
判
官
の
拘
束
は
、
君
主
の
意
思
へ
の
裁
判
官
の
拘
束
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
律
へ
の
〔
立
法
権
を
除
く
〕
全
国
家
権
力
の
拘
束
の
一

部
と
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
処
罰
法
令
の
遡
及
的
立
法
が
理
論
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
実
に
は
そ
れ
は
不
当
と
さ
れ
て

い
た
。
但
し
、
量
刑
に
関
し
て
は
、
法
律
へ
の
裁
判
官
の
拘
束
は
君
主
の
意
思
へ
の
拘
束
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
君
主
の
怒
意
に
よ
る
刑
の
加
重
も
し
く

は
軽
減
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
O
E
O
-ロ
官
官
P
F
P
0
・
ω-NNh:
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
一
一
一
一
官
具
。
〈
m-・
出
自
ωlH込
戸
己
主
悶

F
Z
o
-
Z
F

0
2
2
N
Eロ
仏
何
回
口
Z
R
-
N
Z同
m
g
n
r
r
r
E
n
y
oロ
河
口
丹
耳
目
ロ
E
E回
開
会
凶
ωω
伊丹
NO田
口
ロ
ロ
ロ
s
n
z
s
g
r
ロ
己
]
白
唱
cm口同

ω
5
0
-
o
m
p
明同国ロ
r
p
ユ
m
E

V
向田町ロ]戸由斗由・

ωω
・∞∞
l
l
由由・

(問〉

E
o
z
z
u『
03
田・白・

0
・・

ω・
3
同
:
心
理
強
制
説
に
お
い
て
は
、
刑
罰
の
威
嚇
の
理
論
と
刑
罰
の
執
行
の
理
論
が
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い

る
。
こ
の
新
し
い
理
論
的
基
盤
の
上
に
、
刑
事
実
体
法
と
刑
事
手
続
法
は
か
つ
て
の
結
び
付
き
を
回
復
し
、
と
も
に
「
法
律
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

(印〉

HME】
』

CF白
ロ
ロ
〉
ロ
z
-
B
〈
D
口
町
2
0円g
n
y
戸

O
Z
σ
E
n
r
仏
ommOEO-ロ
oロ
日
ロ

UOEω
ロ
r
Fロ
品
開
巴
昨
日
開
g
H
X
w
Z
F
H
Y
Oロ
到
。
n
r
z・
2
2仏
E
n
r

《

H
g
E
-
K
F
E出・

2
2
m
g
H∞
お
町
民
ω悶・

5
口
穴
E
-
H
2
3
r
k
p
E
Cロ
Z
E
2
E
m
-
o
p
k
r色
g

S

3
・間
-N0・
ω・
台
は
、
こ
の
原
則
を
、
「
法
律
な

く
し
て
刑
罰
な
し

(
Z己
F
H
U
B
E
回目
s

r
問
。
〉
」
・
「
犯
罪
な
く
し
て
刑
罰
な
し

(ZE--曲目
5
8回
田
町
。
ロ
ユ
B
5
0
)」
と
と
も
に
、
刑
事
法
の
最
高
原

燃
と
し
て
い
る
。

ハ印

)
E
m
z
r
a
F
同・目・

0
・
ω・
巴
・
村
上
前
掲
。
ぐ
包
・

2
n
r
ω
n『命日
Z
P
田・匝・

0
・・

ωω-HON-
ロN・

(
門
出
)
も
ち
ろ
ん
原
理
的
・
形
式
的
に
見
た
場
合
、
こ
う
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
厳
格
主
義
的
刑
法
理
論

は
、
恋
意
的
に
軽
減
的
な
当
時
の
普
通
法
実
務
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
一
八
一
一
一
一
年
の
『
刑
事
法
典
』
も
、
厳
格
か
っ
苛
酷
な
刑

罰
(
一
一
の
事
案
に
対
す
る
死
刑
、
終
身
に
し
て
「
法
律
上
の
死
亡
(
民
事
死
)
宇
田
町
m
o
E
n
Y
2
吋
邑
ど
を
伴
う
鎖
刑
な
ど
)
を
基
調
と
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
た
。
死
刑
や
刑
罰
と
し
て
の
「
法
律
上
の
死
亡
」
制
度
は
「
〔
法
H

権
利
〕
共
同
体
か
ら
の
追
放
公
阿
g
B
B
C
E
S
Z
O〉
」
を
本
質
と
し
、
本

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説
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説

来
は
目
的
主
義
的
考
慮
を
何
ら
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
一
般
予
防
主
義
(
相
対
的
応
報
刑
理
論
〉
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
社
会
の
紀
律
化
と
い
う
目
的
と
意
識
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
グ
ロ

1
ル
マ
ン
(
関
陣
門
戸
F
E
L
-

-m当
口
r
m
z
gロ
OHo-B自
己
や
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ

I
ト
(
の
色

5
邑
oヨ
5
0
Z
m
n
r
o
e
の
「
絶
対
主
義
的
」
特
別
予
防
主
義
に
反
対
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
〔
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
一
一
七
頁
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
〕
「
紀
律
化
の
貫
徹
を
前
提
と
す
る
刑
罰
の
緩
和
」
に
反
対
し
た
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
決
し
て
、
紀
律
化
の
「
不
徹
底
を
前
提
と
す
る
刑
罰
の
強
化
も
|
|
!
本
来
紀
律
化
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え

に
l
l
e承
認
し
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
に
」
は
な
ら
な
か
っ
た
。
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
:
:
:
は
、
紀
律
化
の
進
展
を
も
前
提
と
し
て
、
犯
罪
と
刑
罰
の

均
衡
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
」
(
同
二
二

O
頁
)
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
自
己
の
『
刑
事
法
典
』
に
対
す
る
「
ド
ラ
コ
ン
的
成
肱
川
町
恥
」
と
い
う
非
難

に
答
え
て
、
紀
律
化
の
必
要
を
改
め
て
主
張
し
て
い
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
紀
律
化
へ
の
積
極
的
意
思
は
、
有
期
の
自
由
刑
に
対
す
る
高
い

評
価
と
も
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
(
一
方
、
〔
法
目
権
利
〕
共
同
体
か
ら
の
追
放
何
凶
B
B
B
E巳
g
己

O
的
な
終
身
の
鎖
刑
な
ら
び
に
無
期
重
懲
役
刑

N
E
n
z
r
g
g丹
B
h
o
-
-こ
れ
は
、
労
役
刑
〉
H
Z
F
Z
Eロ
話
可
担
問
。
.
軽
懲
役
刑
。
。
窓
口
岡
田
町
在
日

r
と
区
別
さ
れ
る
|
|
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、
懐
疑

Y

ユ
テ

γ
デ

的
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
相
当
に
微
妙
で
あ
る
)
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
刑
法
理
論
の
伝
統
的
・
等
族
制
的
性
格
を
指

シ

ユ

テ

ン

デ

レ

ヒ

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
等
族
の
法
制
権
利
意
識
や
法
共
同
体
の
存
在
を
前
提
と
す
る
伝
統
的
刑
罰
観
は
必
ず
し
も
紀
律
化
を
拒

否
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
も
恩
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
の
刑
法
理
論
は
非
常
に
峻
厳
な
も
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
そ
れ
と
近
代
的
法

治
国
家
と
の
聞
に
は
相
当
の
距
離
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
が
や
が
て
、
罪
刑
法
定
主
義
を
形
式
的
に
理
解
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
更
に
、
改
正
勅
法

(
Z
2色
。
)
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
刑
の
軽
減
の
可
能
性
が
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
を
承
け
て
、

一
八
二
四
年
の
『
刑
法
典
草
案
』
に
お
い
て
は
、
「
法
律
上
の
死
亡
」
の
削
除
、
累
犯
規
定
の
改
正
、
一
般
的
減
軽
事
由
の
導
入
、
刑
罰
の
下
限
の
引
き

下
げ
と
刑
罰
の
枠
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
、
刑
罰
を
緩
和
す
る
と
同
時
に
裁
判
官
の
裁
量
の
幅
を
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
草
案
は
バ

イ
エ
ル
ン
の
刑
事
立
法
史
に
直
接
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
彼
の
刑
事
法
理
論
は
こ
う
し
て
近
代
法
治
国
家
の
そ
れ
へ
の
歩
み
を

更
に
一
歩
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
。
。
3
2
ω
口
rcroHTHり
2
2
g
n
E
開口門司口同町

N
E
O
B
O
B
E
E
f
E
R
Nゲロロ
r
E同
L
B
同
α口紅円ぬんロ
r
∞a・

2
ロ
田
口
ω
母
日
]
岳
BH∞
N
P

切。円
-
z
s
a
-
ω
ω
-
Eー
ミ
・
叶
N
R
・-
N
O印
l

N

5

〔
山
中
敬
一
訳
『
一
八
二
四
年
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
刑
法
典
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
草
案
』
(
一
九
八

O
年
〉
六
二
|
七
二
、
七
八
|
九
三
、
二
七
五

i
二
八
六
頁
〕
。
山
中
敬
一
前
掲
訳
書
「
解
説
」
七
九
八
九
頁
、

E
・
キ

ッパ

l

(
西
村
克
彦
訳
〉
『
近
代
刑
法
学
の
父
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
』
(
一
九
七
九
年
)
一
七
|
一
九
、
二
二
、
六
八
|
七

O
、
七
六
、
一
七

O
l

一
七
五
頁
。
ま
た
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
(
一
九
七
五
年
〉
一
一
一
!
一
四
頁
、
同
『
新
版
刑
法
』
(
一
九
七
八
年
、
部
分
補
正
版
一
九
八

O
年
)

論
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五
|
七
頁
参
照
。

(
臼
)
(
リ
呂
田
(U-H-N-
由・

5
・
HBιyN
仏ひロ・

ω片山む・

(
伯
〉
門
υ
宮
図
。
・
同

-
M
-
m・
5
・
E
P
F
印

5
・
〈
m-・円
U宮
図
。
・
同
・
同
・
叩
・
巳
・
口
「
法
律
は
、
第
一
に

Q
B
P
)
全
臣
民
に
つ
い
て
廃
止
さ
れ
、
第
二
に
む
仏
乞

任
意
の
特
定
人
を
こ
れ
か
ら
除
外
し
、
第
三
に
合
同
町
内
心
他
の
拘
束
力
あ
る
法
律
と
相
互
排
斥
的
に
抵
触
す
る
こ
と
が
あ
る
。
第
一
の
場
合
を
廃
止

(〉ゲ
8
恒
三
乙
、
第
二
の
場
合
を
特
免

(
U
-
4
8
8己
C〉
、
第
三
の
場
合
を
法
律
の
抵
触
〈
σo-HU--F町
四
乞
と
い
う
。
こ
の
最
後
の
も
の
に
関
し
て

は
、
次
の
第
二
章
第
一
七
条
を
参
照
せ
よ
。
初
め
の
二
つ
は
立
法
者
の
明
示
な
い
し
黙
示
の
承
諾
な
し
に
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
更
に
特
別
条
例

(
F
E
E
-
R
l
ω
S
E
E
B〉
・
特
権

Q
H
E
r
m古
田
)
・
慣
習
は
、
後
続
の
一
般
法
律
(
の
巾
ロ
os--の
ぬ
出
陣
お
)
が
こ
の
点
で
特
段
の
言
及
を
す
る
か
、
先

行
の
ニ
眠
法
な
ら
び
に
特
別
法
を
全
て
廃
棄
す
る
旨
の
条
項

(
0
2
2
E
C自由
E
B
B
Z
H
F
O
H
E
H
F
P
M
g
g
g
偶

g
R由民
6
5
古
田

B
名
R
E
2
5

0
0
8四
回
吉
岡
山
田
)
を
含
ま
な
い
限
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。

(
臼
)
但
し
、
前
註
に
見
る
よ
う
に
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
場
合
、
立
法
者
の
意
思
は
明
示
で
も
黙
示
で
も
よ
か
っ
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
明
示
的
廃
止
に

限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
日
〉
〉
戸
阿
川
・
何
回
口
}
・
叩
・

8
・
。
呂
田
。
・

H-N・
m-
広
-
H
E
P
-
N
L
P・
2
5
c
-
土
庁
「
成
文
法

C
E
ω
2
2
M
Z
B
)
は
立
法
者
の
明
示
的
意
思
、
不
文
法
は

黙
示
の
意
思
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
註
釈
(
虫
色
出
田
町
ロ
)
や
法
学
者
の
説
は
(
通
説
。
c
B
E
E
S
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
)
成
文
法
に
も
不
文

法
に
も
属
さ
ず
、
学
問
的
(
博
士
の
)
解
釈

(
O
R
E
g
-
-
k
r
g
r
m
Eも
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
(
古
の
D
E
E
2
2
-
c己
に
と
ど
ま
る
。
最
高
の
裁

判
所

E
E
C
F
U
S
E
E
R
-
F
2
8
N
)
で
出
さ
れ
た
判
決
(
列
S
H
E
-
g
g
o
)
・
判
例

(
p
s
y
e
n即
日
)
は
、
成
文
法
と
し
て
の
通
用
力
こ
そ
持
た

な
い
が
、
疑
わ
し
い
同
一
の
事
案
に
お
い
て
は
慣
用
に
よ
る
解
釈

(
C
E巳
山
三
2
湾
問
冨
己
。
ロ
)
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
該
問
題
に
関
す

る
対
立
は
全
て
排
除
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
そ
れ
は
、
特
定
の
人
間
や
〔
君
主
の
〕
私
的
な
案
件
に
関
す
る
ラ
ン
ト
君
主
の
勅
書

(
問
自
白
石
芯
己
、
勅
令

(
U
R
B
E己
、
証
書
信
仲
間
E
E
B己
、
そ
の
他
公
的
法
律
の
形
式
で
(
宮
町
2
5白
円
高
宮
ヲ
E
-
8
0
)
出
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
命
令
〈
〈
O
B
H
L
E口
問
。
己
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
る
」
(
傍
点
筆
者
〉
。

(
山
山

)(UF、目。
-
F
N
-
m・
5
・
?
?
「
し
た
が
っ
て
慣
習
法
(
固
め
長
0
5
5
0己
、
と
り
わ
け
成
文
法
に
反
す
る
そ
れ
は
決
し
て
拡
大
解
釈
し
て
は
な
ら
ず
、

逆
に
縮
小
解
釈
す
る
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

(
町
〉
〈
包

-
E
n
y
(
U
Y向切の
-H-N・
m・
5
・
E
P
F
r砕
い
「
さ
て
条
例
が
〔
文
書
に
よ
る
十
分
な
証
明
を
も
っ
て
〕
正
当
に
持
ち
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ

の
無
効

(zrZ仲
間
「
包
む
が
十
分
に
証
明
さ
れ
る
ま
で
は
、
法
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
意
味
に
〕
疑
問
の
あ
る
条
例
の
解
釈

北法34(6・57)1∞7 



説

は
、
他
の
法
律
の
場
合
と
全
く
異
な
る
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
る
」
。

(
倒
〉
門
U
F
自
の
-
F
N
-
m
・

5
・
吋

gpH
「
ま
た
こ
れ
(
慣
習
法
〉
を
援
用
す
る
者
は
、
そ
の
存
在
が
既
に
明
ら
か
で
(
烈
ロ

E
l
g品
。

R
E
E同
〉
な
い
限

り
、
そ
れ
を
十
分
に
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

(
m
w
〉
の
F
向切の
-
H
・
H

-

m

・。・

N
L
b
・

(

m

川
)
註
(
伍
〉
所
引
の
冨
切
の
-
H
・
M
-

叩
-
E
-
N
E
E
-
2
5・

(n〉門
U
Y
向切の
-
H
・
H

・間・申・

ω
巴
昨
日
「
こ
の
最
後
の
解
釈
(
公
権
的
な
い
し
法
律
に
よ
る
解
釈
)
は
、
初
め
の
二
つ
が
文
意
に
つ
い
て
公
ロ
吋

Z
包
)
存

在
す
る
大
き
な
疑
問
を
排
除
す
る
に
十
分
で
な
い
と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
。

(

η

)

〉
H
L
H
凶
・
自
己
・
叩

-
h・
『
訴
訟
法
典
』
公
布
勅
令
(
「
:
:
:
(
註
(
担
〉
所
引
部
分
)
:
:
:
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
も
の
を
単
に
繰
り
返
し
確
認
し
も
し

く
は
文
意
の
疑
義
と
論
争
(
宮
吋

Z
曲目

E
r
u
h
w
g
R
g
s
g白
)
を
解
決
し
た
だ
け
の
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
事
件
も
過
去
の
事
件

も
(
目
。
唱

D
E
宮

D
邑
の

g
S
E
E
S♂
包
閣
官
白

o
g江
古
田
〉
こ
れ
に
よ
っ
て
判
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
下
級
裁
判
所

P
2
0
8
ロ
E

E
Z
E
E
E
o

。Z釘
r
O
5ロ
〉
は
必
要
と
あ
れ
ば
上
級
の
裁
判
所
に
よ
り
常
に
力
を
こ
め
て
〈

s
r
肘
自
己

5
L
Z
R
E
z
n
r〉
そ
の
よ
う
に
指
示
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
新
し
い
諸
法
(
条
)
令
の
文
言
か
ら
も
理
解
(
意
味
)
(
〈
2
忠
告
巴
か
ら
も
決
定

(
借
口
氏
肖

B
)
で
き
な
い
よ
う
な
法
律
上
の
疑
義
(
ロ
ロ

r
u
Eユ
乙
が
生
じ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
依
然
と
し
て
従
前
通
り
問
い
合

わ
せ
(
〉
ロ

hgm)
を
す
る
こ
と
な
く
自
己
の
良
心
に
し
た
が
っ
て
決
定
す
る
べ
き
も
の
と
す
る
Oi---
」
)
な
ら
び
に
『
市
民
法
典
』
公
布
勅
令
(
「
:
:
:

(
本
稿
付
九
九
頁
所
引
部
分
)
:
:
:
し
か
し
、
全
く
新
し
い
こ
と
を
命
じ
た
り
、
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
古
い
法
を
廃
止
し
た
り
す
る
新
法
官
S

F回

g吉
田
)
に
関
し
て
は
、
来
る
七
月
の
第
一
日
を
期
し
て
初
め
て
発
効
す
る
も
の
と
す
る
。
一
方
、
従
来
の
も
の
を
単
に
繰
り
返
し
確
認
し
も
し

現
在
・
過
去
の
行
為
(
司
自
己

g問
。
己
を
審
理
白
5
Z
2
5も
す
る
際
、
但
し
最
後
〔
す
な
わ
ち
過
去
〕
の
も
の
に
つ
い
て
は
ま
だ
判
決
が
下
さ
れ

て
い
た
り
既
判
事
項
と
〈

E
H
O
S
Y丘
S
E
B〉
な
っ
た
り
し
て
い
な
い
限
り
で
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
も
の
と
す
る

p
r
r
B
m己
町
乙
。
最
後
に
、
時

と
と
も
に
生
じ
る
、
予
期
に
反
し
て
法
律
の
理
解
〈
意
味
〉
に
よ
っ
て
も
文
言
に
よ
っ
て
も
(
日
冨

g
g
d】
ー
〈

REω
『
岡
山
田
)
う
ま
く
処
理
で
き

な
い
法
律
の
文
意
に
つ
い
て
の
容
易
な
ら
ぬ
疑
義

P
F
5
F
Z
ロ
E
t
s
E同
町
宮
吋

r
gむ
は
、
普
通
法
・
成
文
法
・
自
然
法
・
そ
の
他
昔
の
法

原
理

(
m
o
n
r
z
p山口
nSE)
に
よ
り
、
ま
た
各
裁
判
所

(
O耳
目
間
宮
山
じ
が
そ
の
最
善
の
意
思
と
良
心
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
更
に

問
い
合
わ
せ

(
m
F
E
Eも
を
す
る
こ
と
な
く
し
て
決
定
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
:
:
:
」
)
参
照
。

論
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(
ね
〉
本
稿
料
一
二
四
頁
註
(
お
〉
、
本
章
小
序
註
〈
叩
〉
参
照
。

(
九
〉
註
(
臼
)
参
照
。

(花〉

ω
z
a
2
2
z・師・
5
0・
ω・怠叶・

(
刊
山
)
註
ハ
ロ
)
所
引
の
他
の
ニ
法
典
の
公
布
勅
令
参
照
。
〈
四
戸
・

2
舎
の
宮

R-同
-
r
m・
5
・

z
p
-
N
E・
2
5
F
E
P
H
「
学
問
的
(
博
士
の
〉
解

釈
は
、
法
律
の
理
解
(
意
味
)
や
精
神
か
ら
(
日
目

g
z
h
r
s
z
c
g
r∞
乞
疑
義
の
あ
る
文
言
を
説
明
し
、
同
一
も
し
く
は
よ
り
強
い
理
由
(
初
守

昨
日

0
己
に
よ
り
刑
罰
に
つ
い
て
公
ロ

2
5
F己
も
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
法
律
を
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
特
定
の
窃
宮
口
正
〉
事
案
か
ら
言
及
さ

れ
て
い
な
い
他
の
事
案
に
も
拡
張
し
、
他
方
、
あ
ま
り
に
も
一
般
的
な
言
葉
で
公
ロ
色

2
m
m
E
S
Fロ
吋

2
5
Z巴
書
か
れ
て
い
る
法
令

(
O包
E
ロ
巴

を
特
定
の
事
案
に
つ
い
て
、
そ
の
場
合
に
法
律
の
精
神
〈
河
内

E
C
Z岡
山
む
が
完
全
に
〈

g
-
-
E
g
g
g
g仏
m山口
N
F巴
停
止
す
る
こ
と
が
明
ら
か

(
C
Fロ
E
H
E
L
E間
m
g
n
Z
E
K己
な
場
合
に
は
制
限
す
る
。
法
学
者
の
そ
の
他
の
準
則
(
問
。
四
己
己
は
全
て
無
益
で
あ
る
か
、
以
上
の
も
の
に
包

摂
さ
れ
る
。
」

E・
の
宮
∞
。
・
H
・
H

・
叩
・
戸
口
「
前
条
で
述
べ
た
第
三
の
解
釈
準
則
が
立
脚
す
る
自
然
的
衡
平
ハ

E
B
H
-
w
Z
巴
}
}
M
m
Z
F
c
r
z
c
E円〕)

は
、
法
律
の
明
白
な
字
句

20H
可

E
n
z
o
E
R
o
p』口
ZZσ
叩
)
か
ら
栗
離
す
る
口
実
を
裁
判
所
(
。
可
釘
宮
己
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
主
張
さ
れ
る
法
律
の
精
神
(
初
丘
町
O
F品
目
白
)
自
体
が
怪
し
く
不
確
か
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
ま
た
『
刑
事
法
典
』
公
布
勅
令
の
こ
の
措
置
は
、

「
フ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
』
序
章
第
四
九
条
と
完
全
に
一
致
す
る
。

(

π

)

〉
F
H
N
・
自
己
・
明
・

8
・

(
刊
同
)
の
呂
田
。
-
H
・
H
-
m
-
m
H
「
法
と
法
律
に
よ
っ
て
義
務

(krc同
丹
円
高
〉
を
課
さ
れ
る
者
の
側
に
は
、
常
に
、
そ
れ
に
必
要
な
理
解
や
意
思
の
力
が
前
提

さ
れ
る
」
。

ハ
河
)
(
リ
冨
∞
。
・
H
・
H

・
由
・
町
一
「
し
た
が
っ
て
法

E
S
問。

nrC
は
、
万
人
が
そ
れ
を
知
り
か
つ
弁
え
る
(
乱
回
国

g
z
E
品
広
島

B
乙
こ
と
が
で
き
る
よ

ペ
ル
ゾ
ー
ン

う
に
、
公
け
に
告
げ
知
ら
さ
れ
て

(C伊
豆
口
n
r
rロロ
L
Z同岡市
BmwnZ)
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ロ
・
。
呂
田
。
・
H
・
H

・
叩
・
ヴ
「
し
た
が
っ
て
、
人
間
の

資
質
(
の

g
E乙
と
状
況
に
応
じ
て
然
る
べ
く
努
力
し
注
意
す
れ
ば
お
そ
ら
く
避
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
避
け
る
べ
き
で
あ
る
不
知

(
Cロ三回目
2
7
0
5

(
不
注
意
に
よ
る
無
知
釘

5
5三
宮

g
g曲
目
、
偽
り
の
無
知
色
町

n
E
K
克
服
し
え
た
無
知

i
E
F
-
-巴
は
、
法
(
岳
町
周

mnr窓
口
〉
が
特
に
(
田
宮
-

n-mwzgH〉
許
し
た
場
合
を
除
い
て
、
何
人
に
も
対
抗
で
き
な
い
」
。

ハm
叩)円
U

冨
切
の
-
H
・
ゲ
叩
・
∞
日
「
法
律
の
効
力
は
ま
た

P
Z乙
将
来
の
事
案
に
だ
け
及
び
、
現
在
な
ら
び
に
過
去
の
事
案
に
は
及
.
は
な
い
。
但
し
、
以
前

か
ら
既
に
疑
義
の
あ
っ
た
法
律
の
単
な
る
説
明
、
も
し
く
は
明
示
的
に
そ
の
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
」
ロ
昆
〉
ロ

B
R
r
g
m
g
色
。
ζ
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説

切の
-
H
・
H・由・∞
"
ω
-
E
H
「
法
律

p
o
H〉
は
、
臣
民
、
が
行
動
す
る
際

(
E
5
5
B
吋

E
ロ
ロ
E
E
2
0ロ
〉
自
ら
を
律
す
る
〈
色
。
r
z∞
ロ
ロ
日
ロ
〉
規

範

(
E
n
Z
2
7ロ
ロ
乙
で
あ
る
。
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
改
め
て
起
こ
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
の
ま
ま
過
去
に
属
す
る

2
5

包
官
同
2
2
x
z
g
)
の
だ
か
ら
、
法
規
範

(
Z
2
B白

FmmU)
は
通
常
公
開
問
E
Fユ
件
。
乙
将
来
の
行
為
〈
国
自
己
5
m
g
)
に
対
し
て
だ
け
効
力
を
持
ち
、

過
去
・
現
在
の
行
為
に
は
及
ば
な
い
。
但
し
、
純
然
た
る
宣
言
的
・
解
釈
的
法
律
の
場
合
会
ロ
戸
品
0
5
0
2
庶
円
-R丘
町
民
耳
目
山
口
件
。
G
H
O
S
Z
S
)
は

除
く
。
蓋
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
は

(mmmnt〈
巴
新
し
い
こ
と
は
何
も
命
ぜ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
疑
義
の
あ
っ
た
法
律
が
以
前
に
も
既
に
持
っ
て

い
た
と
こ
ろ
の
真
実
の
理
解
(
意
味
〉
(
〈
2
2自
己
を
告
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
:
:
:
何
人
に
も
不
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
単
な
る
特
権
〔
付

与
〕
(
甲
山
三
日
開
問
ぽ
己
や
恩
赦
(
の
ロ
恒
常
ロ
l
ω
R
Zロ
〉
の
場
合
に
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
:
:
:
立
法
者
(
『
聞
広
三
CH〉
が
こ
の
点
に
つ
い
て
明

示
的
に
定
め
て
い
る
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
:
:
:
」
。
註
(
剖
〉
、
註
〈
冗
)
所
引
『
訴
訟
法
典
』
・
『
市
民
法
典
』
公
布
勅
令
も
参
照
せ
よ
。

(
刷
出
)
の
ロ
山
富
〈
何
回
LrHEnr
ロ
-KFHF日
開
由
民
自
自
ロ
(
国
同
ω問
-
Y
U
-
o
F
Zロ
nr刊
の
R
W
Z
S丘
ロ
ロ
ロ
同
烈
回
目
曲
目
円
相
内
田
ユ
田
〈
・

5
ロ

H印
ω
N
(
{
U
R
C
F
g
y

品
・
〉
口
出
・
(
問
。
n
g
E
C包
括
同
国
国
-
一
四
回
σロ
O同r
o
r
N由由。[凶
]
γ
ω
Z口
間
同
己

s
a
-
ω
・
呂
町
:
塙
浩
訳
「
カ
ル
ル
五
世
刑
事
裁
判
令
〈
カ
ロ
リ
ナ
〉
」
『
神

戸
法
学
雑
誌
』
一
八
|
二
(
一
九
六
八
年
)
二
五
三
頁
参
照
。

(
位
〉
〈
間
「
出
mwFロ門戸
n
r
N
C
O田
川
出
(
回
目
m-Y
ロ
-oMMO山口
-
W
7
0
0
2
r
r
z
o丘
ロ
ロ
ロ
ぬ
内
田
町
田
臼
関
同
同
で
田
〈
・
ロ
oσ
三
仏
ぬ
円
回
同
州
出
σ
R問
。
叫
ロ
ロ
仏
《
rwH
∞
旨
ロ
仏
ぬ
ロ
・

rzHmo門
出
包
括
R
K
Z
g邑
ロ
ロ
田
岡
田
郎
自
自
己
門
口
町
口
問
nr
含
ロ
回
目
芯
己
E
U
Hロ
n
r
g
z
E
g
r
L
S
H
ι
8』
0
2
2
仏
2
宮
古
ロ
ロ
ゲ
g
の
R
W
Z
m
D丘
-

E
ロ
間
関
包
括
同
問
主
〆
〈
・

5
ロ
合
ロ

γ
Z
2
5
N
H
ロ
E
5
N
U
-
U
S
N目
的
ロ
・
図
。

-Lo-Z円
由
民
叶
デ

ωω
・∞∞ロ
-U0・
塙
浩
訳
「
バ
ン
ベ
ル
グ
刑
事

裁
判
令
(
パ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
)
白
」
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
二
一
|
一
・
二
(
一
九
七
一
年
〉
九
七
、
九
八
頁
参
照
。

(
邸
〉
附
，
Z
E
n
r
ω
n
E
F
E
P
U
F
O
向日
-
m
O
B
O
E
s
z
r
H
2
5
5
3号円。口
r
g
E
F
2
g
z
r
E
g
m
E
R
F
E
O
巧
5
2
R
E
r
常
国
関
0・

g
o即日ロ

ω
Rえ
兄
島
F

Z
田
nEHEnr
仏
四
円
〉
己
田
岡
山
Z
S
ω
O
回向門戸
F
P
K戸田
-
S
H
U吋
ω・
ω
ω
-
u
F
ち
に
よ
れ
ば
、
『
刑
事
法
実
務
(
句
B
H
2
5
2
5

ロ
ユ
邑
E
-
2
5〉
』
(
一
五
五
四
年
〉
と
い
う
著
書
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
非
法
定
不
法
行
為
(
犯
罪
)
E
o
-
-
n
g
Z
R
S
E
E
R
-同
)
」
を
説
明
し
て
、

「
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
法
律
に
よ
っ
て
も
君
主
の
条
例
に
よ
っ
て
も
慣
習
法
の
導
入
に
よ
っ
て
も
、
決
ま
っ
た
(
固
定
し
た
)
刑
罰
が
定
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
裁
判
の
際
の
裁
量
に
よ
っ
て
科
さ
れ
、
そ
れ
は
不
法
行
為
(
犯
罪
)
や
〔
犯
〕
人
の
〔
性
〕
質
に
し
た
が
う

EEG-仏
ロ
Cロ
ω広
三
E
n
2
E
E同

}品。

E
件
宮
山
口
己
】
託

ω
g
z
g
m
E
S
E
R
E
ι
Z
E
-
E
S
E
E
C口
O
Bロ
在
百
円
印
刷
】

O
B
P
Z
L
白

H
E
E
o
u
s
cロー
5

2伝
B
E
E
-
2
7
0円
程
中

ロ
ロ
仏
ロ
ヨ
【
E
F
n片山

E
H
M
O
B
S
S
《吉田口
g
g
g
)」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ω
S
B
F
m
p
目・由・

9
・
ω・
訟
に
よ
れ
ば
、
こ
の
著
作
の
刊
行
年
次
は
、
一
五

七

O
年
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

論
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円
)
穏
笹
山
肌
応
似
灘
ム

λ
h
p
.

、二、
H
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A

開
会
お

υ一
割
問
・
寂
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割
門
す



ハ
一
五
四
四
年
〉
、
ゴ

l
プ
ヲ

I
C
g
zロ
5
0
0
V
F
H
)
の
『
裁
判
所
亀
鑑
(
阿
川
町
n
F
5
5
1
m間
色
)
』
ハ
一
五
五

O
年
)
、
ラ
ウ
ブ
ド
ル

γ
や
ド
ル
ネ
ッ
ク

C
・
〉
・
ぐ
-
U
2
5
n
r〉
の
『
法
実
務

9
5口
氏
自
)
』
(
後
者
は
一
五
七
六
年
刊
)
、
ザ
ウ
ア

(
K
H
σ
B
E
E
F
5
)
の
『
刑
事
法
書

G
R日
REnr)』

〈
一
五
七
七
年
)
の
よ
う
に
法
学
者
だ
け
で
は
な
く
、
審
判
人

(ω
ロ
E
R
Oロ
〉
を
中
心
と
す
る
広
い
読
者
を
対
象
と
し
て
著
さ
れ
た
一
連
の
書
物
が
あ

り
、
こ
れ
ら
は
〔
一
四
二
五
年
に
南
ド
イ
ツ
で
著
さ
れ
、
一
五
二
ハ
年
に
人
文
主
義
法
学
者
の
セ
パ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
プ
ラ
ン
ト
岱
与
E
E
H
H
F
Sじ

が
編
集
し
直
し
た
〕
『
訴
訟
鑑

(
E
a
g名
ぽ
向
。
。
』
や
『
カ
l
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
な
ど
の
抜
き
書
き
的
性
格
が
強
く
、
体
系
性
も
完
結
性
も
持
っ
て
い

な
い
。
但
し
、
後
者
も
ロ
1
7
法
学
の
知
識
を
土
台
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
ラ
ウ
フ
ド
ル
ン
や
ベ
ル
ネ
1
ダ

I
は
、
正
当
防
衛

(ZcgmrH)
・
未

遂
ハ
〈
o
g
E巴
・
共
犯
(
吋
色
町
各
自
己
の
形
式
に
つ
い
て
も
極
く
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
が
考
察
を
施
し
て
い
る
。
前
者
は
、
「
法
定
犯
罪
」
・
「
非
法

定
犯
罪
」
の
概
念
を
導
入
し
て
も
い
る
。
ま
た
他
方
、
プ
ラ
ン
ト
が
『
訴
訟
鑑
』
を
校
訂
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
人
文
主
義
的
〔
ロ

!
?
〕
法
学
と
ド
イ
ツ
法
律
実
務
と
を
裁
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
。

F
E
F
E
P
同
・
白
・
。
-U・品目同:

(
川
出
〉
〉
・
同
・

0
・・

ω・
由
・
〈
何
日
・
剛
山
色
町
岡
山
n
v
gロ
ω円
吉
区
ロ
m-
。
g
n
E
n
r
g【
回
目

H
U
2
2
n
Zロ岡山市
nrg当
5
0
5口
E
F
〉
宮
・
ゲ
呂
田
国
n
Zロ
E-F冊
目
宮
古

g
g・
2
2
E
E
n
r
〉白

-8・
ω・品
ωご
:
ヴ
ィ
ゲ
1
リ
ウ
ス
の
著
書
の
刊
行
年
次
は
、
後
者
に
よ
る
。

ハ
部
)
た
と
え
ば
ギ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン

(
F
E
1
m
Qロ
H
2
8ロ
)
の
『
刑
事
裁
判
の
支
柱
〈
〉
手
2

2丘
三
日
E
R
E
-
E
-
U
)』
(
二
ハ

O
六
年
)
は
、
イ
タ
リ

ア
の
デ
チ
ア
l
ヌ
ス
ハ
目
宮
ユ

E
り
ぬ
己
自
己
ω
〉
や
ヴ
ィ
ゲ
1
リ
ウ
ス
、
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
の
刑
事
法
規
定
に
つ
い
て
の
註
釈
で
あ
る
テ
ュ

i
ピ
ン

ゲ
ン
の
ハ
ル
プ
レ
ヒ
ト

C
c
Eロ
ロ
出
向
右
足
各
む
の
『
刑
事
法
論
考
(
吋
H
R
E
E
C
5吉
弘
広
〉
』
三
六

O
三
年
〉
な
ど
に
よ
り
つ
つ
、
『
カ
1
ロ

リ
i
ナ
法
典
』
と
ロ

l

マ
法
や
イ
タ
リ
ア
刑
事
法
学
の
成
果
と
を
結
合
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

ω
n
E
R師同
OHP
国
-
P
O
-
-
ω
-
T
E百
円
札
口
m-
同・

同・

0
・・

ω・由
ω∞・

〈
部
)
『
カ

1
ロ
リ
i
ナ
法
典
』
を
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
註
釈
を
付
し
た
も
の
で
、
同
法
典
と
法
学
と
の
結
合
を
意
図
し
た
最
初
の
文
献
で
あ
る
。

g
u
E
-

日
ロ
や
同
・
白
・
。
・
・

ω・
8
N同
:

ハ
巾
別
〉
レ
ム
ス
が
仕
え
た
ヴ
ィ

1
ト
(
巧
広
島
〉
の
グ
ラ
l
プ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
(
ぎ
己
r
m
E
)
に
献
呈
さ
れ
た
こ
の
審
物
は
、
初
学
者
の
た
め
に
、
普
通

法
源
を
引
き
な
が
ら
『
カ

1
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
を
敷
街
し
た
も
の
で
、
法
学
文
献
か
ら
の
引
用
は
若
干
名
の
法
学
者
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
〉
-

p
。・・

ω・出
ω由
『
:

〈部〉

ωnrmRω
席目

p
白・同・

0
・・

ω・
叶
同
:

(
的
〉
ム
ス
ク
ル
ス
(
M
M

・
宗
5
2
F
ω
〉
ハ
一
六
一
四
年
)
、

説論

ツ
ィ

1
リ
ツ

(
F
Z
R仏
N
広
岡
山
武
〉
(
一
六
二
二
年
)
、

シ

品

テ

フ

ァ

l
ニ

P
P
2
E
E
ω
問中
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(3) 

-Mr恒
三
〉
ハ
一
六
二
六
年
)
、
プ
ラ
ェ
ウ
ス
ハ
〉
ロ
ぢ
巴

g
回
巳

-sg〉
(
一
六
一
二
一
年
)
、

白・。・・

ω・∞・

(問〉

kr・同・

9
・
ω・九日・

(
削
〉
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
へ
ニ
ン
グ
・
ベ

1
7
1
c
g
g回
国
自
己
ロ
開
国
晶
子
5
2
)
(
一
六
七
四
年
l
一
七
四
九
年
)
の
長
男
で
あ
る
。
∞
乙
含
・
白

-
P
9・
ω・
ω・

(即〉

kr-m
。・・

ω
ω
-
g
l
s
-

(
出
)
〉
・
白
・
。
・
・

ω
ω
-
g
i
g
-
日ロ国
σ・
勾
・
彼
は
な
る
ほ
ど
公
的
不
法
行
為
ハ
犯
罪
)
E
o
-吉
田
司
ロ
σ
z
g〉
を
、
厳
格
な
手
続

F
8
8
8
5
8
-
g
E乙

と
確
定
的
な
刑
罰

Q
8
5門
-
2
2
5
s
a同
)
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
「
法
定
犯
罪

(O丘町ロ
R
U〉
」
と
「
非
法
定
犯
罪
公
民
同
国
O丘
町
民
広
〉
」
と
に

分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
法
の
分
類
で
あ
っ
て
、
「
今
日
で
は
通
常
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
手
続
と
刑
罰
は
全
て
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い

る

p
a
-
O
H
M
8
8
2
5
5
3
E
A
g
r
B
広
O
B
匂

0
8
2
5
0
Bロ
山
曲
目
町
四
回
同
吉
田
柏
田
仲
〉
」
か
ら
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
、
と
し
て
い
る
。
裁
判
は
全

て
法
定
外
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
と
は
正
反
対
の
ベ

1
7
1
の
こ
の
発
言
は
、
両
者
の
直
面
し
て
い
た
法
的
現
実
と
課
題
の
聞

に
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ま
た
「
非
行
(
歎
賄
罪
)
(
ω
E
Z
C
E
Z回
〉
」
の
概
念
も
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
に
お
け
る
よ
う
に

「
非
法
定
犯
罪
」
全
一
体
を
包
摂
す
る
も
の
で
は
も
は
や
な
く
、
偽
(
造
〉
罪

(
E
E
B
)
と
「
今
日
の
法
で
は
ほ
と
ん
ど
区
別
で
き
な
い
(
日
E
z
r
a
-
R
E

宮
E
E
去
F
Z
B
J
S
)」
個
別
犯
罪
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
ベ
!
?
!
の
ロ

1
マ
法
源
理
解
が
、
ヵ
ル
プ
ツ
オ
フ
よ
り
遥
か
に
深
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
船
田
享
二
『
ロ
!
?
法
』
第
一
巻
〈
一
九
四
三
年
、
改
版
一
九
六
八
年
〉
一
二
四
六
頁
参
照
。

(
山
間
〉
こ
れ
は
、
テ
オ
ド
リ
ク
ス
〈
同
v
m
R
g
吋

z
a
2
k
g
〔
ロ
笠
岡
山
岳
〕
)
〈
一
五
八

O
年
i
一
六
四

O
年
)
に
習
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
著
書
『
刑
事

法
教
程
合
。
戸
内
問
Z
B
R
E
F
S
-
o
)』
(
ご
ハ
一
八
年
)
は
、
著
者
自
身
が
改
訂
し
て
『
刑
事
裁
判
実
務

C
E
E
C目
白
5
-
E
F
胃
白
色
口
一
回
目
)
』
ハ
一

六
七
一
年
)
と
な
っ
た
。
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
も
『
帝
国
ザ
ク
セ
ン
新
刑
事
実
務

(
P
R己
g
g
g
H
B宮
丘
町
長
国

ω曲
H
O
E
S
B
E
E
R
-
B
Eと
2
5
)』

(
一
六
三
五
年
)
で
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
を
論
じ
た
際
、
テ
オ
ド
リ
ク
ス
の
「
無
名
(
不
特
定
)
不
法
行
為
(
犯
罪

)
2
0
-
w宮
町
B
O
B
-
E
Z
)」

概
念
の
定
義
を
借
用
し
て
い
る
(
「
法
定
外
(
特
別
〉
刑
」
の
第
二
知
型
と
第
二
類
型
の
区
別
〉
。
回
C
5
7

目・白・

0
・・

ω・
8
一
段
宮
包
括
-
白
-PO--ω
・

叶

NrJNm}・同
Enyωnr州民
ω件。
5
・何回・同・。・・

ω・
∞
同
:

(
川
山
)
図
。
】
含
w

同・同・

0
・・

ω
ω
-
S
l
E・
テ
オ
ド
リ
ク
ス
は
、
犯
罪
の
質
料
(
目
印
Z
E白
〉
は
故
意
(
号
日
己
印
)
も
し
く
は
過
失

(2-宮
)
に
よ
っ
て
犯
さ

れ
た
行
為
の
事
実

Q
R
Z
S
)、
「
犯
罪
の
形
相
公
日
目
俗

ι
o
-
5
U」
は
「
何
ら
か
の
法
律
違
反
(
昨
日
ロ
ωmHog-c
些
2
F
E
r包
ω〉
」
で
あ
り
、
後
者

に
よ
っ
て
の
み
「
許
さ
れ
る
行
為
は
、
許
さ
れ
た
行
為
な
い
し
ど
ち
ら
で
も
な
い
行
為
か
ら
区
別
さ
れ
る

Q
2
5
2
E
E由
児
8
5
-
Z門
田
口
a
s
a
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説

白}宮内宮山口

E
E
R
2
2
5」
、
と
考
え
た
。
一
方
、
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
は
、
犯
罪
は
、
「
犯
罪
を
犯
そ
う
と
す
る
意
思
(
心
素
)
、
犯
罪
と
な
る
行
為
の
事
実
、

法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
犯
罪

P
E自己
F
E
A
E
ω

古
芯
ロ
L忠
弘
己

5
A口町吋ぬ一町田口
Z
g
-
5
2占己
j

己
記
念
ロ
n
Z
S
U
R
E
W
E
S
-
ロ
仲
間
町
唱
。
円
】
0・

m
m
g
℃

E
-
z
r〉
」
(
司
H
R巴
g
ロ
C〈
P
M
M回目・][・

A・

H-ロ・
He
の
三
つ
を
前
提
と
す
る
、
と
し
て
い
る
。
意
思
(
心
素
)
(
由
巳
自
己
乙
と
行
為
の
事
実

Q
R吉
田
)
と
い
う
こ
つ
の
要
素
か
ら
な
り
た
つ
現
象
は
法
律
以
前
に
既
に
悪
で
あ
り
犯
罪
で
あ
り
う
る
わ
け
で
、
法
律
は
い
わ
ば
そ
の
後
を
追
う
か
た

ち
で
刑
罰
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
「
非
法
定
犯
罪
」
な
い
し
「
非
行
」
も
し
く
は
「
無
名
〈
不
特
定
)
犯
罪
」
と
い
う
概
念
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
現
実
を

考
え
る
な
ら
ば
、
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
態
度
の
方
が
実
務
に
却
し
た
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
テ
オ
ド
リ
ク
ス
の
犯
罪
理
論

と
「
無
名
(
不
特
定
)
犯
罪
」
概
念
と
の
矛
盾
が
、
普
通
刑
事
法
学
を
活
性
化
さ
せ
、
そ
の
発
展
の
動
因
と
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
附
)
切

0
5
7
同・同・

9
・
ω
ω
-
g
i
g
-
エ

ン

ガ

ウ

C
c
Eロロ
H
P包
D
}
司
}
戸
開
口
岡
田
口
〉
の
『
ド
イ
ツ
・
ヵ
l
ロ
リ
l
ナ
刑
事
法
提
要

(
E
o
g
g
g
吉
弘
切

口
吋
即
日
宮
丘
町
の
2
B
S庄
の
向
。
-EH)』
〈
一
七
三
八
年
)
は
、
「
無
名
〈
不
特
定
)
犯
罪
」
概
念
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
系
の
理
論
的
整
合
性

を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ベ

l
マ
l
の
(
テ
オ
ド
リ
ク
ス
以
来
の
〉
こ
の
体
系
の
二
律
背
反
性
と
内
的
緊
張
関
係
は
、
グ
ヴ
ィ
ス
ト
ル
プ

c
c
y
gロ
わ
「
己
主
S
F
E同
g
ロ

C
巳
巳
2
も
の
『
ド
イ
ツ
刑
事
法
制
要

(pgLω
間同
N
O
L
g
p
z
z
r
g
同凶
og--nZロ
F
n
r
z
)』
(
一
七
七

O

年
、
第
五
版
一
七
九
四
年
)
に
も
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
〈
m
-
-
ω
n
E
F
E
P
白・目・

0
・・

ω・
5
同:

(
川
)
回
D
E
F
白・目・。・・

ω・
印
由
同
:

(
川
川
〉
〉
-PC--ωω
・印∞ロ・

5
斗
〉
ロ
ヨ
-MMω
・
「
特
別
刑

f
C
o
s
a陣内向。片品目ロ
R
Zど
と
い
う
概
念
は
、
普
通
法
上
五
つ
の
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
て

い
た
。
即
ち
、
付
法
律
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
事
例
す
な
わ
ち
「
非
法
定
犯
罪
公
江
B
B
R可
g
丘一ロ
R
E
Bど
の
場
合
の
刑
罰
、
。
死
刑
に
あ
ら
ざ

る
刑
罰

Q
0
8
8
ロ
8
8
1
E
g〉
、
同
「
裁
量
刑

F
S
E
R
E可
釦
ユ
白
〉
」
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
帥
「
正
規
刑
(
官
。
出
向
。
丘
宮
島
江
白
)
」
全

般
に
対
し
て
減
軽
さ
れ
た
刑
罰
一
般
、
田
正
当
な
刑
罰
減
軽
事
由

C
E
g
n
E
8
0
匂

0
2
3
2
ε
2
3
8昨
日
開
田
口
氏
乙
で
あ
る
。

(
問
〉
〉
・
白
・

9
・
ω
-
S
R
ぐ
巴
・
白
・
同
・

0
・・

ω-E-
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
も
、
「
法
定
外
(
特
別
〉
刑
」
の
第
二
類
型
で
あ
る
「
非
法
定
犯
罪
(
円
ユ
B
8
2
E

5
5丘町ロ
R
Z
B
)」
の
場
合
に
お
け
る
法
律
に
よ
ら
な
い

2
r
m
E
g
z乙
法
創
造
を
「
裁
量
刑

f
S
E
R
E
R
R
Uど
と
い
う
の
は
適
当
で
は
な
く
、

「
法
定
外
(
特
別
)
刑
〔
罰
〕

(
-
5
2固
め
凶
可
B
E
E
R
-同
ど
と
い
う
表
現
を
用
い
た
方
が
よ
い
と
は
し
て
い
た
が
、
な
お
両
者
は
し
ば
し
ば
同
義
語
と

し
て
相
互
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
川
〉
註
(
川
川
)
参
照
。

(
川
)
切

C
]
L
F
P
P

。占
ω
・ロ
0

・

~A 
証岡
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説

B
R
r
o
p
i
-
-
-
)」
ハ
別
包
F
z
n
r
z・阿ハ担口町
g
g
p
目
・
白
・
。
・
(
註
〈
町
山
)
所
掲
γ
ω
・
混
同
:
塙
訳
二
五
二
|
三
頁
参
照
〉
、
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
規

定
は
い
わ
ゆ
る
「
裁
量
刑
」
の
み
な
ら
ず
、
「
確
定
的
法
定
刑

(
U
S
E
-
o問
E
口
出
回

2
仏

2
R
E
F
S
Sど
を
も
含
め
た
「
法
定
(
正
規
)
刑
」
の
全
体

に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
『
カ
l
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
の
苛
酷
で
時
代
遅
れ
の
刑
罰
体
系
は
、
〔
良
き
〕
裁
判
慣
習

P
E
m
同DES-m)
や
ラ

ン
ト
法
律

00間
g
同M
H
c
t
R
E
g〉
に
よ
っ
て
、
よ
り
人
間
的
・
合
理
的
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
(
た
と
え
ば
、
同
性
愛
・
獣

(
雛
)
姦

p
a
E岡
山
由
)
(
第
一
二
ハ
条
〉
、
普
通
放
火
犯

(
5
8
E
2
5
)
(第
一
二
五
条
)
、
鋳
貨
を
偽
造
し
流
通
さ
せ
た
者
(
第
一
一
一
条
〉
に
は
焚

刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
概
ね
普
通
の
斬
刑

f
s
E
間

F
b
o
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
し
、
耳
切
り
、
鼻
切
り
、
自
の
え
ぐ
り
出
し
、

子
供
を
殺
害
し
た
女
の
生
き
埋
め
と
杭
刺
し
(
第
一
一
一
一
一
条
〉
の
よ
う
な
刑
罰
も
、
「
野
蛮
で
現
代
の
感
覚
に
合
わ
な
い

(
D
σ
R
E
E
F
Z
E
g
m
g
-
c

ロ
O丸岡山田
0
2ロ
宮
2
5
8ロ
g
E
g
z
g
)」
と
か
「
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る

f
R
ι
2
5
Z品目
5
Bと
と
い
う
理
由
で
、
廃
止
さ
れ
て
い
る
〉
。

こ
れ
は
、
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
「
法
定
外
(
特
別
〉
刑
」
の
第
三
類
型
の
一
部
を
構
成
す
る
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
ベ
1
7
ー
は
こ
れ
を
『
カ
l
ロ

リ
l
ナ
法
典
』
自
身
が
認
め
た
裁
量
の
余
地
内
の
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
「
法
定
(
正
規
)
刑
」
の
範
鴎
の
中
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
∞
0
5
7

同・同・

0•. 

ωω
・
g
l吋
ゲ

(
川
〉
〉
・
目
・

0
・・

ω・叶∞
R
:

(
川
)
〉

-
P
O
-
-
ω
-
S
H
F
-

(
山
〉
〉
・
白
・

0
・・

ωω
・
申
己

-E・
5
0
l
E
N・
ベ

l
マ
ー
は
ま
ず
、
ハ
円
ご
般
的
裁
量
〈
同
門
ゲ

F
E
E
S
5
m
g
o
H
O
)」
、
す
な
わ
ち
「
正
規
刑
」
と
し
て
の

「
裁
量
刑
」
を
確
定
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
量
刑
基
礎
事
実
と
で
も
言
う
べ
き
要
素
と
、
白
本
来
の
減
軽
事
由

(
B
E問
自
己
も
と
を
区
別
す
る
。
ハ
円
に

際
し
で
は
、
「
動
因
〈
g
E
S
)」
〈
「
犯
罪
の
一
般
的
意
思
(
仲
良
g
z
o
氏。

-E宮
町
ロ
岳
山
口
問
。
日
目
と
と
も
呼
ば
れ
る

γ
「
実
現

(
2
0
E
E
)」
・
「
質

E
E
E
S
)」
(
国
家
的
諸
価
値
に
対
す
る
犯
罪
の
関
係
〉
・
「
量
(
官
自
己

gm)」
・
「
時
問
。
。
ョ
吉
田
)
」
・
「
場
所
〈
r
E巴
」
と
い
う
七
つ
の
観
点
(
耳
目
Y

R
B
B
aじ
か
ら
、
悪
意
(
自
由
E
E
)
と
被
害
〈
E
Bロ
ロ
ヨ
)
が
検
討
さ
れ
る
。
同
は
更
に
、

ω
「
正
規
刑
」
と
し
て
の
「
裁
量
刑
」
に
対
す
る
減

軽
事
由
と
、

ω
「
確
定
的
法
定
刑
」
に
対
す
る
減
軽
事
由
と
に
分
か
た
れ
る
。
同
の
叫
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
先
の
七
つ
の
観
点
に
照
ら
し
て
、
宣
誓

を
し
て
偽
証
し
た
際

Q
カ
I
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
第
一

O
七
条
〉
に
生
じ
た
被
害
の
小
さ
い
こ
と
、
単
純
侮
辱
(
∞

m
E【
同
日
開
ロ
ロ
も
の
際
の
被
害
者
と
の

和
解
、
犯
行
以
前
の
ま
じ
め
な
生
活
態
度
、
〔
時
に
よ
っ
て
〕
女
性
で
あ
る
こ
と
や
後
悔
な
ど
が
、
減
軽
事
由
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
刑
罰
目
的
と
の

関
連
で
、
窃
盗
〈
『
カ
l
ロ
リ
l
ナ
法
典
』
第
一
五
九
条
、
同
第
一
六

O
条
)
の
際
の
「
矯
正
の
可
能
性
(
名

2
0
B
g
E巴
D
E印
)
」
、
恥
辱
刑
の
場
合

の
「
人
間
の
身
分

e-mロ
吉
田
匂

O
H
m
s
s〉
」
な
ど
が
考
慮
さ
れ
、
さ
ら
に
未
決
勾
留
や
、
妊
娠
な
ど
の
受
刑
者
の
「
身
体
の
虚
弱
さ

(
B
G
R
Z
F
g
-

論
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(3) 

g
n
F
5
5加
)
」
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
同
の

ωは
、
仰
「
個
々
の
犯
罪
に
固
有
の
減
軽
事
由
〈
B
E哲
三
宮
回
目
ロ
開
口
戸
山
田
含
ロ
ロ
広
明
言
。
唱
ユ
乙
」

と
、
向
「
全
て
の
犯
罪
と
刑
罰
に
共
通
の
減
軽
事
由
〈
B
E
m
g
E
0
5
2
v
g
骨
-
5
2
2
3
g
u
g
E
S
E
Eご
と
に
区
別
さ
れ
る
。
同
の

ωの

川
に
つ
い
て
は
、
先
の
七
つ
の
観
点
の
う
ち
、
特
に
「
行
為
の
事
実
の
質

(
G
E
E
S
F
2
G」
、
す
な
わ
ち
保
護
法
益
と
国
家
的
利
益
と
の
関
係
に
、

重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
人
の
利
益
を
主
た
る
保
護
法
益
と
す
る
「
私
的
不
法

Q
H
Z民同

Z
Z
H釘
〉
」
に
限
っ
て
、
窃
盗
や

偽
(
造
)
罪

(
E
Z
B
)
の
場
合
の
「
私
的
な
和
解
(
片
岡
S
E
n
t
-
官

-zg)」
・
「
損
害
賠
償
ハ

H
E岳
三
宮
含
自
口
町
)
」
・
「
価
格
分
の
補
償

(
8
5胃
E
E
C

-MH25」
や
、
姦
通
・
重
婚
・
誘
拐
・
強
姦
の
場
合
の
謝
罪
や
結
婚
の
よ
う
に
、
私
的
利
益
の
侵
害
を
除
去
な
い
し
軽
減
す
る
事
情
の
存
在
は
、
「
確

定
的
法
定
刑
」
に
対
す
る
減
軽
事
由
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
同
の

ωの
附
は
、
①
「
熟
考
・
故
意
・
判
断
力
の
欠
如
白
色

F
S己
0
・

ロ
グ
含

Z
2
2門
-
E
F
r
r
a
g
)」
(
「
過
失
〈
2
-宮
)
」
を
含
む
〉
、
②
「
未
遂
(
口
g
a
g〉
」
、
③
「
共
犯

P
O
R
E円
E
m〉
」
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら

構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
由
は
い
わ
ば
「
確
定
的
法
定
刑
」
を
「
裁
量
刑
」
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
例
え
ば
過
失
犯
の
場
合
に
は
、
過

失
の
程
度
の
ほ
か
に
、
∞
の

ωに
属
す
る
「
矯
正
の
可
能
性
」
と
か
「
被
害
の
質

F
E
E
S
念

S
Eど
と
い
っ
た
事
情
も
考
慮
し
て
、
「
特
別
(
法
定

外
〉
刑
」
が
決
定
さ
れ
る
。
以
上
の
「
全
て
の
犯
罪
と
刑
罰
に
固
有
の
減
軽
事
由

(
B
E
m
g
E
C
E
D
F
g
p
-
5
2
2
同

5
8
2
言
。
官
仲
間
〉
」
は
犯
罪

概
念
に
即
し
た
い
わ
ば
実
体
法
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
同
「
犯
罪
事
実
〈
罪
体
)
の
不
確
実
〈

Z
g
E
Z
L
o
g弓
C同町内
E
W昨日ど

と
い
う
い
わ
ば
手
続
法
(
証
拠
法
)
上
の
理
由
か
ら
「
特
別
(
法
定
外
)
刑
」
が
科
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
嫌
疑
刑
(
〈
o
E
F

nyZ己
S
Fと
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
〈
四
日
・

2
n
r
c・
ωロ
Eσ
叩

HF
司

2
2
E各
国
恒
三
唱
口
氏
問
g
e
S
F
r
B
民
営
・

ω
ω
-
g
i
g
-
山口白

σ・

ミ
門
山
中
訳
八
四
頁
〕
(
註
(
引
山
〉
所
掲
〉
・

ハ
問
)
回

o-F
白・目・

0
・
ω
-
H
h
R
-
u
ω
n
r
5
5・同
-
P
9・
ω・
5
吋
・
「
故
意
企

c-5)」
・
「
既
遂

(OHFZ凶
)
」
・
正
犯
と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
「
近

接
共
犯

(
n
S
2
g
g
u
B巴
g
gど
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
「
故
意
」
に
は
、
「
間
接
的
な
い
し
未
必
の
故
意

E
o
-
g
-
E
5
2
5
8
E
2
2
g色
町
田
ど

も
含
ま
れ
る
。
「
近
接
共
犯
」
に
は
、
「
共
謀
(
共
同
正
犯

)
(
n
g名
目
同
色
。
〉
」
、
「
委
任
(
間
接
正
犯
〉

(
B
g
E
Z
S〉
」
、
「
教
唆

(ngω
即日目ロヨ〉」、「割前

助

(
E
H
E出
自
)
」
の
四
種
が
あ
る
。
正
犯
と
「
ほ
ぽ
同
様
の
事
・
問

(
8
5
B
M
M
g
H百
戸
ど
が
あ
る
た
め
に
、
「
正
規
(
法
定
)
刑
」
が
科
さ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
こ
れ
を
、
「
正
規
の
共
犯
(
〔
8
ロ
2
5
5
2
E
E
Z
5・〕。丘町ロ門戸山口
Z
、
『
色
ロ
各
自
己
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。

(
山
)
切

c-LFF
悶・

0
・・

ω・
8印
南

-
u
ω
n
r
E
F
F
F
O
-
-
「
故
意
の
程
度
が
非
常
に
低
い
こ
と
公
忌

E
E
関門邑

5
《

Ho--)」
、
「
過
失
〈
2
-宮
〉
」
、
「
未

遂

(
g
E
E
ω
)」
、
「
特
別
の
共
犯
(
〔
g
ロ
2
2
5
2可
g
丘
E
R
E
-〕
E
P
S氏
自
岳
nro
ベ
色
ロ
各
自
乙
」
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
「
特
別
の
共

犯
」
に
は
、
「
過
失
に
よ
る
〔
近
接
〕
共
犯
(
ロ
8
2
5
g
E
g何回目
g
〕
2
q
g
g〉
」
、
正
犯
と
の
関
係
が
非
常
に
遠
い
「
遠
隔
共
犯

(
n
g
g
g
g
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説

同冊目。
Z
田
)
」
、
「
遠
隔
共
犯
」
の
特
別
な
場
合
で
あ
る
「
犯
罪
の
不
阻
止

l
|
「
凶
悪
犯
罪

(
E
B
E
E
Sど
に
限
ら
れ
る

l
!と
不
告
発
」
の
ゴ
一
つ

が
含
ま
れ
る
。

(
山
)
切

0
5・
m-m・
o・-ω-gH内
向
:
主
要
な
論
点
だ
け
を
列
挙
す
れ
ば
、
「
故
意
・
過
失
能
力
(
責
任
能
力

)
E
o
-
-
z
-
2
q
m
o
g
-出門戸仲間
ω
)

」
、
「
事

実
の
錯
誤

C
m
S
S
R
-回
伊
豆
)
」
、
「
法
〔
律
〕
の
錯
誤
(
巾
口
C
同
宮
江
田
〉
」
、
「
正
当
防
衛
」
、
「
緊
張
窃
盗
」
、
「
不
慮
の
で
き
ご
と

(ngcm〉
」
、
「
既
遂

の
欠
紋
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
邸
)
カ
ル
プ
ツ
オ
フ
の
第
三
類
型
の
残
り
の
一
部
で
あ
る
時
代
の
変
遷
に
と
も
な
う
量
刑
価
値
の
変
動
に
基
づ
く
「
法
定
外
(
特
別
)
刑
」
に
つ
い
て

は
、
既
に
ベ

1
マ
l
に
お
い
て
概
念
的
「
法
定
(
正
規
)
刑
」
化
が
達
成
さ
れ
て
い
た
。
註
(
川
〉
参
照
。

(
山
)
註
(
川
)
参
照
。

(
凶
)
図
。
-
L
F
P
F
。・・

ω・
5AH
同:

(
凶
)
な
お
、
過
失
犯
論
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
内
田
文
昭
「
過
失
犯
論
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
付
同
」
(
未
完
〉
『
上
智
法
学
論
集
』
一
六
|
一
(
一
九
七

二
年
)
、
一
七
|
三
(
一
九
七
四
年
)
が
あ
る
。

(
山
〉
〈
m-・円
U

』切の
-
H
・
H

・叩
-
M
U

「
こ
れ
〔
犯
罪
〉
は
、
軽
刑
罰
犯
罪
〈
向
。
江
口
F
F
1
0
5〉
と
重
一
刑
罰
犯
罪
〔
帥
nr司
0
3
m
s
i
o
g〉
と
過
重
刑
罰
犯
罪

ezany耳
目
ア
同
同
門
0
2
g
F自
由
)
か
ら
な
る
。
懲
役
刑
〈
の
町
内
官
官
宮
古
島
)
・
罰
金
刑
・
恥
痔
刑

anyg仏
国
可
回
忌
等
の
比
較
的
軽
い
刑
罰
を
科
さ

れ
る
も
の
が
、
第
一
の
も
の
を
構
成
す
る
。
第
二
の
も
の
に
は
、
身
体
刑
・
生
命
刑
を
伴
な
う
も
の
が
含
ま
れ
る
。
第
三
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の

は
、
単
に
生
命
を
奪
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
苛
酷
で
緩
慢
な
死
刑
を
科
さ
れ
、
も
し
く
は
著
し
い
付
加
刑
を
も
っ
て
処
断
さ
れ
る
」
。

(
凶
)
〈
m-・司
gu斗
M
2
5
〈
D
ロ
州
内
B
E
B国
司
・
。
。
同
国
間
河
口
円
山
山
口
自
の

a
r
z
回同

gユ門戸
(
U
z
-
-
F
Hロ
島
氏
R
F
。
1
5古田
-
U
E
〉ロロ
O
仲間同日
C
E
E
5・

宮
位
ロ
ロ
roロ
ロ

a-ω
・
2UH
「
故
意

(
ι
c
Z出
)
は
、
そ
の
際
、
常
に
推
定
さ
れ
る
。
重
過
失

(
(
u
z
-
宮

V
S〉
と
故
意
は
民
事
に
お
い
て
は
同
一
に
評

価
さ
れ
る
が
、
刑
事
で
は
そ
う
で
は
な
い
」
。

(
悶
〉
〉
ロ
5
2
r
E
P向
。
ロ
白
内
山
わ
し
「
切
の
-
H
・
H

・叩・
ω
・
N
-
R
-
n
-

(別〉
(
U

』∞の
-
H
・
H

・叩・

8
・〈間]・
(
U
D
S

宮
口
L
E
E
-
ω
・
印
凶
行
「
犯
罪
の
加
重
事
由
を
定
め
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
誰
が
(
宮
町
田
)
、
何
を

(
吉
正
〉
、
ど
こ
で

P
Z
)、
誰
の
割
前
助
を
得
て

p
z
F
g
E丘
一
口
由
)
、
な
ぜ

(
n
g
乙
、
ど
の
よ
う
に

2
5
B
E乙
、
い
つ

E
C
B
L
O
)
、
と
い
う
点
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
身
体
刑
を
生
命
刑
に
変
更
し
た
り
、
死
刑
(
(
リ
白
1
E
l〈
R
Z
R
Zロ
)
の
場
合
に
死
刑
の
種
類
(
問
。
.

E
ω
B
C
B乙
を
簡
単
に
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
状
況
に
応
じ
て
付
加
刑
を
申
し
立
て
る
に
す
ぎ
な
い
」
。

論

北法34(6・68)1018 



中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説 (3) 

(
m
)
Q図。・
H・
H
-
m叫
-
E
l
E
-
H
H
N・
滋
-
N
(犯
罪
の
不
告
発
γ
ω
(未
遂
γ

∞
〈
事
後
共
犯
)
・
ロ
〈
嫌
疑
刑
)
・
〈
包
・

2
切の
-H・
ロ
・
明
間
・
日
i
1

4

〈
正
規
刑
の
対
象
と
な
る
共
犯
〉
・

(問
)

(

U

』切の
-
H
・
H

・
叩
・
品
(
責
任
能
力
)
・

(
問

)
h
O
B唱。口伝
EB-ω
・
印

NH・

(
山
川
〉
も
っ
と
も
、
加
重
事
由
・
減
軽
事
由
に
関
す
る
規
定
が
「
刑
事
犯
罪
と
刑
罰
一
般
に
つ
い
て
」
と
い
う
『
刑
事
法
典
』
第
一
部
第
一
章
の
中
に
置
か

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
狭
義
の
「
裁
量
刑
」
は
第
一
部
の
第
二
章
以
下
の
諸
章
に
散
在
し
て
い
る
、
と
い
う
相
違
は
残
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
ベ

l
マ
i
が
減
軽
事
由
と
考
え
て
ハ
イ
ス
ラ
1
の
反
論
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
問
題
の
「
過
失
」
と
「
未
遂
」
の
う
ち
、
前
者
は
第
一
章
中
に
規
定
さ
れ

て
、
そ
の
他
の
減
軽
事
由
と
い
わ
ば
同
等
の
扱
い
を
受
け
た
の
に
対
し
、
後
者
は
「
刑
事
犯
罪
の
認
識
(
者

5
0
5
n
Y
5
)、
未
遂
、
共
犯

(
F吋7
0
5
、

嫌
疑
の
処
罰
に
つ
い
て
」
の
第
一
一
一
章
に
規
定
さ
れ
て
、
い
わ
ば
そ
の
他
の
「
裁
量
刑
」
と
同
等
の
体
系
的
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
外
観
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
未
だ
独
立
の
構
成
要
件
と
い
う
ほ
ど
の
内
容
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
実
質
的
に
は
あ
く

ま
で
一
つ
の
減
軽
事
由
で
し
か
な
い
。

ハ

m〉
【

U』切
AU-H・
同

-
m
-
H・

(
附
)
〉
ロ
B
R
r
Eロ
問
。
ロ
包

(U』∞。
-H・
H
-
m・
5
・
N-R-m-

(
印

)
E
0
5
Z
3ア
Fm・

o・-ω
・
口
『
:
村
上
『
近
代
法
の
形
成
』
一
一
一
一
頁
。

ハ
問
〉
わ
宮
切
の
-
H
・
M
-
m
-
吋・

(
別
〉
本
稿
付
九
八
頁
参
照
。

(川川
)

k

p

回目。同
}g口問何口白《】

(UF片目。・

H・
H-m-u-ω
・。・

〈
凶
〉
註
(
げ
〉
対
応
本
文
参
照
。

ハ
凶
)
註
〈
臼
)
参
照
。

(
国
〉
〉
ロ
B
R
r
E
m
g
白
与
の
忌
∞
。
-H・
H・叩・

5
・
∞
-NN-

(川出
)
ω
S
M凶
仲
田

z
n
r
F
叩

-
M
-

∞-A
-

(川出)《
U
O
B
-
5
E
2
5・
ω・
ωw
〔

UV両
国

(U-H-N・間四・
NlAF
で
論
ぜ
ら
れ
る
「
神
法
〔
律
〕
(
の
安
己
-
s
g
m
R
Z
-
』
g
u
Z
F
E
B
)
」1
1
4
「
自
然
神
法

〔
律
〕
(
』
g
任
三
ロ
C
E
E
g
g
-
o〉
」
と
「
実
定
神
法
〔
律
〕

C
g
去
三
E
B
匂
D
岳
山
〈
ロ
自
〉
」
と
が
あ
り

(m-N)、
後
者
は
「
啓
示
法
〔
律
〕

C
E

北法34(6・69)1019 



説

HO耳
V
Z
Bど
と
呼
ば
れ
る
|
|
、
「
自
然
法
門
律
〕

Q
5
2忠
良
日
ど

Q
・
6
1
1「
実
定
神
法
〔
律
ピ
に
ほ
か
な
ら
な
い

l
l、
「
人
定
法
〔
律
〕

c
g
出口
B
S
E
U」(叩・
3
l
|「
作
ら
れ
た
法
〔
律
〕

C
E
S
S
Z
Bど
な
い
し
「
実
定
法
〔
律
〕

C
g
宮
也
氏
2
5と
と
も
呼
ば
れ
る
|
!
と

い
う
概
念
が
、

ω百
円
門
戸
吋
r
c
E
S
〉
宮
山
口
白
昨
日
ω
ω
E
B
B向
吋
Z
c
-
c
m
u
o
V困問。門戸
-
S
E
A
-
〔
稲
垣
良
典
訳
『
神
学
大
全
日
』
(
一
九
七
七
年
)
〕
の

「
法
律

0
0
m
g
)」
論
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
聖
ト
l
マ
ス
は
、
「
永
遠
法
律

O
R
2
R
B乙
」
・
「
自
然
法
律

Q
Z

B
E
g
-
U〉
」
・
「
人
定
法
律

Q
E
E日
自
己
」
・
「
神
法
律

O
Z
E
i
E〉」
i
|
|
「
旧
〔
約
の
〕
法
律

0
2
2
2乙
」
と
「
新
〔
約
の
〕
法
律

o
a

g
g
)」
と
が
あ
る
ー
ー
と
い
う
区
別
を
立
て
て
い
た

2
・
由
。
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
は
、
こ
れ
ら
を
「
法
〔
律
〕

Q
gど
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て

叙
述
す
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
聖
ト

I
マ
ス
も
、

ωロ
ヨ
自
白
吋
}HOD-cmuo
同色【白
O
A・
印
吋
回
ユ
-
N

に
お
い
て
、
「
自
然
法

C
E
g
g
s
-乙
」
と

「
実
定
法

o
g
吉
田
町
宮
己
目
と
と
の
区
別
を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
「
自
然
法
律
」
と
「
人
定
法
律
」
と
の
区
別
と
同
じ
も
の
で
は
な

い
。
蓋
し
、
「
法

C
Eご
と
「
法
律

0
2ど
は
、
別
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
「
法
も
し
く
は
正
し
い
こ
と
と
は
、
公
平
の
何
ら
か
の
基
準
に
照
ら
し

て
、
他
者
に
と
っ
て
適
正
な
何
ら
か
の
行
為
で
あ
る
(
〔
m
g
u
o
E
g
島

n
S
E
E
-
凹

W
E
e
n
H
E
B
g
H
U
E
F
a
s
吉田
Z
P
g
H
国
】

H
A
E
a
o吉
田

包釦町内出
E
E
S
包
件
。
ユ
明
。
E
E
C
B
白日目
A
5
5
8宮
丘
町
注
目

B
D
E
B
)」
(
』
・
印
吋
悶
え
-

N
〉
。
一
方
、
「
実
践
知
に
先
立
っ
て
準
則
が
存
在
し
て
い
る

よ
う
に
、
理
性
が
確
定
す
る
正
し
い
行
為
に
先
立
っ
て
、
理
性
が
心
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
が
文
字
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
、
法
律
と
呼
ば

れ
る
。
法
律
と
は
す
な
わ
ち
、
ィ
シ
ド
l
ル
ス
の
い
う
成
文
法
律
で
あ
る
。
し
か
し
て
法
律
は
、
本
来
の
意
味
で
は
、
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
い
わ

ば
こ
の
法
の
理
性
な
の
で
あ
る

C
S
2
E
B
ロ
デ
』
曲
。
唱
町
江
田
山
g
z
aロ
O
L
H己
目
。
仏
2
2
B
E忠
告

s
e
B
H丘町
C
M】
S
Z
H
F
a
x
S
E
E
S
-

《吉田氏

s
g
o晶
画
自
同
肖
邑
o
E
5
0
5間口
F-
開門

ron
田
町
宮
田
円
吋
日
間
M
Z
B
B
L日間白
Z
P
4
0
8
Z
H
-
o
H
H
O凹
丹

g
-
s
-
2・明。
2
E
Z
B
H由広
O
B
B・

8
5昨
日
同
三
宮
肺
門
同
町
宮
曲
・
開
片
山
L
o
o
-
E
ロロロ

g
昨日匂
g
s
z
p
u
g官目。

-
a
g
E
0・
明
白
島
同
EGg--目
E
Z
E円山田〉」

(G・
印
吋
白
2
・
H)。
更
に
、
聖
ト

1
マ
ス
は
論
ず
る
。
「
法
は
正
義
の
客
体
で
あ
り
(
〔
C
ロ
L
o
g
S町内
2
2
5
2士
宮
邑
〕
宮
ω
g丹

C
E
R
Z
B
E
Z
E
S
)」
(-2-nx・
〉
、
「
そ
の
他
の

徳
と
比
べ
た
場
合
、
正
義
の
特
質
は
、
人
聞
を
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
規
律
す
る
こ
と
で
あ
る
(
〔
伊
田
宮
E
g
e
n
oロ
L
E
S
S
E
a〕
2
2
E
S

官
。
胃
F
E
M
E昨
日
ロ
芯
同
色
町
曲
目

1
2
E
S
E
-丘町ロ
Z
Z
B
S
O
B
-ロ
『
広
告
S
E
E
邑

m
-
z
E
E
)」
(-Dn-nF〉
。
「
正
義
と
は
、
各
人
の
法

(
権
利
〉
を
各
人
に
配
当
す
る
恒
常
不
断
の
意
思
で
あ
る

c
g
z
E
g同
g
a
g
S
E
胃
G
R
E
S
-
z
E
g
E白
E
c
g
2
5
S
E
E
S品目)」

プ

ロ

1

タ

(U
-
H・
H・
5
・

y・
〉
〔
春
木
一
郎
訳
『
ユ

I
ス
テ
ィ

1
ニ
ア
l
ヌ
ス
帝
学
説
索
纂
ロ
旬
。
、
HJ〉
』
(
一
九
三
八
年
〉
六
三
頁
参
照
〕
(
但
し
、
聖
ト
l
マ
ス

に
お
い
て
は
、

RJZEOE--w
は
同
ロ
包
-H・
H・
-u?
と
同
様
に

R
E
E
g
ω
ョ
の
語
に
、

R
n
z
S
5
3
も

J
昆
B
E
E
-
-
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
〉
と
い

う
ウ
ル
ピ
ア
l

ヌ
ス

(
C目立
g
E
Z
σ
B
M
E
E
D
R
m
z
-
Rロ
B
)
の
定
義
は
、
「
正
し
く
理
解
す
る
限
り
、
適
当
な
も
の
で
あ
る
公
安
出
宮
邑
8

主主ム
日岡

北法34(6・70)1020 



中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説 (3) 

《出

n
o
E
Z
S
』
己
主
唱
『
白
色

E
m
E
E
z
s
p出口町巳
O〕
2
5
0ロ目。ロ回

E
F
巴

g
n丹
O
E
S
-
-一何回昨日)」

(ω
ロ
ヨ
自
白
寸
ZD-o岡
山
由
。
同
白
]HS
門出
-
g
m
5・

H

)

。
一
方
、
「
正
し
い
こ
と
(
す
な
わ
ち
法
H
権
利
〉
の
正
し
い
境
界
画
定
を
導
入
す
る
裁
判
は
、
本
性
上
、
正
義
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る

(
〔
回
三
g
〕
Z
L
E
E
r
a
z
a
-
B唱。同百件同四円
S
B
P
R
E
M
-
E
Z
C
S
B
2
5
3ロ
丘
町
田
二
gHEM-
同}g宮
町
四
日
出
江
戸
口
え
乱
宮
丘
町
一

B
S〉」(同問]同曲。

ヂ

8

2
デ
同
)
。
要
す
る
に
、
聖
ト
l
マ
ス
の
「
法
。
5
)」
と
は
、
裁
判
官
(
宮
門
同
日
)
が
裁
判
。

E
W
E
B
)
を
通
じ
て
確
定
す
る
各
人
の
権
利

〔
の
総
体
〕
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
「
法
律

(ZH)」
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
体
系
的
に
も
「
法

C
g
m
)
」
論
(
同
由
同
自

ヂ
印
斗
)
は
、
「
法
に
つ
い
て
(
。
。

Z
S
)」
2
・
印
吋
)
、
「
正
義
に
つ
い
て

(
U
O
E阻
止
江
田
)
」
(
ヂ
印
∞
)
、
「
不
正
に
つ
い
て

(00
古

Z
2
X
U〉」(』
-
S一)、

「
裁
判
に
つ
い
て

(
U
o
-
E
E
C〉」
(ρ
・
2
〉
、
「
正
義
の
諸
部
分
に
つ
い
て
(
。
。
官
江
戸
ゲ
5
吉田

E
2
0〉」(』・
2
)、
「
原
状
回
復
に
つ
い
て

(
0
0
5・

笠
宮
氏
自
乙
」

2
・
S
)
等
々
と
続
く
「
正
義
」
論
の
総
論
の
最
初
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
(
「
さ
て
、
正
義
に
つ
い
て
は
、
四
つ
の
考
察
が
な
さ
れ

る
。
第
一
に
、
法
に
つ
い
て
;
:
:
(
【
U
5曲目
E
E
E
5
2同
D
E
B
-品
R
S
E
E
E
A
E
a
g
ロ匂ユ
BESE-Log-
母

-ROui---〉
」
)
、
「
法
律

0
2〉
」
論
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
中
世
後
期
・
近
世
を
通
じ
て
「
司
法
国
家
」
的
構
造
が
徐
々
に
限
定
・
克
服
さ
れ
る
中
で
、
「
法
(
日

権
利
)
(
吉
田
〉
」
の
概
念
は
、
「
法
律

0
2ど
と
い
う
合
意
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
法
律

0
2〉
」
に
逆
に
「
法
(
日
権
利
)

。
E
)」
が
持
ち
込
ま
れ
、
前
者
が
後
者
に
よ
る
内
在
的
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
が
聖
ト
l
マ
ス
の
「
法

律

0
2ど
の
区
分
を
「
法
〔
律
〕

Q
g
)
」
の
区
分
と
し
て
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
聖
ト
I
マ
ス
の
「
法
律
」
論
と
「
法
H
権
利
(
正
義
〉
」
論
と
が
接
合
さ
れ
、
邸
主
ト
l
マ
ス
が
同
骨
同
曲
。
』
・
印
叶
白
え
・

ω
で
論
じ
た
「
万
民
法

0
5

問。ロ片山

EB)」
が
、
「
国
際
法

C
g
の
g
E
Bど
と
し
て
の
Z
R
-
H・
M
-

間
・
印
の
内
容
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
小
序
註
(
河
川
)
参
照
)
。

〈川出〉

HMOSMMOS邑
・

ρ
5
-
-
g
c
E
S
z
o日
常
国
の
a
z
呂田
H
E
-
-
u
g
g
H
w
g
a
k
J
E
c
i
-
-
P
E
g
-
者
四
回
同
忠
良
四

-
E
B
Z
H問・

E
R
ω
-
m
4・

(
凶
〉
【
UOB可
巾
ロ

LEg-ω
・
ω・

(
川
出
〉
〉
ロ

B
2
r
g
H問
。
ロ
白
品
。
呂
田
。
・

H・
H-m-u-ω
・由・

(

凶

)

円

UOB同】冊ロ品目
ZB-ω
・
ω同:

ハ
問
)
可
申
MM宮司
f

白・白・。・・

ω-qご
:

(
削
〉
註
(
ロ
〉
対
応
本
文
参
照
。

(
出

)ω
富
良
賞

R
Z・叩・∞∞
-ω-H臼・

(
問
)
註
(
臼
)
な
ら
び
に
同
註
対
応
本
文
参
照
。
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(
山
凶
)
〉
ロ

g
R
r
E
m
mロ
白
品
。
宮
切
の
-
H・

M
-

明・

ω・

ω-N司・

(
問
凶
)
註
(
刊
日
〉
対
応
本
文
参
照
。
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Kreittmayr in der bayerisch-landrechtlichen 

Entwicklung ("Friede“， "Polizei“， "Konstitution“ 
als rechtsschりpferischeldeen) 

一-V erfassungsgeschichtliche Prolegomena zur 
Landrech tsforsch ung一一(3)

Von Takuro W ADA * 

lnhaltsubersicht: 

O. Einfurende Bemerkungen zur typologischen. Forschung der 

Gesetzgebungsgeschichte (von W. Ebel). 

1. Kreittmayrsche Kodifikationen. lhr Verlauf und systematischer 

Aufbau (Zwischenstadium vom rδmischen lnstitutionen-zum 

deutsch-naturrechtlichen System des preuβischen ALR). 

II. Entwicklung und systematische Aufgiiederung des bayerischen 

Landrechts (Vorlaufer der Kreittmayrschen Kodifikationen). 

(soweit im 3. Heft des 33. Bands) 

Exkurs: Entwicklung der bayerischen Adelsherrschaften und land. 

rechtlicher Strukturunterschied Ober-und Niederbayerns. 

(soweit im 2.Heft des 34. Bands) 

1lI. Rechtstheoretisches bei Kreittmayr. Quellen und Wesen des 

Jus Publicum und Jus Privatum. 

O. Vorbemerkung zumδ妊entlichenund Privatrecht. 

1. Jus Privatum (Burgerliches Recht) als das System der 

Handlungsnormen der privaten Personen (Die an Untertanen 

gerichteten oberherrlichen Gebote und Verbote als die pri-

vatrechtlichen Quellen). (soweit in diesem Heft. Weiter 

voraussichtlich im nachsten Heft) 

2. Jus Publicum (Staatsrecht) als das System der "respublica“ 

-nischen Herrschaftsrechte (Die Landsvertrage und die landes-

herrlichen Gesetze als die offentlich-rechtlichen Quellen). 

本 Assistentan der juristischen Fakultat der Hokkaido-Universitat， MA. 
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3. Einteilung des Jus Publicum in die Konstitution und das 

Verwaltungsrecht (Ausklang der alteren Landrechtsgeschichte 

und ihre Neuentfaltung im 19. Jhふ

N. Abschliesende Bemerkung zur Ideengeschichte der Gesetz-

ge bung (von Sten Gagner). 

ill-O. Herrschend ist der Trennungsgedanke im 19. Jh.. Man konnte 

sich leicht erinnem an den Dualismus von Staat und Gesellschaft， Politik 

und羽Tirtschaft，Politik und Recht， wie nicht zuletzt die Dichotomie 

vom offentlichen und Privatrecht. 

Schon bei den Romem ist zwar auch von ius publicum und ius 

privatum gesprochen. Dieses Begriffspaar wies ja auf "eine Moglichkeit 

begriffiicher Betrachtungsweise“hin， erlangte aber damals "weder den 

Rang einer durchgebildeten wissenschaftlich-systematischen Einteilung 

des Rechts noch wesentliche praktische Bedeutung fur das Rechtsleben“. 

Das war nur "eine Di任erenzierung“， die im Grundsatz die Einheit der 

romischen Rechtsordnung als ius civile Cim weiteren Sinne) bestehen 
lies. 1m 16. Jh. hat Johannes Ordendorp "auf dem Hintergrund einer 

starkeren Verrechtlichung des Politischen“gefordert， "die Univer-
sitaten muβten Leute erziehen， die geeignet seien， das staatliche 

Gemeinwesen (respubliω) richtig zu leiten， und musten deshalb den 

Rechtsunterricht so formulieren， das die ，res Civiles tum publicae tum 

privatae‘gleichermasen einfach und verstandlich gelehrt wurden“. Es 

ist aber Nicolaus Vigelius， wer in der zweiten Halfte des Jhs. wohl das 

erste Werk mit dem Titel ius publicum verfast hat. Auch bei Hugo 

Donellus hat sich das jus publicum "als ein kleiner Wissenschaftsbereich 

an der Seite des Zivilrechts“einigermaβen verselbstandigt， wahrend 

Jacobus Cujacius sich mit kurzen Zeilen begnugt hatte， was jus publicum 

betri妊t.Hier hat zweifellos die grose geistige Bewegung des Humanis-

mus der Zeit auch eine bedeutende Rolle mit gespielt， der zu textkri-

tischen Bemuhungen， aber auch zu einer systematischen Richtung der 

Jurisprudenz fuhrt. Dabei handelt es sich aber eher um ein starkeres 

Hinwenden des wissenschaftlichen Interesses und des Rechtsunterrichts 

zu den Rechtsfragen des δ，ffentlichen Lebens als um die systematische 

Einteilung des Rechtsstoffes. Ius publicum und ius privatum haben sich 

im 16. und 17. Jh. "als ，positiones studii iuris‘， als Wissenschaftsge biete 
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gesondert“. Sie machen aber "rechtssystematisch zwei sich uberschnei-
dende Rechtsgebiete mit einem erheblich gemeinsamen Bestand an 

Rechtsregeln“. Von einer Dichotomie des Rechts ist hier nie die Rede. 

Vigelius hat sich "darauf beschankt， aus dem Corpus luris alles 

herauszugreifen und geordnet zusammenzustellen， was er nach der 

Definition Ulpians als zum ius publicum gehorend ansah“. Donellus 

lehnte "sich nur tei1weise an die Ulpianformel an und entwickelte 

selbstandig die Kriterien fur eine umfassende Gliederung des Rechts， 

die er auch ohne die 凶mischeUber1ieferung fur erforder1ich hielt“-

Dieser hat mit viel grらsererFreiheit gegenuber den rδmischen Quellen 

a1s jener gearbeitet， beide aber noch in derselben Hohe gedanklicher 

Abstraktion und lsolierung von den staatsrechtlichen Verhaltnissen 

seiner Zeit. Die Situation hat sich aber bald im G1aubenskampf geandert. 

Die romischen Verfassungssatze wie die Formel "princeps 1egibus 

solutus“waren auch noch in das deutsche Rechtsdenken eingedrungen. 

So hat die CReichs-) PU日izistikim 17. Jh.， den stark praktisch-po1iti-

schen Charakter gehabt. Es kommt nun darauf an， wie das ius pub1icum 

an seinem lnhalt ausgebi1det wird. Es nimmt auch mehr und mehr 

Bezug auf die einheimischen Rechtsquellen. Das hat alles aber nichts 

am Verhaltnis des ius publicum und ius privatum geandert. Eine scharfe 

Trennung des einen vom anderen kommt nicht in Frage. 

Die westfa1ischen Frieden haben der deutschen Reichsverfassung 

den festen Grund gelegt. Dadurch wurde der Grundris des ius teutoni-

cum Cgermanicum) pub1icum gegeben. Um so fester die Gesamtstruktur 

des Gemeinwesens Chier namlich des Reiches) bestimmt ist， desto 

se1b唱tandigerwird das Cdeutsche) Staatsrecht als ein Subsystem von 

dem des Politischen. So wird die Unterscheidung des ius pub1icum 

und ius privatum im 18. Jh.， nur mehr schulmasig als b10se "Zuordnungs-

punkte fur sachgebundene Tei1unterscheidungen“verstanden. "Vor 

aJlem erlangte das i田 privatumnicht die RoJle eines Hortes privater 

Freiheit gegen die in ius publicum ausgebi1dete Staatsgewa1t; diese 

Rolle kam den .Rechten Privater‘zu. in denen sich keine Spaltung 

zwischen ius privatum und ius publicum vollzog“Csoweit Martin Bul-

linger. Vgl. auch Sten Gagner). 
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Mit dem letzten Zitat haben wir den Themenkreis ..]ustizsachen 

und Polizeisachen" erreicht. Es geht sich hier darum， ob die Polizei-

sachen， also die Regierungssachen auch vor Gericht gebracht werden 

konnen. Die Polizeisachen sind， an und fur sich betrachtet， auch bei 

den hochsten Reichsgerichten ..kein Objectum justitiae“. "So bald aber 

dieselbe contentiosae Cstreitig) werden， sind sie unter den ]ustiz-Sachen 

tanquam species sub suo genere Cals einze1ne Art einer Gattung) ent・

halten. . . . . . Sie sind aber pro contentiosis Cfur streitig) so bald zu 

ha1ten， als auser dem poJitico Cdem Politischen) jura et laesiones par-

tium CRechte oder Ver1etzungen der Prozesparteien) mit in conside-

ration Cin Erwagung) zu nehmen. . . . . .“C10hann Ulrich von Cramer). 
Eine Polizeisache kann gleichwohl vor Gericht gebracht werden， so das 

es also nicht auf einen Wesensunterschied von ]ustizsachen oder Polizei-

sachen ankommt. Eine ]ustizsache ist vie1mehr immer dann gegeben， 

wenn--auch in Polizeisachen--eine Ver1etzung von Rechten geltend 

gemacht wird. "Genug wird es ein jus privatorum Cprivates Recht， 

oder besser Recht Privater) furgesetzt， daruber mus der contradicent 

CBeschwerdefuhrer) gehoret， und ihm die ]ustiz administriret werden， 

und da kann ja nun wohl ein Regierungs-Collegium weder in propria 

回 usa]udex CRichter in eigener Sache)， noch auch sonst ]udex et pars 

CRichter und Partei) zugleich sein“. Dieser Satz ist also nicht im Sinne 

einer materiellen Uberschneidung der beiden Bereiche zu verstehen--

etwa so， daβeine Polizeisache dann zugleich ]ustizsache ist， wenn eine 

polizeiliche Anordnung die erworbenen Rechte der Untertanen beruhrt. 

Vie1mehr liegt der Begriff der ]ustizsache auf einer anderen， der pro-

zessualen Ebene. Es ist nicht erforderlich， das eine Rechtsverletzung 

vor1iegt， sondern es genugt， das sie写ltendgemacht wird Csoweit 

Kroeschell， in: Gerichtslauben-Vortrage， 1983). 

So handelt es sich hier weder um eine Entscheidung noch um eine 

Qualifikation im materiell-rechtlichen Sinne. Die "cura suprema Politiae“ 

Cdie oberste Fursorge fur die Polizei) des Landesherrn， aus der sich 

ein "ius reformandi politicum“Ceine polizeiliche Reformbefugnis) 

ergibt， schliest zwar die Kompetenz der hochsten Reichsgerichte nicht 

aus， wird aber nicht ohne weiteres fur unrecht geachtet CKroeschell). 
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Sowohl die landesherrlichen Regierungsakte einschlieβHch der polizeili-

chen Gesetzgebung auch die wohlerworbenen Rechte Ciura quaesita) 
der Privaten sind vor dem Gericht sozusagen gleich gestellt， und das 

Gericht entscheidet die Sache mehr oder minder selbstandig und rechts-

schopferisch. Entscheidend ist hier das richterliche Gutdunken， obwohl 

der Richter dabei alle Rechtsquellen (gemeines Recht， Statuten， Poli-

zeiordnungen， Privilegien u. a. m.) in Rechnung ziehen mus. In diesem 

Sinne mochte der Verfasser vom ，，]ustizstaat“der neueren Zeit， weder 
vom Rechts-noch vom Gesetzesstaat sprechen. Der ]ustizstaat steht 

noch in der Tradition von der mitte1alterlichen Urteilsau妊assungals 

"Rechtsetzen“. Es ist erst im 19. ]h.， wenn der "Rechtsstaat“als 

Synthese des ，，]ustizstaat“mit dem absolutistischen "Gesetzesstaat“ 
in Erscheinung tritt. Das Wort "Recht“ist allerdings im Hoch-und 

Spatmitte1alter hauptsachlich als "Gericht“ verwendet worden. In 

diesem Sinne darf rnan also auch in fruheren Jhe. naturlich vom 

， ，Rechtsstaat“statt des ，，]ustizstaats“sprechen. Es hat aber mit dem 

modernen "Rechtsstaat“nichts zu tun. 

Seit der Mitte des 16. ]hs. ist von der Unterscheidung von dauer・

haften "Gesetzen“und wechselnden "Ordnungen'‘die Rede (Ro!f 

Grawert). Sie ist eine Parallelerscheinung zur Unterscheidung von 

"Recht“und "Polizei“. Die Grenze des "Rechts“zur "Polizei“war 

aber ziemlich schwankend. Viele landrechtliche Bestimmungen stammen 

einerseits eigentlich aus Polizeiordnungen， und die straf-und prozes・

rechtlichen Ordnungen sind anderseits in der fruhen Neuzeit als "Polizei“ 
getrennt entworfen， wahrend sie im Mittelalter einen wesentlichen Teil 

des Landrechtsbuchs gebildet hatte， wie wir schon im fruheren Tei1 

dieses Beitrages gesehen haben. Das gleiche gilt auch fur die Unter-

scheidung von "Gesetzen“und "Ordnungen“. Hier handelt es sich nur 

um eine funktionelle Unterscheidung der Gesetze im weiteren Sinne. 

Sowohl die "Gesetze“auch die "Ordnungen“haben den rechtlichen 

Chrrakter. Sie sind sozusagen zwei verschiedene Arten einer Gattung 

des Rechts. Sie sind auch nicht zuletzt auf dem Hintergrund der oben 

hingewiesenen justizstaatlichen Tradition zu verstehen. 

]ohann Georg Schlosser hat unter den Gesetzen 4 verschiedene 
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Arten unterscheidet， nam1ich die "Staatskonstitution“， das "Civilgesetz“， 

das "Strafgesetz“und das "Regierungsgesetz“. Seine Meinung steht 

anscheinend mit der traditionellen Unterscheidung von "Recht“und 

"Polizei“in Verbindung. Es ist aber nicht zu verleugnen， das das 

Hauptanliegen Schlossers im materiellen Vorrang des "Civilgesetzes“ 

vor dem "Regierungsgesetz“gelegt ist， die zuvor nicht die Rede gewe-
sen waren・Sokommt der Themenkreis ，，]ustizsachen und Polizeisachen“ 

im ausgehenden 18. ]h. mit dem des "offentlichen und Privatrechts“ 

in Beruhrung， obwohl sie beide miteinander eigentlich nichts zu tun 

gehabt haben. 

Die Lehre von Schlosser stellte eine Auseinandersetzung mit dem 

Vorhaben Svarez'， die Zivil-und Polizeigesetze einheitlich zu kodifi-

zieren， dar. Er "verstand das Privatrecht oder burgerliche Recht fast 

durchweg als das gesetzlich geregelte Recht der Lebensverhaltnisse der 

Burger nicht nur in ihrem wechselseitigen Verhaltnis， sondern auch 

im Verhaltnis zum Gemeinwesen und damit als allseitig wirksame und 

geschutzte， freilich den unabdingbaren Erfordernissen des Gemeinwe-

sens angepaβte". Solche Konzeption hat naturlich keine scharfe katego-

riale Scheidung vom offentlichen und Privatrecht zur Folge. 1m Gegen-

satz zu Svarez sah Franz von Zeiller unter dem Einfluβvon Kant "die 

Aufgabe des aJlgemeinen Privatrechts und seiner Wissenschaft darin， 

diejenigen Rechtsverhaltnisse der Menschen darstellen， die sich aus 

den Prinzipien der Vernunft ergeben， wenn der Staat， die Staatsgewalt 

und deren positive Anordnungen hinweggedacht werden. Dieses ，natur-

liche Privatrecht‘sollte， unter anderem mit seiner Idee angeborener 

Rechte， die positive Gesetzgebung im staatlichen Gemeinwesen bestim-

men und deren Grundbestandteil bilden“(BuJJinger). Es ist moglich， 

dieser Auffassung von Zeiller die standische Rechtstradition abzulesen， 

wie sie die Schlossersche Meinung und die Lehre von "Justiz-und 

Polizeisachen“， bei denen es sich um den Vorrang des Zivilgesetzes vor 

dem Regierungsgesetz bzw. um die Unterstellung der Verwaltung unter 

]ustiz geht， zeigen. F. K. von Savigny hing auch "einem von staatli-

chem Gemeinwesen methodisch isolierenden， kategorialen Privatrechts-

verstandnis“an (BuJJinger). So entstanden hier der neue Begri鉦 des
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Privatrechts als des Rechts der Privatautonomie in der freien wirtschaft-

lichen Gesel!schaft und der des Csubjektiven) privaten Rechts. das als 

rein privatrecht1iches vom herkommlichen ius privatorum CRecht Pri-

vater) unterscheidet werden mus. Bald in der ersten Halfte des 19. 

Jhs. erhielt dIe Unterscheidung vomδffentlIchen und Privatrecht eine 

Funktion. den Rechtsweg auf privatrechtliche Streitigkeiten zu besch-

ranken. Es kam eigentlich beim gerichtlichen Rechtsschutz in Regie-

rungs-und Polizeisachen auf den Unterschied zwischen Privatrecht 

und δ任entlichemRecht nicht an. Entscheidend war. nur das eine 

Verletzung irgendeines ius privatorum CRecht Privater bzw. privates 

Recht) geltend gemacht ist. Es ist dabei ga田 gleichgultig.ob es zum 

offentlichen oder zum Privatrecht gehort. Nun wird nur privates 

Recht. das privatrechtlich ist. gerichtlich geschutzt. So weit hat sich 

das materielle Verstandnis des doppelsinnigen • .Rechts“-begriff. das 
bis zum Anfang der Neuzeit entstanden war. durchgesetzt. 

DIe Dichotomie von offentlichem und Privatrecht kam erst unter 

dem Einflus des neuzeitlichen Vernunftrechts und insbesondere der 

transzendentalen Philosophie Kants voll in Erscheinung. Sie steht aber 

auch mit dem her1王δmmlichenBegri妊spaar"jus publicum CStaatsrecht. 

droit pub1ic. droit politique， political laws)一一ーjusprivatum CB日rger・
liches Recht)“in Verbindung. was sowohl Savigny auch Gustav Hugo 

ganz selbstverstandlich war. Wir haben. hier den Wandlungsprozeβ 

der Begri妊eskizziert. Kreittmayrsche Gesetzeswerke im geschichtlichen 

Zusammenhang einzuordnen. ist unsere Aufgabe In diesem Kapitel. 

ill-1. (1) Kreittmayr hat das "Jus PatrIum“oder seinen privatrechtli-

chen Teil in drei Kodizes kompiliert. namlich Strafrecht. Gerichtsordnung 

und Zivilrecht. Sie machte einst im Mittelalter alle zusammen das Land-

rechtsbuch. obwohl nur das dritte Gesetzbuch den Namen des "Land-

rechts“tragt. Das zeigt die Terminologie. die an der Schwelle zur 

Neuzeit entstanden ist.恥ifittelalterlichesLandrechtsbuch war in Bayern 

ein "Gerichts"-buch. das von Landesherren an die Landgerichte gege-

ben wurde. "Landrecht“der fruhen Neuzeit war genau so wie "Polizei“ 

ein Gesetz. das der Landesherr unter dem standischen Mitwirken gab. 

Namlich ist das Landrecht im Grunde landesherrliches Rechtsgebot. 

Dementsprechend definiert Krei 
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ist， ein Oberherrschaftliches Gebott， welches in Sachen das gemeine 

Beste betreffend， dem Unterthan vorg巴schriebenist“(CMBC. 1. 1. ~. 

3). 

Gesetze (Rechte) gibt ein Oberherr， der "superioritas Imperii“hat. 

Der Kurfurst von Bayern hat zwar keine Majestat noch suprema 

potestas， aber "majestatem analogiam， vulgo superioritas territorialemぺ
Es geht sich hier um eine reichsstandische Rechtsfahigkeit. Nur dem， 

wer diese personliche Wurde mit sich fuhrt， ist erlaubt， die landesherr-

liche Herrschaftsgewalt auszuuben.羽Teder die hochste Gewalt， die die 

souverainitas genannt wird， noch die Landeshoheit bedeutet also die 

plena potestas. Die konkreten Herrschaftsbefugnisse， die einem Herr-

scher gehorig sind， sind eins nach dem anderen aufgezahlt， wie im 

nachsten Abschnitte naher gesehen wird. Unter solchen "regalia vel 

jura majestatica“五ndetsich auch das jus legislatorium. "Die gesetz-

gebende Macht， welche ein Reichsstand in seinem territorio zu exer-

ciren hat， ist nicht nur in der Natur und Eigenschaft der Landsboth-

masigkeit， sondern auch in dem Herkommen und Reichssatzungen 

fundirt， dann diese schreiben den hochsten Reichsgerichten selhst 

dergleichen Landsstatuta pro norma vor， wornach sie sich in den aus 

einem jeden Land dahin erwachsenen Sachen mit der judicatur richten 

musten. ...…Einer kaiser1ichen Confirmation brauchen status zu sotha-
nen Landsordnungen nicht， und eben so wenig auch der Einwilligung 

ihrer Landstanden， dann wann diese gleich daruher consultirt zu werden 

pflegen， geschiehet solches mehr ex consilio als necessitate， wo nicht 

das letztere den Landsvertragen gemas ist・……Adjus statuum legis-
latorium gehort auch das jus publicandi， interpretandi， mutandi， abro-

gandi， dispensandi aut privilegia concedendi， sofern nur diese letzte 

weder gegen die Reichsverfassung， noch Landsvertrage anstoβen“ 

(Kreittmayr， Staatsrecht， ~. 88). 

Adressat des Gesetzes ist der hayerische Untertan， dessen drei Arten 

die Landstande， die sonstigen gefreiten und die gemeinen sind. "Der 

gemeine bayrische Unterthan， das ist， der gemeine Burgers-oder Bauers-

mann und andere dergleichen Leute von geringerer Condition werden 

in die churfurstliche und landstandische abgetheilt...…Die Landstande 
distinguiren sich von dem gemeinen Unterthan nicht in der Subjection 
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und Unterthanigkeit， sondern durch die Prarogativen und Freyheiten， 

womit sie vor jenen begabt sind，……“CStaatsrecht， ~. 181). Weder ein 

einze1ner Landstand noch die Landschaft konnen ein Gesetz geben. Sie 

beteiligen sich an der C wichtigen) Gesetzgebung des Landesherrn blos 

durch das Gutachten von Landschaftsverordnung. Das Landrecht wird 

zwar durch das Stadt-， Markt-oder ein anderes PartikularrechtC von ver-

schiedenen Kommunitaten)， genau so wie das willkur1iche gemeine Recht 

durch die Statuta Provincialia derogiert. Statuta Municipalia， Localia 

und die sonstigen Rechte konnen aber "ohne Landsherrschaft1ich-aus-

drucklich-oder stillschweigender Bewilligung niemahl bestehen. Beede 

mussen an Ort und End， wo sie nicht 0妊entlichkundbar seynd， von 

deme， der sich darauf beziehet， mittels Beybringung g1aubwurdiger 

Urkunden und Obrichkeitlich-gefertigter Extracten oder sonst gnugsam 

bewiesen seyn“CCMBC. I. 2. ~. 13). So hat jedes Gesetz sein Fund仕

ment letztlich in landesherr1ichem Wi1len. Die Landstande konnen 

immer nur mit dem Landesherrn zusammen Gesetz geben， wenn davon 

auch uberhaupt die Rede ware. Sie sind kein selbstandiger， sondern 

hochstens ein Mitgesetzgeber. Die Herrschaftsrechte der Landstande 

mussen seinen rechtlichen Grund auch im Landrecht， namlich in 1andes-

herrlichen Rechtsgeboten CGesetzen) suchen， wenn sie sich immer vor 

dem Gericht des Landes CRegierungen， wo die Stande ihren ersten 

Gerichtsstand haben， und Revisorium als die hochste Instanz des Lan-

des) geltend machen wollen. 

(2) In welchem Sinne man das Gesetzeswerk Kreittmayrs fur 1an-

desherr1iches Rechtsgebot ansehen kann， ist die nachste Frage. Es steht 

einerseits in der mitte1alter1ichen Tradition des Landrechts. So versteht 

es sich als ein "Rechts-" und "Gerichtsbuch“， d. h. einen nicht unmit-

telbar an Untertan， sondern an Gerichtsorgan gerichteten Befehl und 

Ordnung. Es ist anderseits gleichzeitig auch ein "Gesetz“， das dem 

Untertan als seine Handlungsnorm vorgeschrieben ist. In diesem doppel-

ten Sinne ist die Kreittmayrsche Kodifikation als Rechtsgebot zu 

verstehen. Svarez hat die "Gerichts-“bzw. "Prozeβordnung“wohlvon 

eigentlichem "Gesetz“unterscheidet， mit der Begrundung， daβjene 

der Landesherr als oberster Richter des Landes mit seiner hochsten 

Gerichtsbarkeit er1ast， wahrend dieses er mit seinem legis1ato 
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Recht gibt CGerd Kleinheyer). Das ist aber bei Kreittmayr nicht der 

Fall. Codex Juris Bavarici Criminalis hat auch diese zwei Seiten. 

Man sagt， fruhere Strafgesetze seien im Grunde "Gerichtsordnun-

gen"， bei denen sich nicht um die Handlungsnormen es geht. Zum 

ersten Mal stelle sich das preuβische Allgemeine Landrecht als Hand-

lungsnormen der Untertanen vor. Es sei gerade diese Eigenschaft， die 

den Satz "nullum crimen， nulla poena sine lege“erforderlich mache 

(Kleinheyer). Der doppelte Charakter der bayerischen Kriminalordnung 

weist aber darauf hin， das diese beiden Charakteristika nicht im 

alternativen Verhaltnis stehen. Je vollstandiger als gerichtliche Ent-

scheidungsnorm ein Strafgesetzbuch wird， desto vollstandiger wird es 

auch als Handlungsnorm. Das Prinzip "n叫lumcrimen， nulla poena sine 

lege“zeigt nicht nur den Gesetzescharakter als Handlungsnorm、， sondern 

auch die Vollstandigkeit und die Geschlossenheit des Strafgesetzbuch 

als Entscheidungsnorm. So kommt es hier nicht darauf an， ob die 

betreffende peinliche Ordnung nur noch eine "Gerichtsordnungヘoder
schon ein "Gesetz“sei. Es handdt sich vor allem darum， inwieweit 

die "justizstaatliche“Rechtsstruktur durch dei "gesetzeトペ unddann 
die "rechtsstaatliche“ersetzt worden ist. Kreittmayr， dessen gesetzespo・

sitivistischen Zuge unverkennbar sind， und der aber den Satz "nullum 

crimen， nulla poena sine lege“noch nicht kannte， stellte ein Ubergangs-

stadium von der gemeinen zur modernen Strafrechtswissenschaft und 

eine Phase der R巴chtsquellenlehream Vorabend von vollem Gesetzes-

positivismus des 19. ]hs .. 

(3) Die schwankende rechtswissenschaftliche Lage spiegelt sich in 

der Sinnwandlung des Begri任spaares"Poena Ordinaria und Poena 

Extraordinaria“. Carpzov hat das Wort "poen且 extraordinari且“ mit

"poena arbitraria“gleichbedeutend verwendet. Die willkurliche und 

extraordinare Bestrafung findet statt， wenn keine feste Strafe gesetzlich 

geregelt: erstens wenn das Gesetz selbst dem Richter die Entscheidung 

der Strafe uberlast， und zweitens wenn im Gesetz uberhaupt nichts 

erwahnt ist. Der letztere Fall， als dessen Bezeichnung auch Carpzov 

das Wort "poena arbitraria“eigentlich nicht ganz fur geeignet hielt， ist 

die Bestrafung der "stellionatus". Es ist auch noch moglich， eine gesetz. 

lich五xierteStrafe aus verschiedenen Erwagungen zu verscharfen 
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mildern. Das ist der dritte Fall der "poena extraordinaria“(Scha妊stein).

J. S. F. von Bohmer hat im Anschlus an Petrus Theodoricus von 

"delictum innominatumぺnichtmehr von "stellionatus“gesprochen. 
weil er diesen Begri任quellengetreuals einen dem ，，ialsum“ahnlichen 

Tatbestand verstanden hat. Er hat "delicta innominata“soviel wie 

moglich zu "delicta nominatim definita“zu machen versucht， indem er 

neue Tatbestande vorgeschlagen und vorgegebene Tatbestande deutlicher 

definiert hat. Solche dogmatische Bestrebungen waren ihm unentb拍子

lich， wenn er den Grundauffassung • ，omnes actus ante legem sunt 

indifferen tes“hatte， wenn die strafgesetzliche Regelung aber noch nicht 

zulanglich war， um den praktischen Erfordernissen gerecht zu werden. 

Ihm eigentumlich ist die Terminologie "poena extraordinaria“als "aggra. 

vantia“bzw. "mitigantia“. namlich die bestimmten Grunde， die die 
"poena ordinaria“verscharfen oder mi1dern. Zur "poena ordinaria“ 

gehort die Bestrafung nicht nur der "delicta nominata“bzw. "legitima“ 

("poena ordinaria“im Sinne von Carpzov)， sondern auch der sonstigen 

"delicta nominatim definitaヘdiebei Carpzov die "poena extraordina. 
ria“erster Gruppe gebildet hat. Diese wird "poena arbitraria“genannt. 

"Poena arbitraria“ist bei Bむhmerkeinen Gegenstuck zur中oenaordina. 
na“mehr， sondern zur "poena (delicta) determinata“bzw. "legitima". 
Die grausamen Strafen in Carolina sind auch mit dem Laufe der Zeit 

in andere mildere Strafarten geandert worden. Diese Strafanderung 

bildete bei Carpzov einen Teil der "poena extraordinaria seu arbitraria“ 
der dritten Art， begreift Bohmer aber als eine von Art. 104 CCC. vor. 

gesehene "poena arbitraria“， keine "poena extraordinaria“mehr. Nur 

ein Teil der ゅoenaextraordinaria“dritter Gruppe von Carpzov wird so 

bei Bohmer unter denselben Begri妊eingezogen，abgesehen von "delicta 

innominata“. "Conatus“und "Culpa“sind neben "deliberationis. doli 

et iudicii defectus“U. a. m. als "poena extraordinaria“im eigentlichen 
Sinne (namlich der Milderungsgrund) aufgezahlt. Dagegen hat Heisler 

in seiner 1752 erschienener Dissertation behauptet. das sowohl de Ver. 

such auch die Fahrlassigkeit als ein selbstandiger Tatbestand gesetzlich 

vorzuschreiben sind， wenn der Anwendungsbereich des Begriffs von 

"delicta innominata“nicht erweitert werden darf (G 
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sowohl "culpa“auch "conatus“bei ihm "mitigantia“C CJBC. I. 1. ~. 
3 u. 1. 12. ~. 3). Bohmersche "poena extraordinaria“Cmitig乱ntia)wird 

hier aber gesetzlich de五niert.Sie ist keine echte "poena extraordinaria“ 

mehr. Daher ist der Unterschied von der extraordinaren und der 

willkurlichen Strafe wieder verloren CCJBC. I. 1. ~~. 12 u. 13). Das 

bedeutet aber die Ruckkehr zu Carpzov nicht. Der Begri妊vom"Frevel“ 

spielt bei Kreittmayr keine wichtige Rolle， die Carpzov dem Begriff von 

der "stellionatus“zugeschrieben hat CCJBC. 1. 1. ~. 1). "Ein Verbre-
chen wird“nicht zuletzt "begangen， da man gegen das Gesatz etwas 

thut oder unterIasset....…“CCJBC. I.1.~. 3). Die gesetzespositivistische 

Intention des Verfassers tritt hier ganz deutlich zu tage. 

(4) Kreittmayrsche Kodjfikation ist im ganzen die "Gesetzgebung“ 

im eigentlichen Sinne des Wortes. Sein Recht ist theoretisch schon 

"positives Recht“. Es ist wandelbar. Der Gesetzgeber kann natur1ich 

nur in einer bestimmter Grenze Recht andern. Diese Grenze der Rechts-

anderung bietet die "Verfassung“， in anderem Wort das System des 

Landes. Es besteht in der Reichsverfassung wie in den Landsvertragen， 

die nicht dem Privatrecht， sondern dem Jus PubIicum gehort. 
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